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職 場に栄光あれ

松川恭佐
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獄創立40周年を迎えて
1961

職場の礎石

松野砺氏中村弥六氏志賀泰山氏

村田重治氏松波秀資氏和田国次郎氏

林駒之助氏本多静六氏河合鋪太郎氏

川瀬善太郎氏佐藤鋸五郎氏・白沢保美氏

新島善直氏

ほかあまた先輩の大徳偉業をたたえつづく若人らの

これにいやます大成を期待して林業技術のおおらかな

る前途を祝福する

社団法人日本林業技術協
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これは，総会の決議にしたがって造られた，小さな記念碑の碑文である。この碑は，このほど本会の

庭前に建立され，来るべき記念式典に除燕される予定になっている。

長い星霜年々受けついで，たゆゑない足跡をのこして来た本協会が，ここに創立40周年の新春を迎

えるに当り，心から意義ふかいこの年を慶祝するとともに，これを真に意義あらしめるため，最善の努

力をいたすべく，ここに誓うものである。

かねてから，われわれは，この画期において，より以上に斯界に貢献する，なにものかを企画したい

と語り合って来た。その結果，既報のような記念事業計画案を，昨年6月の通常総会に提案して審議を

乞うた。幸いに会員諸賢のご協力によって，この案が決議され，推進することが約束された。そののち

慎重に実行案を協議し，昨秋,全国運動を展開し，目下，各方面に協賛方を懇願しつつあるものである。

なお一面，われわれは，事業着手の順位にしたがって，遂次実施にうつし，特に長期を要するもの以

外は，できるだけ来るべき記念式典に間にあわすようにつとめている。これら記念事業の経過の概要は

次のとおりである。

◇記念碑の建立は完了した。

◇ふたつの記念出版である「職場の礎石」（仮称）の編集および「私たちの森林jの改訂編集は，
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大部分執筆を終え，一部分は執筆中である。

◇記念造林は，東京営林局平塚営林署管下国有林内に，部分林を設定いたしたく，申請中である。こ

れは本年から，向う3カ年をもって，有要樹種の品種別の事業的造林を実施する予定で，その計画

を立案中である。

◇林業技術センターの建設は，最も重要な事業であるから，これが建設趣旨の理解と認識を深めるた

め，全国的に記念事業推進委員会をわずらわして，各方面の協賛をうるべく依頼中である。

すでに本誌その他で，しばしば述べているとおり，これらの計画のうち，林業技術センターは，林業に

関する文献・資料を広く蒐集・整備し，これを官民を問わず紹介・供用し，また照会・相談に応じようと

するものである。これがためには，適当の施設を必要とするので，多額の建設資金を必要とする。どう

しても全国運動によらねばならないのは，このためであって，いたずらに声を大にするわけではない。

われわれの産業の性質から見て，他産業の経済成長におくれないような伸びを望むことは，なかなか

むずかしい。が一つは，林業部門の間口が余りにも広いため，随時適確な資料を使いこなすのに，非常

な困難さを覚えることにも大きな原因があるといわれる。かかる一例でも，林業技術センターのような

"かなめの機関〃が絶対に必要するわけをうなずけると思う。したがってこれはまた，日常業務の上に，

著しい能率の向上と，仕事の的確性をもたらすものであると信ずる。

なおこれに伴って，林業技術の研讃を拡大徹底し，さらに森林の実態に即して技術が惨透し，森林そ

のものの実力が，倍増の生産に上昇することができたならば，国土の大半は完全に，国富の隆昌に活用

することができるであろう。すなわち，宿命的な国土構成によるこの山国を，われわれが常に念願する

ように，活力あふれる森林日本におき換えることができるであろうからである。

人あるいは，われわれの企画を，分に過ぎた望承と誹るかも知れない。また，自ら苦難を求める拙策

であると廟るかも知れない。しかし，この協会の会令ば，わずかに40であるが，かの記念碑に刻まれて

あるように，これに加うるに世紀の歴史を享有する，多くの先輩がたの指導と伝統に自信を抱く会団で

ある。また，碑文に見るような，この会団を支える若人らは，永遠に熱い血潮を盛り，いしずえ固い職

場の上に，自信をもって，よりよい職場を夢ゑているのである。この若人らの夢に画く貴い欲求は，止

むに止まれぬものがあるのである。

これが，この協会の自然の希望であり，自然の容姿である。ひとえに記念事業の推進につき，全会員

諸賢のご協力をお願いしたい。次の画期，すなわち創立50周年において，おそらく本協会の活動は，正

規の軌道に乗って運行されるであろう。職場に栄光あれと，ただ祈りつづけるものである。

なお，長期間にわたり，200余名の権威者によって執筆された林業百科事典も，いよいよ近く出版の

運びとなった。延引のやむを得なかったことは，まことに申訳ないが，重ねての新春の慶びであり，感

激である。
●

言うまでもなく，この百科事典は，林業・林学・林産人の好伴侶であって，とくに第一線実務家の座

右には，常備の図書とすべきものである。ご期待をお願い申上げたい。
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たおきかたでありまして，農業と他産業との所得の較差

がだんだん開いてしまう。

これじゃ農業は衰退してしまう。しかも兼業農家がど

んどんふえてる。こういう点ますます零細な貧乏なもの

になってしまうというところに基本問題がありました

が，林業の場合，それと少し違った理解の仕方をしてお

り童す。

それはともかくとして，一体林業の基本問題はどんな

ふうに考えたらいいか，答申のような考えでいいのか，

その点大いに論じていただきたいと思います。藤村さ

ん，林業の基本問題についてのお考えを，答申から離れ

ても結職ですが。

農業の曲り角と林業の曲り角

藤村前の岸内閣の時に総理大臣から農業，林業，漁業

の基本問題とその対策について諮問された。それで，そ

の中の一つとして林業の部門がとりあげられた，こうい

うことでしょう。今の倉沢さんの話とちょっと離れます

が，最近の科学技術の革新的な動きは，世界の市場に大

きな影響をあたえている。したがって，これに対応して

いくのには，日本の産業概造も次第に変化している。そ

うしないと国際市場に強くやっていけない。技術革新の

躍進的展開は非常にスピーディです。新しいものがつぎ

つぎにできてくるし，また安く生産される。したがっ

て生産規模も大きくなって行くわけです。特に工業部門

の近代的高度化が強く動いて行くので第1次産業の農林

漁業は，このままでは相当に努力しても工業部門との所

得のi陵差がますます大きくなって行く。こういうように

柵造の変化進展にともなう第1次産業の宿命的悩承が，

これが日本農林漁業の曲り角として把握され，その解決

策を答申に求められた。こういうふうに理解していいで

しょう。

その中の林業問題，特に林業でいえば工業の進展に伴

って要請される木材，その供給源を安定さして長期にわ

たって供給しうるような生産裁礁を確立する。それに関

係して働いている人たちが十分の所得をうるように向上

させて行く，そのためにはいろいろな問題にぶつかる

が，それをどうすればいいか。こういうことに理解して

まずいいのじゃないでしょうか。

田中今いったような日本農業がまったく曲り角にき

た。絶壁に当面したという点，これば従来は米作第一主

義というか増産一点張りで米だけが一枚看板であったも

のをおろさざるを得なくなったという状勢に直面して，

大きく展開しなければいかん。しかもそれはこのま霞進

むとすると，農業全体としてなんといいますか，壊滅ま

で行くかどうかしらんが相当危機にあるという非常に深

刻な事情から，なんとしても農業問題を抜本的にという

か，画期的に考えなおさなければいかんという深刻なも
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編集部本日はご多忙中の諸先生に鮨集りいただき童し

て，誠にありがとうございました。

昨年10月末には林業界としまして懸案の農林漁業基

本問題と，基本対策が調査会から内閣総理大臣宛に答申

，もされたところですし（本誌11月号参照)，新春にあた

り「最近の林業の諸問題」について倉沢先生に司会をお

願いして，藤村，田中両先生に大いに論じていただきた

､いと存じ蓑す。どうぞお願いいたします。

倉沢では，最近の林業問題をめぐってという題で，本

紙の新年号を飾ざるということで，今日は一つ雄大な対

談になるようにゆっくりお願いしたいと思います。

最近の林業問題といいま‘してもいろいろあるでしょう

が，さしあたり最近公表された例の農林漁業基本問題調

、査会の答申として「林業の埜本問題と基本対策｣，これ

が発表されたわけでありますが，しかし，まだまだ基本

問題のまた問題点というような考えかたもありまして，

、､ろいるそこに議論があると思います。この答申の考え

かた自体も，われわれは真剣に取り組んでいかなければ

ならない。そこでまずこの林業の基本問題，および基本

対策という形で出されたものを一つ取り上げてゑたらど

うかとこう思うわけであります。

最初にどうでしょうか，「林業の基本問題とは何か，

挫業の場合とどう違うか」という問題から入ったらと思

うのですが。この答申が林業の基本問題の理解と題し

て，林業の基本問題はまず木材の需要構造が非常に大き

く変って来たにもかかわらず，生産が追いつけないとい

‘うのが第1点，第2点として林業内部の所得の分配が不

均衡になって来る。こういうふうに基本問題を二つ上げ

ており，この問題を克服しなければ林業の将来の発展は

期せないと，こういうふうに問題をおいてるのです。と

ころが農業の方の基本問題というのは，これと少し連つ
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科学技術庁科学審艤官

森林資源総合対策渡議会専務理事
東京大学助教授
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対談：最近の林業問題をめぐって

というものが，うまく密着していない。つまり土地資

源，人的資源が，あるいは資本がバラバラになってると

いう象かたができる。そこで一つの考えかたとして土地

の方も整理していった方がいいだろう。それは今までそ

ういうことをやってないから，この際やったらいいとい

う考えはつらぬかれていると思います。それが「構造政

策」のもとになっているのでしょう。

藤村農業がいちばん世論の課題になってますが，日本

の産業稔造が変わらなければならない。もつと農業と工

業の所得の較差をちじめるのは，農業の所得をあげなけ

ればならない。そうしなければ不均衡がますます出て来

るという問題があるため，農業の就業差を減らさなけれ

ばならないのは当然と思います。

どうも林業は農業ほど構造的にいって一般の世論的話

題にはあまりならない。ですから農林漁業の基本問題を

考える場合にも，ある程度農業というものは日本の就業

鱗造からいっても，あるいは資本椎造的にいっても，や

はり農林漁業基本問題の中の中心であって，それがある

程度日本の産業構造を合理化するあるいは近代化するた

めの方策に相当筋を通して来てる。その答申がそういう

ところに重点があるので，林業の方面もある程度そっち

の方に引きずられてると思いますが，どうですか。

田中多分にそうだな。結局農山村の農家人口が現状の

ままでは農業経営ば非常に小規模で全体が非常に貧困で

ある。これを他産業，それは勤労者を対象にしているよ

うだが，それと所得を均衝せしめるためには一つには増

反して1戸当りの経営規模を増大する考えと，他面農山

村から人口をどんどん減らしていって，1戸当りの耕作

をふやして1町5反から2町，あるいは2町4反という

ことがいわれて誉すが，そういう規模に引きあげれば年

収100万円，そういうところに持って行って均衡せしめ

るということが農村に対処する一つのもとになって，そ

こへ焦点があわされて，農業関係だけではこの問題は解

決しないので，そこに林地も取り入れて解決して行くと

いうのが，まず大関門になってる。それが引きずられて

るゆえんです。

藤村そういうとちょっといいかたがまずい。農業もな

んとかして高度化されていって，日本の産業構造の中で

合理的な近代的な形に変化していかなくては全部の講造

が向上しないからそれは当然必要だ。それで林業の面で

も十分それに協力するということは当然と思う。そうし

ないと．…。

田中だから林業も活用して総合的に自立せしめるそう

いう考え方がいちばん先に押し進められてる。それはま

ずこの調査会の最大頭目として，それをまず確保してそ

のからだと思います。ところが林業の関係の方は今も話

が出た木材需給関係というか，これは関係者の間では非

常に深刻な問題に現実になっているという。そこのと

ころから今までのようなやりかたでは困るという事情が

大きく出て，やはり林業も曲り角に来てるという主張を

われわれもしている。農林といいながら林業と農業は非

常に性格力鐘う。農産物は大体食紐関係が対象であるけ

れども，木材はできたものが土建材料であり，ことに最

近急速に伸びつつあるのは産業用資材としての原資材で

ある。その需給関係は現在も逼迫がはなはだしいが現状

で推移すると将来は深刻なことになる。そこが農業とか

なり違うと思う。しかし農業の側から承ると，やはり山

は山村にあるから結びついて来てるという観点と両面あ

りますが。

倉沢農業と無関係じゃないけれども，農業の曲り角

と，林業の曲り角Iま違うということ。

田中私はそう考え菫す。

藤村日本の挫業と林業との根本的違いに次のようなこ

とがある。現在曲り角に両方とも来てるかもしれない

が，日本の資本主義発展を発起さしたいちばん初めの

推進力は地租だった。地租の力で日本の資本主義は推進

されてる。それで農地は全部私有化されていたわけで

す。土地産業の農業からの地租が主体になって日本の財

政資金を織成した。それを基謎にして第2次産業は

だんだん展開された。が農業でば地主と小作ができてい

ったわけです。それから後に自作艇政策がとられてき

た。そして終戦後の農地改革で地主は追放されたわけ

だ。ところが林業の方は，そういうような沿革をもたな

いのじやないか，本当に資本主鍍化されたものを林議は

あまりもたない。前時代的な。また封建的な延長の形で

山がもたれている。明治維新である程度は変ったけれど

も，非常に混乱された変転されいく制度の中で山のもち

かたができてしまって，大きなその後の整理というもの

が行なわれなかった。そういうことでずっと今まで来て

る。終戦後も農地改革はあったが，林業の方ほ依然とし

てそのままであった。林業部門での根本問題はその辺に

深い根がある。答申ではそれにあまりふれてなかったよ

うですが，それがいろんなところの阻害要件になってい

るような気もするのですが，どうでしょうか。基本問題

の答申ではそういうところはある程度ふれたのでしょう

か。

田中今度の答申はちょっとふれて来てますね。

倉沢やはり経営の問題，生産性を上げて行くために，

あるいは生産鐙を増大するための適正な経営を考えて行

くと，どうしても従来の土地のありかたでは経営と土地
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対談：最近の林業問題をめぐって

れからあとは．…。

林業独自の基本問題

藤村それから林業自体が国民の生活や国民の経済の上

にサービスしなければならない使命があるから，これは

強く打ち出さなければ本当の林業埜本問題にならない。

田中ところがこれがおろそかにされちゃ，こっちの期、

待する残余のものに対してどうするかお座なりになると

思います。

藤村倉沢さんある程度関与されてるがどうでしょう。

倉沢その点はずい分議論がありまして，大規模経営，

あるいは国有林，公有林の積極的経営というものをどう

いうふうに承るんだということについては答申の「まえ

がき」でもふれています。

藤村私はこの答申を承て，感じたことは今までの林業

政紫と比較すると非常に進歩したのではないかというこ

と，答申の中になかなかいいところをついているところ

もある。それは今までの林業政策というものは承はよく

こういう表現をするけれども，一つの物動計画，林産物

を対象にした物の動員政策で，財産とか，所得とかいう

経済要素に立った考えは稀薄であった。それが今度は相

当木材の生産もあげなければいかんが，生産性もあげな

ければいけない。したがって，それに就業している人た

ちの所得を十分向上させなければならない。そういう経

済要素が非常に深く取りあげられてるというのは，今ま

での政策からいうと非常な向上だという気がするので

す。この点ぱいい点だと思います。

倉沢いわゆる林業の生産の「にない手」に対する承か

たができた。これは大きな進歩だと思います。ただその

場合田中さんのいわれるように里山地帯の家族経営を重

く承て大経営の方の対策が非常に弱いじゃないか，こう

いう批判も確かに重要でしょう。

田中現在の構造が5町歩未満は人数では93％，面積

では40％にすぎない。そうすると60％というのはそ

れ以上のかなりの所有規模のものがもっている。そうす

るとその経営が合瑠上というか，フル回転されなければ

いかんので，そこのところが零細所有の方の処置は非常

に克明にかいてあるのですな。だけれどもその残余につ

いてどう徹底したものかという点でものたりない。

倉沢とにかく国有林，公有林，大規模私有林，こうい

うものを含めたものの経営の現状はあまり合理的でない

という承かたをしています。どうしたらそれが合理的な

経営になるか，今のままじゃ単なる山もちで林業の企業

者と味いえない。企業者になる道があるのか，こういわ

れるとなかなか問題があります。

この対策として一応経営計画を，森林計画のありかた

を改善して，大規模経営の合理的経営計画に，しかも生

産性，単に木を植えて伐るという計画だけじゃなく，実

際に生産物とし有価物を取り出す合理的計画を立てても

らおう。そのために必要な指示も勧告もできるように考

えていく。こういうふうになってます。

藤村基本問題をいろいろ検討された過程において，あ

るいは話が出たかもしれませんが，農業と林業とは違

う。特に生産錐盤となる所有形体が違う。農業では一応

自作農を主体にして来ている。ところが林業の方は私有

財産でないものがたくさんある。まず国有林がある。町

村や，都道府県の森林があり，会社がもっているものも

ある。それから私有林，同じ私有林でも膨大な面穣のも

のから，家の横にちょっとあるような簸ゑたいな小さな

林まである。しかも土地の所有者と立木の所有者が同じ

ときと違うときがある。それから立木の所有権はもっ

てるが，それを経営している人は別の者だというよう

に，農業と非常に違ったありかたですよ。一口でいえば

複雑といいますか，そういうふうなありかた，持ちかた

です。だからそういう現状を素直に承てどういうふうに

それは動いていくか，このようにいろいろ違った形の山

がそれぞれどのような使命というか，機能を持ってるか

ということ。このような森林の所有性の全国的概造とい

うもりが十分検討されたかどうか。それがよく喪いてな

いからわかりませんが，その辺が農業とは非常に異って

いる。そんな内容を林業では持ってる。それらの性格と

意義についての検討がやや未熟ではないかという感じを

うける。だからここの答申の中でいちばんの芯はずっと

通覧してわかるように家族林業経営というのが答申の中

の極端にいえば唯一のものだ。これをこういう蕊かたを

していいかどうかわからないが，これは里山地帯に論け

る自作農主義の灘入ではないか。農業を経営する人は全

部，山村腿家で山林を持っていない人に山をもたせて農

家所得をあげるというところにねらいがある。これは結

撫なことです。が，そういう考えが農家林業経営という

形でここにあらわれて来てるんじゃないか。という気が

するのです。

ですから農地と林地とを両方とも持って，そうして一

つの土地生産の形で合理的に経営して，所得を_I二げて行

くと,こういう一つの方式が笛ている｡だがそうでなくて

森林だけを持って，そして家族林業経営をやって行くと

いう方式もあるはずだが，そういう線は本当にやれるか

どうか｡艇地と林地とを一諸に持っておれば,所得を向上

せしめるのに,都合のよい形態のようだけれども,林地だ

けの，林業だけの家族経営はどういうことを想定してい

るかわからない。可能の見通しとなる現実がどこかにあ
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対談：最近の林業問題をめぐって

るのです。農業の方から承れば，山裾の辺の農地が全部

私有財産としてあるわけですね。

近年，問題になってる艇業法人は果樹などを多く対象

にして進んでますが，山の方の管理を公共的にすること

にしていくとき，一諸に持ってる農地はそのまま個盈に

別なにして置くか，農地も一諸に公共的管理にするの

か，全然ふれてない。土地管理の形態は山だけ分離して

表現してあるから，本当の形はわからないですけれど

も，もし，山だけの公共管理というならば，所有権は全

部私有として別れているわけですから，それをどうする、

のか。生産事業だけを対象とすれば生産森林組合という

今あるのとどう違うか。もつと押し進めて考えると今度

の答申では，総有といわれたような慣行の入会山などを

私有化しようとしている。昔の部落有林の形態とどうい

うふうに区別しようとしているか，新しい形の，極端に

いえば森林所有の共有化，これを公共的管理ということ

で表現しているようでもあるが，実際これはどういうふ

うな形で管理し，経営し，あるいはその所得の分配をし

ていくかということにふれてないからわかりませんが，

その辺に霞だ研究すべき課題が残されてるのではないか

と思うのです。

田中そこが農業と混同しているというか，観念的には

考えられますが，協業化というのは，今いった森林の所

有がどうか。これは明らかに私有で，個含の所有であっ

て，僕は生産協同組合と思うのだ。ねらってる協業のプ

ールしたようなものはできないと思うのです。つまり，

この山は30年先に伐る，これは来年伐るという場合，

プールして収入を与える考えはできないと思うのだ。

藤村極端にもっていくと昔の形になる。

田中総有になると僕は合理的だと思うな。

藤村共有だといくらでも転売しうるわけだ。だけれど

も悩行の所有権が地元とくっついてということになると

総有という概念に入って来るんじゃないか。しかしそれ

は分解しようとしている。、

田中だから共有ほ全部に分けちゃう。だから国有林の

第三種林すなわち地元利用のやつを権利があるから，そ

れは分けちゃうということになりますよ。

倉沢ただ，公共的管理というのは今まだ考えかたが熟

していないと思います。内容は実際にわからないので推

定ですが,少なくとも農地などは私有ではあるけれども，

なんらかの管理を受けているわけです。それから今の土

地でまったく自由なのは林地ですが，その林地でも部落

有林の分解などを，まったく自由に野放しで分解させる

のではなく，ある一定の集約な管理公共的管理のもと

での秩序のある分解，そしてそれを完全に個人のところ

るのだろうか。問題として一体日本のどういう地方にそ

んな形があるのかということになるとよくわからない。

ですから家族林業経営というのは自作農主義の延長を

山で考えたと理解するのですが，そういうことでいいで

しょうか。

家族経営林業の問題点

倉沢問題がそちらの方にうつりましたから，家族経営

的な林業が果して林業のにない手として十分成長しうる

かどうか…･・

田中そこのところが，藤村さんがいったように農地が

過小である場合に農地をさらに付加して拡大してやるい

きかたか，今のように山をくっつけて自立させる形か，

答申案の考えかたでは山も併有して自立させるという線

でつらぬいているわけなんですがね，そういう林業経営

というものを考えた場合に，幾作と非常に違うと思うの

は，農作は1年1期で収穫をあげるので，なんといいま

すか割合コンデションもぶんな同じだ。これは農地改革

で全部の人がほぼ一応同じラインにたってあまり違わな

い。ところが林業の方は山の持ちかたによっていちばん

理想的なのは毎年収入をあげる規模に達しているという

ものから，何十年に一ぺんしか収穫があがらないとい

う形の持ちかたとある。ところがそういうのが森林組合

をともに形成しても期途するところがみんな違う，30年

先にしか収入をあげ得ない人はあまり魅力がない。そう

いう玉石混清の状態で森林組合ができている。協業化が

できるところに協業が非常にスムースに合理的にいき得

ない。農家とはまったく基本的に違ったところがあるの

ですね。今度の場合，そこで林業経営というものは，昔

からいわれたし，今でもそうだと思い室すが，コストダ

ウンするということになると，これを家族的経営林業

は，自家労務で万事やる。労賃が低くてもいい過剰農閑

労務でやるということを考えてるのかもしらんが，林業

経営から承れば非能率なことに当然なると思います。た

とえば出荷する材の，数量ということは非常に能率に影

響するのです。そういった経営上のコストの良否，そう

いう点をあわせ考えると私ほちびちびした山をもたして

いいのかどうか。あるいは家族林業的なことを考えて肥

培等集約経営もやるという考えかたもなりたつ場合もあ

るかもしらんが，そこが非常に疑問になってると思いま

す。

藤村それからもう一つ，家族林業経営というものを抽

象的に番いてあるからわかりませんが，艇地と林地をも

し持ったときに，これは一つの協業という表現もしてあ

るし，あるいは公共的管理にしたらよかろうという表現

もしてある。管理も公共的にするということも書いてあ
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対談：最近の林業問題をめぐって

に分けてしまうのは社会経済上，あるいは生産上不合理

のような場合，その中間で公共的に管理すると，その程

度に推測しているわけです。

藤村公共的団体というのはわからない。

田中協同組合だね。

藤村法人にしているんだね。どういうことを設定して

いるのか，木材という一つの果実を対象にして管理をや

る。財産管理もやる。

倉沢協同組合的考えかたも出て来るでしょうし，土地

改良区承たいな考えかたも出て来るかもしれ童せんが，

熟していないから，今後検討するということじゃないか

と思います。

田中しかし家族経営的どうとかいうことになり，家族

労働でやると，労働はプールしないと拳るべきだと思い

ます。

倉沢われわれ常識で考えまして育林生産の場合，協業

する場合，道をつける場合一諸につけようとか。

藤村あるいは田植えをする場合一諸にしようというよ

うなこと。

倉沢必ずしもそれは必要としない。田植えなどのよう

に時期的に短い期間に一諸にやらなくてもよい。

藤村一諸にやると愉快にやれますからね（笑）

歌でも歌ったり。

倉沢造林地は並んでいても，

藤村密柑畑のようにいかないね。

倉沢そこに林業の協業の必要性についての認識不足が

ありますね。

藤村概念的に規定しているが。

田中非常に問題があるけれども，僕はどうせそんなこ

とはできないどタ力くくってるんだ。

藤村そうもいかない，勉強してもらって。

倉沢協業を実際やらなければならない場面は素材生産

の過程です。これは小さい山持が一人，一人出して行っ

たんでは量的にも機械的にも能率があがらない。・

藤村しかし今でも組合的にやればできないことはない

です。

倉沢そこに協業の余地はある。

藤村ただやたらに新しい表現や言葉を使ってごまかし

ているんだな。（笑）

田中要するに協同縄合だけれども。

家族経営林業と公有林野

倉沢幾家林業，家族経営的林業を作り出そうというい

ちばん新味のある政策がでたわけですが，さて作るとな

ると土地の問題があります。そこで土地をどこから出す

かというのを染ますと，もちろん里山地帯に重点がおか

れるわけでしょうが，まず第1が部落有林野，第2が公

有林野の中の特に地元利用林，第3に国有林野の第3種

林地，場合によっては一部の第2種林地，それから山村

の農業者の#鑓が変っていくときに離農する人たちが手

放す山,もう一つ所有者がもてあましている粗放林地,以

上のようなところが対象になる。こういうわけですが，

さて実際問題，うまく合理的に家族経営の土地にもって

行けるものかどうか，一つ部落有林あたりから。

藤村この答申を通じて承叢すと，家族林業経営という

ものに非常な新鮮味をもたせている。どうも答申は家族

林業経営を強く打ち出して，それを作るため，やったよ

うにみえる。そしていちばんねらわれてるのは部落有林

とか公有林という感じがします。

田中国有林も十分だ。

藤村部落有林は正式の表現ではないが，内容が種を様

々だ。特に慣行として地元の生活と強くつながってま

す。これを今度は私有化していこうということです。で

すからこれは従来の農林省，あるいは農商務省時代から．

の政策に対して，一大転換をしていると思う。以前は公

有，部落有的な林野はこれを公有林として町村の財産と

して整理するというのが内務省時代からの地方自治制の

大きな目標であり，農林省もその方針であった。ところ

が今度は全部個人にこれを分けてしまう。私有化にふみ

切ってしまってるというのは,農林省としては,政策の一

大転換ですから，これをもう一つ別の面から考えれば日

本の地方制度，あるいは自治体のありかたから果して妥

当であるかどうか，答申には山は公有財産として考える

べきでなく,町村財政は税制の面から考えるべきものだ矛

と書いてあるが，それほど簡単にふZ悪切っていいかどう

か。ここには相当検討すべき余地が残ってるんじゃない

かと思われる。特に部落有として，それから入会権の問

題を専門的検討をしなければならないといって逃げてい

るけれども，大体これは今霞での観念とかわった観念が

中に入ってるんじゃないかという気がするわけですね。

昔から入会権に対しては論争があり，これは今後検討す

ると書いてあるが，その辺の解決ができないと，いく

ら家族林業経営に部落有林を私有化して付けるといって

も，大きな壁にぶつかってしまう。これは問題じゃない

かと思います。

しかしあまり書いてない。書いてないのは検討不十分

であると（笑）

田中できる所だけやるということになっちゃう。

倉沢しかし方向としては明治以来のものと180度転換

する。だから実施をあせったらおかしいことになります

よ。
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対談；媛近の林業問題をめぐって

藤村これば以前に慣行のかたちで近傍の山を利用して

おった。そういういわゆる入会というか，部落有という

か，共同使用的な林野を公有林にしようという時でも大

変な問題だった。しかも法律家の間でも論争があった。

左と右があった。それをうるさいから全部今度は私有に

すればこの問題も解決すると安易に考えてるようにふえ

る。それから入会権は，部落有林は解体しつつあるとい

っている。これは実態調査でいくらかの報告もあるけれ

ども，日本全部が果してそうであるか，この辺に私はま

だ問題をほうぞうしていると思う。

倉沢しかし，明治以降の部落有統一は，実際は実施の

過程で地元住民の猛烈な反対や抵抗をおさえてやって来

た。今度はその住民のエネルギーを林業経営に向けよう

という考えかたはありうるでしょう。

藤村入会権を解消して部落有林野を公有林化すること

は，日本のとってきた地方制度推進の面であったから，

以前の内務省に対して農林省も大蔵省も全面的に協力し

てきたわけです。ところが，今度は農林省だけで新しい

線を一応出しているけれども，果して日本のそういう基

本的な制度に関連してどういうふ･うな理解の上にたって

るか。やはりこれは問題ではないですか。

倉沢国家行政としては各省の統一された方向が出なけ
れば実行できない。

田中今度の場合総理府で行なわれたわけです。一応こ

れが出ると，全部の方針網羅的なものと受け取れるのだ

よ。答申嫁総理大臣への答申だな6もつともこれはなん

というか法律には基づいてるけれども，まったく民間の

意向ですね。だから政府が受け取ってどうということは

別だから。

藤村総理大臣が日本一流の学識経験者を集め，知識を

結集して作られたものだし，総理大臣が受け取るからに

は全面的検討が一応加えられてるということでないと．．

◎

倉沢近代的思想の理想的考えかたからいえば国民は股

大限生産をあげて，所得をあげていく，国家や公共団体

はそれを誘導するための行政機能を発揮する。そこで土

地，財産とかそういうものは本来国民の生産の場である

という考えかた。

家族経営林業と国有林野

藤村そうすると問題は国有林はどうだということが出

て来ます。国有林存在の意義，これも答申に書いてはあ

りますが。

倉沢今の段階で国有とか，公有とかいうものが完全に

否定できない。ここに林業問題の特異性がある。その問

題朧藤村さん最初にいわれたように，基本問題が需給，

供給が常に不足だという形で出さざるを得ないので，

それを補なっていくために民間商社じゃどうしても手の

及ばない奥地や地形の悪い所，そういう所で，国家財政

資本による生産，あるいは公共的財政資本による生産に

依存しなければならないことがどうしても出て来ると思

います。その中で家族経営林業も育成して行かなければ

ならない。

藤村私は今度の答申というのは特に基本問題というか

らには，林業関係でほどうしても成立過程にふれてこな

くてはならないと思う。国有林のありかたというものに

ついては，日本の国有林の成立過程から承なければ問題

はつかめないと思う。そうすれば堂左と大牌を揚げうる

と思うのですが，これは正面きって答申に出していな

い。現在ある国有林の是認の上においていっているだけ

だ。相当山をもってるから，木材生産供給源として調整

機能を十分発揮していくと,こういうことになってます。

倉沢国有林のありかたの中には第3種林地を，家族経

営に提供させろという方針が出ていますが，果してそこ

が矛盾しないかどうか。

藤村国有林の意義を正面きって出されないと困まる。

国有林は，こういう機能を発揮するので国が国民にかわ

って管理しておりますということが出て来ない。それが

あって，初めて国有林形成の根拠が成立するのであっ

て，だからここでたとえば家族林業経営のために国有林

の一部は払い下げます。売ります｡といってあるのが,明

治以来やってる国有林野整備，国有林の合迦このために

整備しますというところと実際はたいして変りはないと

思われてしまう。この表現からいけば，あるいは昔の官

民有区分の時に所有確認の不明瞭な内容のために，国有

林になってるところに対して訴証問題が起こったりした

が，地元対策ということにして共用林としたり，昔の簡

易委託林としているものをある程度そっちに叢わすとい

うだけのように思える。本当の成立のもとにかえって，

日本のような山国で，日本のような環境でなんのために

国が所有し管理しなければならないかということが出て

ない。だからこれは昔の国有林野整備というのとなんら

変らないと思われ室すが。

国有林経営の使命

倉沢それじゃ国有林の使命はなにかという問題に入っ

ていただきましょう。

これについて答申は次のようにいっています。

国有林の存在意義とその問題点，その第一が木材の需

給問題に対処するべき使命をもっている。国有林の需給

機能とはなにか，まずその一は民間では開発できないよ

うな林地を経済的に開発して行こう。それからその二が
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対談：最近の林業問題をめぐって

木材が総体的に不足しているので木材価格が高騰する現

象に対して，価格調整機能をもたなければならないとい

う二つです。第二が国士保全の問題。第三が地元農林業

経営者に対処しなければならないと三つをあげてます。

第三の艇林業経営の発展に関係するところは，家族経営

のために土地提供ということで一応お話は済んだわけで

す。ところで第一，第二の使命はどうなるか。

藤村ところが逆にいちばん最初に家族経営，農業との

関係ということでいいますと，当然昔やるべきことをや

ってなかったから今度やるのだどいうこともいえるので

す。保全の問題は法律で保安林制度をうまくやっていけ

ば，果して国有でなければならないかという疑問が残

る。それから木材の生産供給のため未開発地域を開発す

るため，国が開発投資をやるのはいいが，なぜ所有しな

ければいけないか，これは別問題です。これは国有林の

意義にはならない。それから林野の高度利用のため国有

がよい。国有ならば高度になるか，民有なら高度になる

か，果して内容的にどういう根拠をもってるか，これも

はっきりしない。この高度利用と開発の問題は現在国有

林が非常にたくさんあるので，それを前提としてむりや

りに理由をつけてるような気がする。それから木材の価

格調整のことは，国が自からコントロールすると，価格

を安定させて市場を混乱せしめないというが，これは国

民の日常生活にもつと大切な米を考えればわかること

だ．

これは価格政策の問題であって，必ずしも土地を所有

するという理由にはならない。だからこれは現在750万

町歩の面積をもち，森林蓄積を全国の'/2所有している

国有財産というものを，一応こういう理くつで理由づけ

ようと努力した形ですよ。

田中武は国土保全の問題については藤村さんとほとん

ど同感ですが，やはり木材の需給調整という点で非常

に意義ありと思うのです。これは農産物などは一年一

期というか，作ったら必ず収穫しなければどうにもなら

ん問題で，植つけたらまず1年で出て来ると思うので

す。

ところが木材生産の方は値段によっては伐らないです

よ。仮りに全部私有林だとすると，余裕のある人がもっ

てる限り，必ずしも伐らない。現に九州でいちばん顕著

に私は感じたのですが，九州はパルプ，坑木用材にそれ

ぞれ400万石需要があり，それに対して国有林が供給し

ているのは’’万石，ほとんど私有林に依存しなければ

ならない。そこで木材の入手が非常に困難であるという

事態が熾烈であるといったようなことから，そういう私

有林に依存している坑木屋さんあるいはパルプ関係の会

社，これはひどい深刻な立場にたたされてる。で，今か

ら5，6年前まではパルプ会社でも自分が山を持ってい

て造林したりする必要はごうもない｡.市販材を買いさえ

すればいいという徹底した方針をとっていたところがあ

りますよ。ところが需給が逼迫して来ると手山こそもっ

とも安全に入手できる。市販材をあてにしていると競争

に負けるということから今は分収林に，あるいは県行造

林に金を出して確保するというパルプ会社としては本当
に止むに止室れぬ努力をせざるを得ないということ，こ

れは,木材の入手困難ということから起こって来てる｡し

かしそれはそうだが自由主義の時代であるから，放つと

けばいいのだというか。木材を原材料として国民経済上

にしめてるパーセンテージからいえば重要であるので，

国はやはり相当妥当な値段で供給できうるようにしなけ

ればいかんという立場にたつかどうか，それができるの

はやはり国有林と思うのだな。その意義は大きいな。

藤村それは一応わかったことにします。一応木材市場

の安定，あるいは供給価格の調整のため国がもってる方

がやりやすいと，しかしそれならば国有林というものの

各マーケットに対する配置とか，あるいばどのくらいの

規模をもてば，その機能を十分発揮できるか，なにか基

準がなければならない。ただ明治維新の時，形成された

ままのものではいけないはずだ。日本産業を進展せしめ

るためどうしても木材がいる。それが合理的に供給され

ないと日本の産業の発展，高函上は障害にぶつかるとい

うなら，それならばどういう形でどのくらいのスケール

で，しかもどういう管理体系でいくか，やっぱり出さな

いと，その辺が．…。

田中今まで国有林経営には木材の需給調整をやるとい

うことはないのです。今の法規の上では需給調整をやら

なくてもいいのです。

藤村企業だからできるだけ高く売って・・そうすると

私有林と同じだよ。

田中需給調整というものを国有林運営上の大きな柱に

しなければいけないと､ぜう主張を今しているのです。そ

こであなたのいう明治維新以来不当な所有形態になって

る，西の方では少なくて北海道，東北に多い。こういう

偏在の状態でいいか，しからばどのくらいの国有林をも

ってればいいのか。それは考えかた一つで，不幸にし

て今非常に偏向しているので，所在のありかたとしては

非常に不均衡にある。しかしそれでもやれといえばでき

る。非常な犠牲がそこにあらわれますが，需給調整とい

う目的のために国が．…。

藤村国が犠牲といっても，国がそのために使命を果す

ので，儀牲じゃない。、
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対談：最近の林業問題をめぐって

田中現状の国有林経営に課せられたものからいうとそ

ういう馬鹿なことはしないということになってる。そこ

に存在意義がない。それをするためには，今の制度じゃ

だめだ。

倉沢そこでここに公社というのを出しております｡､公

社という形で新しい国有林になるかどうか。

藤村その前に対策の方法ということを読んで承童す

と，対策として開発のためにまず国有にすべきだという

ことも識いてある。2番目にはいろいろ書いてあって，

他方国土保安上奥地資源林を国有化するということが書

いてあります｡そうするとこの辺は解釈が不判明です｡と

いうのは国土保全というのと最近日本の工業化のために

大きく問題になってる水資源をどう考えているか。ただ

洪水を防止するということでなく，重要視されつつある

水資源の保全，すなわち積極的な水経済の問題，日本の

工場化，あるいは産業推進のために絶対必要になり，ま

たますます需要度を増しつつある水というものに対する

観念はどんなふうに考えてるか，水資源の生産される水

源地域は国有としてこれを管理するのだということなの

か，その辺が不明です。来年度の予算に嫁四つの省か

ら公団方式で水資源開発のための新しい制度が出されて

ます。それほど水の公益性，経済性，社会性は増大して

来てる。これに対してどういうふうに水源山地を大きく

もっている国有林側では考えているか，基本対策では考

えられてない。その辺にも近代的な問題が残ってる。

保安林という制度もその辺に十分検討の必要がある。

田中国土保全は保安林制度が確立され実施されれば結
織ではないか，そうすると国がもってる必要はないでは

ないか。この点は私は，今もってる国土保全上必要な森

林は国は離さない方がいいと思います。ということは国

有である方が，より安全にその目的が達成される。これ

は法律というものは取.り締り能力があればできるが，国

承ずから所有しているものを離す必要はない。国がもっ

てる保安林の方が安全なわけだ。

藤村しかしそれは形式論であって，実態論ではない。

国有林の方が保安林管理はかえって悪いことがある。企

業としてやってると国有林ほ比較的保安林に対するウエ

イトを軽くしているのではないかと思うことがある。国

有林の近代的概念というのが，現在のわが国の実態から

出てもいいのではないかと思う。たとえば，夏も冬もあ

れだけ大勢の人が山に行く。年,々増加するばかりだが，

その社会的要求に対して，山の方の受け入れ体制がな

い。国有林の公益性についてもつと稜極的に，もつと近

代的に眼を開いたらどうだろうかと思うが，いつまでも

木材ばかりにこびりついている感がする。

田中国有保安林の管理がかえって悪いとはけしから

ん。

藤村だから国有林の意義をもつと明確にしていくこと

が必要だと思うのだ。

国有林の公社制度

倉沢国有林の使命について，ありかたについて藤村さ

ん現状にも答申にも満足していないようですが，答申は

一応新しくかなりはっきり需給対策というようなものを

もちこんで来た。したがって相当弾力的な合理的な経営

をやっていかなければ対処できない。今の制度じゃだめ。

だ。そこで一つの考えかたとしては公社などはどうだる‘

うと’こういうふうに答申しているのです．公社制度な

ど検討して承る必要があるとこういうふうに提案してお

りますが。

藤村私は国有林経営の合理化という点で公社制度は非

常にいいと思います。ただ公社制度と一口にいっても内

容は全然書いてないから一つの課題として受けとるほか

ないが，日本および外国の種友の形態と内容とを検討し

て，もっとも効果がある。弊害のない制度にしてもらい

たい。

倉沢基本的に反対だというわけでは。

藤村基本的に反対ではないのです。

田中ここに書いてある意味だと結構ですね。合迦上の

方法について限界があるから行政を分離させる。これは

僕らもかねて行政と経営との分離について主張している

ところです。

藤村この辺が日本国有林の成立過程に関係があるもの

で，行政機織もそのままの延長であるから考えなければ

いけない。それからいっても公社制度を問題として取り

あげる価値があると思いますね。

森林政策の必要性

藤村答申について話を終る前にちょっといいたいこと

ば,これを通じて私が感じたことですが,これは林業の基

本対策だからこれで結構と思いますけれども，日本の森

林は国土の相当部分をしめて,社会的,経済的に影響する

非常に多面的機能をもってるということを考えると，こ

の森林を対象にした森林政策というものがなければなら

ぬ｡がこれは必ずしも林業政策と合致しない面がある｡林

業政策を含めたもっと広い意味の森林政策が日本として

はなければならない。もっと大きい視野から多面的に取

りあげたものがあっていいのじゃないか｡.ですから直接

この基本問題には触れないが，これを含めたもっと広

い，もつと大きな資源的価値をもってる森林政策，また

森林行政というものはどこにも出てない。これは日本の

国家行政機隣として考えると（特に林業基本対策の答申
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対談：最近の林業問題をめぐって

を染てﾉ，果して現在の農林省だけでやれるかという問

題を感じるのです。森林資源の多面的機能に付帯して行

政している官庁はあちこちにある。たとえば森林の風致

とかレクリエーションとか，そういう面は厚生省に関係

し，観光の一部は運輸省に関係している。それから水に

関する問題はこれは洪水防止という面で建設省が主体的

行政をしている。しかし，最近は水利に取り組んでい

る。水利の問題は農林省の農業用水の問題，それから通

産省の工業用水の問題，あるいは厚生省の上水道の問題

と非常に多面にわだっている。これは林野庁に関係があ

るけれども非常に小さい存在の野生鳥獣の問題もある。

これらを全般的に承ると森林の公益的機能という形で新

しい近代社会が要求を強めているものです。現に展開さ

れてる人口の都市集中化から考えても，今後ますます要

望される面であろうと思います。これは日本の森林政策

に期待さるべき問題であって，今後童す霞す価値を高め

一般から要請されるのではないか。林業という狭義の産

業政策としては側面的にちょっとふれてあるだけだけれ

ども，これは別途にもう少し検討すべき機会をもつべき

じゃないかと思うのです。

当面する林業問題

倉沢般近の林業問題として，第1に基本問題の答申を

取りあげて，大分建設的に，批判的にお話いただいたの

ですが，基本問題の答申そのものは何年か先の長期の問

題を一応念頭において考えられている対策であります。

ですから当面する，非常に現実的問題ということになる

と少し生ぬるいような感じもするし，現在われわれが即

刻に解決していかなければならない重要な林業問題とい

うものも目の前に控えてるわけです。そういう点で一つ心

田中さんいかがでしょうか。

広葉樹材の需給問題

田中幾業と非常に違う問題はやはり木材が世界的に不

足物資とされており，また木材の需給問題というのは農

産物と違って農産物は大体一年一期で生産されるので

耕作反別がきまると政策が行なわれるということです

が，林業生産の方はその点が非常に違う。たとえば

今，蓄積からいえば70億石近くあるから当面の供給に

は間に合うようなものですが，しかし自由経済下におい

て需要愛を供給するということについてもそこには価格

によって需要されるという問題が出て来るわけです。た

とえば土建用材でも鉄筋コンクリーI､の鉄柱とか杭丸太

に対応するコンクリートのパイルというものができてま

す。今，長さ10mまではコンクリートの方が都市では

安いとされてるのです。しかしこれは工業生産ですから

さらにコストダウンされていく。すると木材が安ければ

ともかく土建材料としては安いものを間に合う限りその’

方を選ぶのです。そういった点で木材が需要されるた

めの価格があると思うのです。今，深刻な問題になって．

るのは日本のパルプ産業，これが3,000万石をこす木

材を需要していますが，貿易自由化という新惰勢に対応

する転換をしていかなければならない。その場合広葉溝

に転換することが唯一の対応策だ。それで好むと好まざ

るとにかかわらず広葉樹転換という方向に雅進しなけれ

ばいかんということになってるわけです。そこで広葉樹

に転換ということになると薪炭林が対象になるわけです
が，ところがなんといいますか従来の里山，あるいは利

用可能地にある，薪炭林というのは相当澗渇して来て

る。これからはむしろ道路のない未利用林地帯にある広

葉樹林が対象になるわけで，転換ということにふ承切っ

て,さて広葉樹入ﾁに直面してぷますと急には出て来な
い。山はあるけれどもそういう状態です。そこで今大あ

わてにあわてている。これはただちに価格面におきまし

てわずかの間に3割ぐらい広葉樹の原木価というもの力基

上って来てるわけですね。それで広葉樹に転換といって

も，その対象物は同時に薪炭材でもあるわけで，薪炭材

というものは他の燃料がそれに対応しない限り必需物資

ですから，そこには問題があって，今,パルプ,坑木も半

分ぐらい広葉樹に転換したが,パルプ,坑木と競合してい・

るのです。そこで競争に負けてさらに奥地に製炭原木は

入って行くという製炭生産を困難にしている事情が非常

に強いのです。ところが木炭の価格というものは今消

費地において1俵15kg500円を突破すると大さわぎに

なるのです。500円を突破すると主婦連が騒いだりす

る。したがって般終価格が押えられ，生産コストがどん，

どん上って行く，そこで製炭労賃が圧縮されるという傾

向がますます強くなって行く，したがって製炭というも

のは成り立たなくなって行くということが加速度的に強

くなって来ている。そこで農林省では，なんといっても

製炭というのは山村における現金収入の大きな収入源で

すから，急テンポに取りあげて考えなければならないと

いうことだと思います。

藤村これは一つの縮命で前からいつとったけれども。

だが地域によっては非常にうまい順調な転換をしつつあ，

って価格は相当高く維持されてる。それから製炭需供者

もだんだん転向しているところもある。私はこの間，飛

弾方面に行って調べたが価格は割りに高く，就業者の所

得もある程度いい。だが岩手の方はこのごろどうです

か，一般の家庭燃料はなんといっても安い方にいくし，

便利な方にいく。こうした変化がいや応なしに展開して

いきますから…｡。
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対談：最近の林業問題をめく．って

田中自然に減って来童す。自然に減って行くことでい

いのかどうかということで｡

藤村いつか，北海道に行ったとき薪を家庭用に使うの

は幾族だ，木炭を使う人ほぜいたくだ，といったわけで

す。嚥民はもつと近代一般的な石油とかガスとか電気と

かを使う。そういうふうに自然に消喪柵造の近代化とい

うのが進んでいる。これは当然の方向です。それでパル

プが広葉樹の方にどんどん変って原木を取得していく，

パルプの方も国際価絡との比較でできるだけコストを下

げなければならない，方向としては好ましい方向だ。

田中僕もその点，たとえばプロパンガスが非常に伸び

て炭焼きでもプロパンを使ってる。そういうことを聞い

たんだが，それがよく調べるとやはり東京に比べ富士地

方は4割高いそうだ。た童たま和歌山あたりば大阪に近

いので炭焼きも使える程度の値段で入手できるけれど

も，その点からやほりプロパンなり石油系統のものも普

及しないと家庭燃料というものは必ずいるものだから，

大体それがスムースに入手できない場合には高くてもと

いうことになる。今の様相からいくとどんどんパルプが

入りだすと薪炭林は一町歩あたりの蓄談が小さいので伐

採はものすごいです。そうなると自然にまかせて結携だ

とばかりいっておられない。

藤村熱源としてのエネルギーは一応現在の世界のエネ

ルギー概造からみて，どうしても石油経済になる。掘れ

ば掘るほど出てくる。どのくらい資源があるかわからな

い。しかも日本はいちばん有利な世界的立地条件を確保

している。それから石炭の方も都市ガスの方にある程度

解決を承なければならない。これから燃料としての木炭

は貴重品になりますよ。

倉沢藤村さんのおっしゃるのは長期的にはそのように

なりましょうが，当面するものほさしせまって枕木，パ

ルプ，木炭が競合しあってなにか手をうたなければなら

ない…･･

田中炭の形で背おいで出て来るような形では，用材と

して使われるものじゃない。広葉樹林がだから急速に搬

出道路をやらなければ使えないということに問題がある

と思います。

藤村それはどうしても必要です。

田中それから国有林の払い下げ，そういった問題も多

い，国有林の体勢もそういった需要構造が変るから。

藤村基本対策でもいってるから。

倉沢しかしさしせまって広葉樹の需給対策を考えなけ

れば…･･

田中ところが国有林の末端はきわめてのん'きに見え

る。

藤村もともとのん気だよ。（笑）

田中それは情勢がわからんと。

倉沢広葉樹に対して従来とかく楽観的立場をとってま

すね。

田中広葉樹は心配ないということを相当な人がいって

ます。それは物はあるんだ，だけれども道がないために

需給には応じられない体勢にあることが．…。

藤村林道とか搬出道路は。

田中国有林の払い下げについてはよほど急速に総合し

て考え直さなければなるまい。国有林は計画的にやって

るから，経営案を対応するように切りかえないとまずい

んじゃないか。

藤村実体をよく見てやらないと，地元の薪炭原木に払

い下げたのがパルプにまわったりする。自由価格が一つ

の魅力としてあるわけだから。

倉沢国有林の奥地の開発ということになるのですが，

それに関連して，林力増強を国有林がやって来たわけで

す。そこに今年あたり真剣に取り組まなければならない

問題は．・・・･

国有林の技術問題

藤村これは今年だけじゃなくて，前からの課題です

が。技術的な基礎の上に立って自信をもってやってもら

わないと机の上の計画だけではなかなか現地の結果と政

策目標とは一致しない。穴を将来までもたらすかもしれ

ない。心配になるのは人工造林の失敗が将来多くなるの

じやないか，ということです。今行なわれている伐採は

造林の未経験な立地が多い科学的，技術的に自信のない

ところに新しく入りこんでいくのですから，これはよほ

4ど慎重に考えてもらわないと計画と実施とが喰いちがっ

てし菫う恐れが多い。現に私たちが地方に行くと造林を

直接担当している黄任者たちは非常に心配して苦心して

いる。今一つばもう少し自然の環境あるいは森林成立の

実態といいますか，それをよく承て，必ずしも人工造林

一点張りということでなく，成功しうるような森林造成

の方法を弾力的に考えるべきだと思う。必ずしも針葉樹

だけでなく広葉樹も十分取り入れ，かつて経験した人工

造林の苦杯をなめない森林の増成を推進してもらいた

いo

田中これは奥地は更新が困難だという点と奥地ほ開発

しなければいけないという点からゑて，まったく同感で

全力を傾到して早急にこの課題を解決してやらんと。

藤村技術者は本当に心配している。

倉沢さしあたり国有林技術研究の水準が相当高められ

なければならないということですね。

田中だから国有林なるが故に，一般林業と離れて特に

《
】
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対談：最近の林業問題をめぐって

研究すべきです。私有林の少数の面も関係するが。

藤村今，全森林面積のうち本当の人工造林していると

ころが26％ぐらいです。それを50％ぐらいにした

い。約1,000万町歩こすというくらいにしたいというこ

となんですね。非常に条件の悪いところに進出していか

なければならない。そういう前提においていろいろやっ

てるわけです。それが失敗すると日本の産業にも影響す

る。安易なペーパープランだけでは他部門の産業に迷惑

をかけることになりかねない。だからこれには林業に関

する，特に森林造成に関する試験研究を，重点政策に結

びつけねばならない。まずこれに関して課題をもってる

ところに研究の重点を置く。これらの課題に対して総合

研究体勢を確立してもらいたいと思います。国立林業試

験場はそういう使命をもって設腫されているのだから，

農林省の推進政策を技術面で十分バックアップする。い

や試験場が事業化の技術的確信をたてたものを前提とし

て政策が進められるようにすべきだと思うのです。現在

の林業試験場は国立研究所として十分活動しているけれ

ども，一歩進めて考えると，やはり国有林の使命と，一

般のいきかたが違うために，両者林業の研究課題もちが

う筈です。現在の国有林は特別会計で独立採算制でやっ

てる。公社ともなればなおさらです。国鉄とか電電と

かの公社は公社の企業推進のための研究機関をもってま

す。国有林というものが別途の管理形態をもって特定の

目標に向って動いている以上，そのための研究体制が必

要ではなかろうか，これば現在の林業試験場の性絡と研

究管理に対する大きな課題じゃないかと思うのです。

倉沢公社になるとすればなおさらのこと，技術研究所

が必要になって来るのでは….。

藤村もともとは国有林のために試験場ができたわけで

す。国有林の特別経営事業のために今の目黒のところに

苗価lを設けて，国有林の造林苗木を作ったわけです。

それがだんだんあとになって一般に課題を広げたため

に，その辺がはっきりしていない。だから研究課程の選

定が判然としないものが多い。

倉沢国有林公社ということになるとその技術研究体制

は．・・・・

藤村研究体制があってもいい，もつと徹底した研究体

制がなければ。

田中今の試験場がそういうことができればいいのだ。

今の試験場は微力だから，今の予算も相当そつちへもっ

ていかなければならない。人的にもたりないでしょうか

ら。

倉沢国有林の技術研究と民有林のそれと両立させてい

くには。

田中現況ほ非常に微力です。一つ一つとらえるとろく

に現地もみられない。だから試験場そのものの現状はま

ったく悲しむべきもので，民間はたよりにならないとい

いうと強いが。

藤村農業でもそうだが。林業でも一般は零細事業で

す。だから国がかわって技術的に解決しましょうとわざ

わざ国立試験場があるわけだから，国民一般に広くわた

る研究課題を取りあげて実行に移すところまでやってあ

げるということが使命です。国宥林の存在意義がはっき

りして来れば試験研究課題もはっきりして来るわけで

す。だから国民が必要とする牒題を国立研究磯関が取り

あげなければ国民の税金でやってるんですから，国民は

十分報いられないことになる。そこに研究官理の必要が

ある。林業試験場も国有林と同じで明治時代から延長的

に発展をして来たので，この際，基本問題の一つとして

技術的基盤を確立するために大きく取りあげる必要があ

ったと思う。基本問題でももち論あちこちでふれてます

が表面きって特に出してない。これは今日あらゆる政

治，経済の基盤が新しい科学技術の革新によって動いて

いる世界情勢からみればわかるように当然考えなければ

ならぬと思いますb

田中理屈からいえばもつと今の試験場を拡充してやれ

ばいいということになるが，今の試験場予算は3億あま

り，予算を2倍にふやそうというのは実際問題としてと

てもできない。したがって国有林の技術研究所をもった

方が早いということでしょうれ。

倉沢時間もちょうど来ましたのでこの辺で終りたいと

思います。基本問題に対する建設的ご批判をいただいた

り，あるいはさしせまった林業の問題，こういうものを

ご検討いただいてわれわれは非常に困難な林業問題をか

かえていることがわかって参りましたが，これらを一つ

一つ克服して今年も明るい林業の発展の年であるように

祈ってこの対談を終りたいと思います。どうも長時間に

わたってありがとうございました。

＝
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いうべきであろう。さらに国民経済の高い成長や二重機

造解消の必然的結果として農林業就業人口がかなり減少

することが予見されている。このように考えてくると今

後のわが国の林業は一般的にいって高い賃金，少ない労

働力によく耐えてしかも生産を高めうるような林業経営

にふさわしい技術体系の確立が求められているといえよ

う。われわれは林業の近代化を図ら漁ぱならないとい

う。そのことは端的にいって林業の経済性や企業性を高

めることであり，さらに割り切って大胆な表現をすれば

林業の生産期間の短縮を達成することであるということ

ができる。

林業の生産期間の短縮はいうべくして行ない難い難事

であることはもちろんであるが，漸増する林産物の需要

に対応しうる供給を確保するためにも，また農山村民の

所得を拡大するためにも，日本の林業技術者に課せられ

た宿命的課題であり，われわれが今後総力を結集して進

まねばならない赤いレールであると思う．このようなレ

ールをベースとして，以下項を追って経営経済・測定、

牧野・作業の各項について展望してみよう。

× ××

4．経営経済関係林業基本問題においては構造政策

として里山を中心に合理的な家族経営が大きく浮きぽり

され，また農業基本問題でいう自立農家に相当するもの

として自立林家という考え方が打出されている。また他

方においては大所有森林の経営は高い賃金と大きい生産

力を生歎出しうるような林業技術と経営技術の体系の確

立が求められている。そして森林計画制度のなかにその

ような個別経営計画をどのように取り入れるかも当面の

問題となってくるであろう。

したがって林業経営計画に関する研究のうちとくに私

有林経営計画に関する研究はこのような行政上の課題を

解決する武器として一層重視されねばならない。

私有林経営計画については，すでに10年余前から家

族経営や資本家的経営等の経営形態別に，経営者の立場

からゑた山林の合理的経営計画の立てかたが研究され，

若干の成果が挙げられている。

すなわち，生産経済と消費経済とが分離していない家

族経営の場合には労働・土地･資本の生産要素の大部分

が自己所有で農業と兼業あるいは農業の一部門として林

業が営まれている場合が多く，このような家族経営の場

合の山林経営計画は従来の森林経理学だけでは解決でき

ない。それにはまず農家の実態を分析して林業・耕種農

業・養蚕業・養畜業等について，労働・土地・資本の生

産要素をどのように配分したらよいか，そしてその場合

の生産要素の投入と生産（所得）との関係はどうなる

か，いいかえれば経営成果を分析することになる。そし

てその場合，基本となる考えかたとしては各生産要素が

林業技術の将来の展望

経
部
営
門

進小幡

1．はじめに林業技術編集部の方から首題が与えら

れ原稿を書くようにとの依頼があったので貴重な紙面を

汚して誠に恐縮であるが，その責を果たすことにする。

さて林業技術の編集部の方が示された経営部門とは一

体どのような意味のものであるのか私にはわからない。

しかし私が林試経営部に席をおいているのでなんとなく

経営部門という言葉で指定されたのではないかと勝手に

想像し，あえてお尋ねもしないまま，林試経営部が現在

担当している研究分野をその雲まここでいう経営部門と

理解してこの稿を進めることにする。まずお断りしてお

･く次第である。

×××

2．林試経営部の研究分野は，大雑把に分けて経営経

済・測定・牧野・作業の4部門となる。この4つの部門

はそれぞれ研究を進めるための武器が異なり，かなり異

質のものであるから以下の論議は便宜上これら四部門ご

とに区切って進めることとするが，その前に全体を流れ

､る方向というか全体を貫くレールを見定めたいと思う。

×××

3．昭和34年7月に内閣総理大臣から，「農林漁業

に関する基本的施策の確立」に関し農林漁業問題調査会

に意見が求められ，農業基本問題の答申につづいて去る

昭和35年10月に林業の基本問題と基本対策についての

答申がなされたことはすでに衆知のとおりである。

この答申書をよんで，わが国の林業技術とくに林業技

術研究の進むべき方向が一つの大きなレールとして浮き

ぼりされるような気がする。

いうまでもなく基本問題の背景として，わが国の国民

経済はかなり高い成長をつづけることが予想されている

が，これに伴:って林産物の需要も今後長期にわたってか

なり増大し林産物の量的不足は依然として林業問題の一

つの柱として継続するであろう。また，わが国経済の二

重継造の激化を喰い止め，さらに進んでその較差を縮め

ることが基本問題の大きな柱であり，したがって林業に

よって農山村民の所得を拡大せしめ第二次および第三次

産業との所得較差を縮めることが林業問題の第二の柱と

一
一
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林 業技術の将来の展望

各部門において限界報酬を等しくするとき全体として最

大の報酬I額になるという「限界生産力均等の法則」が考

えられる。しかしこのような静態経済を前提とする理論

ほ，農家林経営の場合のように，農家経済の一部を織成

していてそれ自身では独立した生産経済を縄識しておら

ず，山林外部の動きが山林部門を動かす支配的な力とな

る場合がまれではなく，山林部門における利益の極大を

．めざしての活動にはきわめて多くの制約を受けているの

が実情である場合にば，このような近代経済学の静態理

論の分析法よりもむしろ，常識的な判断を尺度とする実

態の解明と計画の立案の方がかえってよいのではないか

と考えられる。したがって，最近盛んに使われはじめて

きた線型計画の手法など計澄経営学的な分析手法が現在

の静態経済学的な範ちゅうから動態下にもよく適用で

き，しかもそのような手法が高度な計算や技術を伴わな

いで誰にも容易に利用できるまでに理論が発展すること

が望まれるところであって，林試経営部に端いてもよう

やく，ここ数年来このような理論と計算手法の研究にさ

さやかな努力をしはじめている。

つぎに国有林の経営については，いろいろの意味でと

かく独善であるとの批判があるが，地元山村民の所得向

上と調和的な生産力発展のための国有林経営案の編成が

望まれる。また伐期の低下や改良期の低下や弾力的な生

産や予算などを望む声が一部に叫ばれているが，将来ダ

イナミック，プログラミングによる経営計画の立てかた

が確立され，それらの要望に合理的に即応しうることに

なれば幸いであろう。

さて，以上述べたような林業経営の改善方法を考える

には，その前提として林業資産の評価であるとか，損益

計算の方法を知らねばならない。したがって近年にお

,ける経済学や経営学や会計学などの発展を取り入れ，

Dieterich,Abetz,Lemmel,Mantelなどによる林業資

産の評価方法や林業経営の成果分析ならびにその応用な

どの研究を行ない，それらの理論や手法をベースとして

日本の林業経営に即応する評価や経営の成果分析法が考

究され広く実用化されなければなるまい。

さらに価格予測技術の高園上や林産物市場溝造の近代

･化なども国民経済や山村民所得向上のために達成されな

ければならないし，また，国民経済的に合理的な林野利

用を促進するために必要な経済計算の方法も解明される

べきであろう。

× ××

5．測定関係測定関係の技術分野ほ，狭義の森林の

測定・森林の繼造と成長・航空写真の応用・林業に応用

する統計的方法の四つに分けて述べることとする。

（1）狭義の森林の測定については単木および林分の材

積表，成長予測，森林調査法などの問題がある。

材積表は林業経営の基礎となるものであるから高度の正

確性が求められることはいうまでもなく，そのような意

図で国有林の立木材積表はすでに全国的スケールで計画

的に調製されているが，民有林では立木材積表とは異な

る利用材積表が求められており，また直径だけで材稜が

わかる一変数の材積表やピッテルリッヒ法と結びついた

林分材積表もまた森林調査の効率を高め労働生産性を高

める上から必要である。成長予測は森林調査の一部とも

考えられるが，森林生産の堂的比較，将来の供給予測そ

の他林業政策樹立などの基礎資料の把握に必須のもので

あり，国際林業試験場会議でもこれを重視し成長量決定

方法を速やかに研究するよう勧告しているので，成長予

測技術の確立はますます重視さるべきであろう。

つぎに林業基本問題と基本対策の答申において統計の

整備が要望せられ，特に経済的な観点からの森林資源の

内容，たとえば開発進度別森林統計などの整備が求めら

れている。もちろん森林調査法は経営計画のためのもの

と一般林業政策樹立のためのものとは多少異なるであろ

うが，基礎的な理論研究では相通ずるところが多い。要

するにこの分野では標本調査理論の森林調査への応用の

研究やピッテルリッヒ法の研究成果などに基づく技術が

求められる。

②森林の購造と成長についての研究は林業基本問題

から打ち出された研究目標の基本線すなわち伐期の短縮

を達成する諸技術の埜礎としてきわめて重要である。国

際林業試験場会議でも森林の取り扱いを考慮した収謹表

の研究が取りあげられ，すでにドイツ・英国・スウェー

デン・ノールウエー等の欧州諸国では，収穫試験地の長

年月にわたる測定結果によって収穫表の調製にきりかえ

られている。わが国の収謹試験地は歴史においても数に

おいても短かくかつ少ないが，その資料によってすでに

出された収穫表が検討され，それらをもととして収盤表

調製方法がさらに高度化されなければならない。

収礎表ば森林の構造と成長の研究結果が総合されたも

のということができようが，施業法と成長との関係，気

候因子と成長との関係，量ならびに質的成長などの研究

が英国やドイツなどで行なわれている。将来わが国でも

考慮せらるべき課題ではないかと考えられる。

（3）航空写真の応用の研究はきわめて広汎で，森林調

査，伐採運材計画，病虫害澗査，火災や暴風雨被害調

査，牧野調査，土壌調査等林業各汎にわたって応用する

ことができ，先進各国ではすでに広く利用されているが

わが国の林業にはまだ森林調査以外にはほとんど利用さ
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れていない。したがって航空写真の研究者や技術と他部

門のものとの緊密な共同によって,1ﾖ本の林業に最も効

果的な航空写真の利用法の研究が望まれる。労働生産性

を高めるためにもまた農林業就業人口の減少に対応する

ためにもその必要性は高いといわなければならない。

森林調査に航空写真を利用する技術はカラーフイル

ム，フィルター，カメラなどの諸器材を森林調査に有効

に利用する研究や効率的な判読技術の研究一たとえば

マイクロ・フォト．デンシットメーターなどによる科学

的判読法の研究一などによって飛躍的に高められるに

ちがいない。

（4）林業に応用する統計的方法は精度の最大と費用の

般小，すなわち最大の効率をネライとし，適正なる科学

実験計画のために求められる。国際林業試験会議もこの

ことを重視し，最近この方面の解説書を各国に送付し

て，林業試験を適正に計画・実行し，結果を解析するよ

う奨めている。

また,O.R.･faL．P.･FD.P.などの各種統計理論の

林業への応用についての研究も近い将来のものとして重

視さるべきであろう。

なお，以上の諸研究や諸技術を早期に達成するため基

本的には林業の計算センターとしてI.B.M.や高性能の

国産リレー式計算機の施設が早急に実現されなければな

らないと考える。

× ××

6．牧野関係林野経営が他産業と関連する生産部門

として牧野関係がある。わが国の国民所得は10年にし

て2倍となること，すなわち，所得倍増計画を目指して

すべての国家経済計画が企画せられ実施されつつある。

その結果は必然的に国民の食撫造の変化を招き，畜産製

品の需要増大となることは容易に予見される。霞た農業

基本問題が構造政策として打出している自立農家の兼業

としての畜産所得の拡大も重視されねばならない。その

場合酪農がその主体となり牧草栽培に重点が指向される

こととなろうが。肉畜生産もまた軽視されない比重をも

ち,粗飼料源としての野草も重視されなければならない。

激増する役肉畜と限られた自然草地とを円滑に橋渡しす

るものは自然草地の高い生産技術以外にはないであろ

う。そのように考えてくると，自然草地の生産性向上と

林地の飼料植物の利用が重要な諜題として浮んでくる。

自然草地については，草地植生は管理および自然条件

の累積により種杢の牧養型によって分布しているが，家

畜の飼義型態によって標準型をえがくことが必要であろ

う。したがってこれらの各牧菱型の生産力判定および動

向の探究について研究を進め，その発展によって自然草

地の適切な管理および収穫技術の体系が確立されなけれ

ばならない。

つぎに混牧林の施業については，人工および天然生の

幼令林を選び，特に更新直後の林地における家畜の放牧

行動と地形，植生，施設，放牧方法などについて究明し

林地の牧養力を把握しなければならない。また採草利用

についてもとくに草種選定を主とした造成技術をきわめ

ることが今後の重要課題となるであろう。

さらに草地と林地の輪換経営技術も長期にわたる研究

成果のもとに今後解決さるべき重要な課題の一つではな

いかと考える。

× ××

7．作業関係将来の林業就労構造の変化に備え，従

来ほとんど人力作業に依存して行なわれてきた林業の諸

作業を，機械力に代替させることは刻下の急務であり，

現にその努力が払われてきているがまだ全体としては散

発的であるので，これを体系化する必要がある。このた

めにはまず現実の作業の実態を把握し，作業を織成する

各種の労働の強度，動作分析，時間分析などの作業研究

が必要である。

これらの実態把握の上に立って使用器具機械の改善が

行なわれ，さらに進んで新規な磯械の開発主でも行なわ

れなければならない。またこれらの使用機械器具の性能

を満度に発揮するためには，使用される機械類と人の労

働あるいは対象林分との組合わせから最も合理的な作業

技術が体系づけられなければならない。

特に林業基本問題が椴造政策として打ち出した小規模

家族経営を対象とした林業の機卿上が，小規模経営の特

性である短伐期，中小径材，労働集約，資本粗放，稼働

日数僅少などの諸条件にマッチしかつ農業用諸器具諸機

械と関連しつつ研究され，それらの作業技術が究明され

ることが望まれる。（林業試験場経営部長）
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10年ひと昔といわれていたが，般近の科学技術の進歩

は，産業的に蕊る.と，地球を狭ぱめ，時間をちぢめつつ，

あり，3年もたつと世の中の様相が，著しく変ってい

るすさまじさである。このような渦中にあって，林木

を対象とする産業は，どのように位置づけられているで

あろうか。林業ならびにその研究は，きわめて姪捨な要
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件がつきまとい，古来，造林の操作は，気候・土壌・生

物等の環境状態に応じて微妙な消長変化をするものであ

るから，その間の天然法則を高度に利用しなければ完全

な成果を収めることはできない，とされていた。これに

対し，林業生産の量的拡大の要繍と，農林業就業人口の

減少傾向とに答えて，土地生産力の発展とともに労働生

産性の向上を基縦とする近代林業の実現に多大の期待を

よせている。しかし，その可能性については，多くの入

念の意見に，大きな幅のある現状である。この見解に大

きな幅をもたせる要因の，その1は，将来の需要の拡大

に対処するために，積極的な林道計画とともに，奥地林

の開発や人工造林の推進などの諸施策がとられている

が，これらの場が林業生産に備える諸条件は，必ずしも

今後の発展に好適なものといえないことである。その2

は，林産物の逓的不足は，機造材も原料材もともにつづ

いているが，特に工業原料材の需要ののびは，著しいも

のがある。しかも，その内容は小径材利用の可能性を，

著しく高めつつあり，これが育林技術に連鎖的に反応

し，さらに企業的林業の可能性朧，林業の経営職造に著

しい変容を与えようとする考えかたを高めている。

このような背景から課せられる育林技術の展開は，誠

に至難なものがあるので，最近，各審議会によって答申

された各基本問題のなかから，将来の林業技術に影響の

あると思われる項目を，一応抜き番きすることとした

い。

エ．将来の林業技術の脊景となる長期諸計画

1．国民所得倍増計画(1960年10月25日経済審議会に

よる答申）

1．1基準年次（昭31－33年度）から10年後の，

目標年次（昭和45年度）までの経済成長率を平均年率

7.8％としている。ちな象に，既往の経済成長率ほ昭

和22-27年度に11.5％，昭和128-34年度には8.3％

を示している。

1．2経済水獺に関しては，目標年次の国民所得は，

20万8千円で，基準年次に対する比率は267である。産

業別国民所得の割合で承ると，艇林水産業が18.8％か

ら10.1％に激減する一方，鉱工業が33.3影から38．6

％にふくらゑ経済成長の主役となる。

1．3就業の姿に関しては,総人口は基準年次の9,111

万人から目標年次は10,222万人を，就業者は4,154万

人から4,869万人を示している。35－45年度間に，鉱

工・サービス業の雇用者は，新規卒講昔を吸収してもな

お266万人不足する。この不足分は鍵休水産業から243

万人の移動と，鉱工・サービス業内で個人業主や家族従

業員からの転用23万人で埋め合わすと象ている。

1．4この脊衆から，農林漁業の近代化をどう承てい

るであろうか。10年後に農家は約550万戸に，農業人

口は現在の約3/4の1,000～1,100万人に減る。協業が

すす承，水田では20～40ha,畑でば40～60haの経営

面積で，20～40馬力大型トラクターを使うようになる。

米は約1割増，麦は1劉減，果実は約2倍，牛乳ほ5．7

倍になり，漁業は，沿岸養殖業が盛んになる，としてい

る。

2．農業基本問題（総理大臣から誌間をうけて1960年5

月9日答申された）

2．1本問題は，近年農業者の生活水準ないし所得が

他産業従事者に比べて低くなり，その開差が拡大してい

ることを問題の焦点としている。ちな承に，農業就業人

口は昭和33年度の1,468万人が，昭和“年度には

1,148万人となり，320万人減ると見通している。

2．2農業者の生活水準と所得の低位を生ずる諸要因

としては，農業の生産性の低さ，交易ならびに価格条件

の不利，雇用条件の制約，および短期的変動があげられ

ている。

2．3これが具体'約対瀧としては，所得政策として所

得の均衡と安定を，生産政策として生産性の向上を，購

造政策として糖造改善を掲げている。すなわち，構造政

策の目標としての自立経営は，2～3人の労働単位で，

大体1～1.5町の層ないし1.5～2町の層よりも大きい

規模の経営を考えている。技術対策として，年率約3％

の農林生産の伸長は，主として生産性の向上に伴う反収

の増加と畜産物の増大によるものとしている。

農業所得の成長率は，農業生産の成長率と今後の農業

就業人口の減少に伴う雛造改善を考慮し年率約5％と見

込んでいる。生産性を高めるには，技術条件の進展とと

もに，なお個別零細経営を合理的経営に規模を拡大する

か，協業組織や協業経営に組織する必要をうながしてい

る。

3．林業基本問題と基本対策(1960年10月26日に総理

大臣に答申された）

3．1農業ば問題の焦点を，主として所得においてい

ることは前述のとおりであるが，林業の場合は，林業所

得水準の低さと分配の不均衡性，ならびに林産物需識の

洞均衡性との二つが問題の焦点となっている。ちな象

に，国民経済の成長，発展と農業就業櫛造の改善に伴っ

て，劇深人口の減少を顕在化させ:つつあることは農業の

場合と同じである。また，林産劾の需要量の推定は，木

材は，10年後に約6,100～6,600万㎡（舞庄の1.4～

1.5倍)，20年後に約6,600～7,800万ni(現在の1.5

～1.7倍）程度にふえる。木炭は，10年後に約100～

110万トン,20年後に約80～90万トン程度に減る。薪

は，10年後に約1,200万層積nf,20年後に約950万
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通立地，階層的異質性などの経営経済的側面もあろう

が，土地生産力からみた利用区分，気象，生物などの環

境条件による技術的側面からも，その可能性への距離は

規整をうけるはずである。いずれにしても，産業とし

て，技術水準におくれをとらぬよう東海道広軌新幹線級
の特急列車をはしらせる努力が必要であろうが，そのた

めの企画設計は，－卜分な可能性の判断にたって倣設され

ないと，不測の大事故をおこすかもしれないことを，お

それるものである。

さて，短期育成林業への可能性の距離を，技術的側面

からぶて，その1は，天然力を高度に準用するを可とす

る地帯，その2は，集約的な林業を可能とする地帯，そ

の3は，ある程度自然を技術的に制御しうる地帯，の三

つにわけよう。

1．天然力を高度に準用すべき地帯

この地帯に属するものは，奥地林の開発にともなう高

寒地帯および高緯度地方である。一般に，低位生産地が

少なくなく，気象がきびしく，育林ならびに素材生産過

程において特に労働生産性の高いことが要求される。林

業生産に鐘的拡大が強く要請される現状では，依然とし

てかかる悪条件の場もまた，重要な生産のにない手であ

るが，土地生産力の発展とともに労働生産性の向上が一

方の重要な支柱ででもある。

このため，天然力を高度に利用しての養分収支と地力

維持の関係と対策，ならびに病虫害対策を明らかにずる

必要があり，このための適性な伐期令，混交林施業，お

よび場所によって天然更新に関する研究が重要であろ

う。

1．1機械と薬剤による育林技術の確立

地栫え.植え穴堀り・下刈・除間伐の育林過程に機械

化が進められ，また高寒地帯と高緯度地方につきまとう

ササ生地の薬剤ないし火入れによる地床処理は，特に重

要な研究課題である。

1．2対象林木

この地帯の対象林木は，一般的に承て育苗が容易であ

り，他樹種に比べて成長の早いカラマツが主要な役割り

を現在果しつつある。しかし，前段に述べたように湿性

のポドゾルや黒色土壌等の土壌条件や微地形解析と造林

成織の関係を明らかにし適樹種を明らかにする必要があ

る。カラマツの不適地や混交などの対象樹種としては，

ウラジロモミ，シラペ，トドマツ，アカエゾマツ，グイ

マツ，アカエゾマツ，カンパ類，コバノヤマハンノキな

どがあげられている。

特にカンパ類の選抜基準，カラマツ属の種間交雑が研
、

究せられ，外国樹種にあっては諸害に関する特性を象き

層積㎡程度に減るものとされる。

3．2これに対する政策体系としては，行政投融資，

価格・流通・貿易政策および機造政策があげられている

が，ここでば直接関連の深い生産と構造の両政策の承に

ふれよう。ただ，木材はパルプ材の輸入自由化を考えて

も，依然不足は深刻であり，価格も値上がりしそうであ

る。しかし，木材価格の高|鵬は工業技術の発展につれ，

林産物と工業生産物との競合のはげしくなることは明ら

かである。

3．3生産政策は，上限の需要に可及的に対応してい

くことを目途とし，今後20年間の木材生産の成長率の

目標は年率約2.5％としている。これが対策として，①

奥地林の開発，②薪炭林の用材林への転換，③林業瀧

造の改善に伴う森林法の再検討,．④人工造林，特に短

期育成林業の積極的推進，⑤行政投融資の効率的運用，

⑥国有林経営の合瑠上，があげられている。

3．4鱗造政策は，家族経営的林業の育成に重点をお

いている。これは林業経営のにない手として農家の役割

を高く評価しているもので,合理的な経営規模として農
業と林業の兼営の場合は，一戸あたり5～10ha,育林生

産のみによる自立林家として20ha以上を示している。

このために零細経営林業を拡大する構造政策として諸施

策案が述べられている。しかし,委員によって，(1)溝造

政紫のうちで，家族経営的林業の育成についての対策を

重視しすぎており，大規模林業経営のための対策内容が

不十分であるとする見解，と⑫)家族経営的林業の育成

の意義を重視する観点から，林野所有に対してさらに積

極的な措置を講ずべしとする見解，の二つの承かたのあ

ることが付記されている。

n.森林生産力増強に関する研究の展望

いわゆる企業的経営の範ちゅうとしての林業は，生産

期間の長期性を克服し，投資と収入が経済的理性でとら

えられるものが要望されている。それに応ずる技術目標

を一言でいえば，短期育成林業の確立であるとし，これ

によって明確に技術灘入適用範囲の理性も見出されるで

あろう，という見解もある。しかしながら，われわれ林

業技術者ほ，育林技術の埜溌である恒久的の地力維持と

病虫害対策に対し，林木それ自体のもつ必然性の観点を

軽視することはできない。また，経営主体によって労働

集約化に重点をおくか，資本集約化に重点をおくかも，

それぞれの立場を重視して考えなければならぬであろ

う。

ともあれ，ここでは技術的観点にたって，短期育成林

業を達成することの可能性の距離の遠近によって区分す

ることとしたい。すなわち，それを穰成する要因は，交
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林業技術の将来の展望

採穂園の合理的仕立方は，量的生産の増大とともに，労

働生産性の向上にも密接なつながりをもつものである。

2．4量産増大技術の確立

溌産を期待する大きな支柱は，林木の育種である。生

象の悩みを脱出した本事業の，今後の効率的な推進ぱ，

一にかかって林業家の叡智と圃場と研究をつなぐ緊密な

連関にあるといえよう。

生産性の高いスギは，これに種食の耐性(耐寒・耐清）

を見いだして，適地の拡大をもとめている。

ここに，特に強調したいことは，各種技術の進展の阻

害となっている，病虫獣害の防除対策，とりわけノウサ

ギ防除の抜本的解決をはからなければならぬことであ

る。

2．5本数密度と林木・林分生産榊造の解明

林産加工技術の進展にともなって，急速度にましつつ

ある小径木利用の可能性に対応し，保育形式を確立する

には本数密度と林木ならびに林分の生産撫造を明らかに

する必要がある。これには，本数密度・土地の生産力・

時間の三つを函数として，樹種・品種毎に解明されなけ

ればならない。

3．栽培的（樹芸的）林業の確立

この分野は，種苗の生産技術，適地判定のための調査

ならびに植栽試験，肥培ならびに耕転技術，機械化体

系，病虫害防除ならびに育種の研究を必要とする。特に

農地と草地に組合わせた高度利用の営艇林形式を確立す

ることが急務であろう。

皿．目的基礎研究

林業の試験研究は，すべて実用化を綾終の目標とする

科学技術研究であるが，実用研究はその目的基礎研究と

系統的に関連包括しなければ，実用研究そのものが前向

きとならぬであろう。このことは，その両者のいずれを

も軽視すべきものでないことを意味するものである。

研究の企画は，研究目標に照らして実施すべき研究に

ついての研究課題，およびそれらとの関係において必要

な基礎的研究などについての研究課題，の決定および研

究の仕方，手順，実施設計を定めるものである。

この基礎研究は，二つに大別して考えることができ

る。その一つは，林業上の諸現象を直接的にとらえ，そ

の現象を支配している原理・法則を探究しようとする研

究であり，他の一つは，すでに通用している自然零俸に

おける原理，法則を用いて林業上の諸現象の調査および

研究に適用される基準的な原理，法則を見いだそうとす

る，いわゆる方法論的な研究である。たとえば，地力の

本質究明，樹木の生理・生態の本質究明に関する研究は

前者に属するものであり，微気象調査法の改善，原子力

わめる必要があり，産地ならびに遺伝子利用等の育種的

観点を重視すべきであろう。

2．集約的林業地帯

この地帯は，概念的にアカマツ，スギ，ヒノキの林業

をもって代表されよう。スギ，ヒノキほ明治以来基幹樹

種として各種の試験研究が行なわれたが，戦後の木材需

用の拡大は，その様相を著しく変えている。というの

は，アカマツが戦後重要な産業用樹種として柊付けられ

たことと，一般に各樹種とも小径木の需要が著しく増大

し，木材価格における径級格差が縮少していることであ

る。

2．1林地土壌の生産力的研究

林業の本質的特徴から，林木の成長は自然環境に強く

支配されていることは言をまたない。したがって，森林

生産力増強のために最も緊要なことは，立地条件に応じ

て樹種および更新法を適切に選ぶことであり，そのため

には林地の生産力を確実に把握しなければならない。林

地では，生成論的研究によって得られた土壌類別を用い

て，土壌調査を実行し，わが国森林土壌の分布が漸次明

らかにされつつある。しかし，林地土壌を生産力的に評

価しようとするには，さらに土壌の生産力的な諸要素を

加味し現在の基本的な土壌類別を系統的に細区分する必

要があろう。それには土壌，気象，造林の各分野が，そ

れぞれの専門に応じ組織的に研究を分担しなければなら

ない｡その結果は罪適地適木，各品種の適環境，林地肥

培，植え付け法，土地利用などに多くの示唆を与えるも

のである。また，地力に関する研究は，林地における肥

料要素の循環，同一樹種の連続造林，採草による土壌変

化，侵蝕，森林土壌微生物の研究が必要である。今後生

産期間が短縮されるにともない地力の低下が一層懸念さ

れるので，地力の維捧改善とくに林地肥培や肥料木の

研究の重要性がある。東北地方においてはアカマツとカ

ラマツ，関東以南においてはアカマツとヒノキの植えわ

けが問題である。

2．2特殊環境地帯の育林技術の確立

造林に困難をともなう多雪地，寡雪寒冷地，乾燥地，

不良土壌地の更新,保育技術は地域的に重要な課題であ

り，また近時各所に冬期の凍寒害被害の発生が著しく，

微細気象の研究を重視する必要がある。

2．3労働生産性の向上

苗畑の機械化育苗体系の確立に関しては，機械化によ

る土壌改良，根切り作業，ミストスプレーヤなどの薬剤

撒布機とともに，除草剤，除草機および耕種法の組合わ

せによる除草体系の研究を進める必要がある。山出苗木

の荷造りコンテーナーの試作も見られている。採種園と
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林業技術の将来の展望

利用による林業試験法の確立などは，後者に属するもの

といえよう。ただし，これが進展には，研究者，施設お

よび旅磯の充実を図る必要がある。

］.・林木の巡伝および育種法の研究

優良品種の育成は，将来の重要課題であり，これの基

礎となる遺伝理論ならびに応用化の研究を進めなければ

ならない。すなわち，染色体の構造や遺伝子に関する学

問ならびに推計学の遺伝への利用の成果を通じて，種間

雑種による育種材料の拡大や，人為突然変異の育種利用

のための方法および集団遺伝学に関する研究が必要であ

る。特に外国樹種に関しては，育種学的観点に一層重点

をおく必要があろう。

2．林木の生理・生態の研究

林木の生産は，光・温湿度・空気・水などの環境条件

によって大きく支配される。この関係を明らかにするに

は，各種の環境条件下においての育林法（本数密度をふ

くめて）と林木の生態を前提として，同化．呼吸と生産

量の相互関連を，生態学および生理学的に究明すること

が肝要である。この問題の解明は，将来の育林技術およ

び品種の育成などに多大の示唆を与えるものであろう。

3．林木の栄養生理の研究

各種養分の生理作用，環境条件の養分吸収および養分

代謝におよぼす各樹種の基礎的原理の解明は，前項と相

いまって，優良苗木の本質ゐ解明，将来の施肥法の改善

や，採種木・採穂木の仕立方に対する理論を提供するも

のであろう。

4．調査研究

調査研究は，各種の原理を内蔵している自然現象自体

を多数の調査および試験から把握し，その分布の法則性

を帰納するための調査研究である。この研究により，あ

らゆる林業現象の分布の法則性が確認され，これによっ

て，つぎに来たるべき林業の試験研究の問題を把握する

ことが可能となる。特に林業研究は，かなり長期にわた

るものが多い必然性から承ても，条件設定に基づく試験

計画の発足と同時に，一面調査研究によって林業改善の

基盤をつかむことに大きな期待をもたねばならぬ。

5．その他の調査法ならびに試験法の研究

林地微気象の研究は，まずその調査法の研究を先行さ

せる必要がある。近時の電気工学のめざましい進歩は，

その可能性に多くの示唆を与えている｡また，20．6世

紀をむかえ，統計法を応用する林業試験法の研究と原子

力利用による林業試験法の研究は，ますますその重要性

を累加してゆくであろう。

琳業試験場造林部長）
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山が病気で真赤になろうとも，虫にくわれて木が坊主

になろうとも，せっかく植えた木が半分も枯れようと

も，宿命とあきらめたか，あまり深刻には考えなかった

らしい昔の林業では，森林保護という研究は形の上では

あっても，研究者は患者に追いまくられる心配朧なく，

従ってかなり手持ちぶさたであったらしい。

それに比べると今の病虫獣害学者は全くいそがしい。

やれ兎だ鼠だ虫だ病気だとか，葉が赤くなった枝が枯れ

たとか，連日のように外来患者は殺到し，診断，治療，

予防の対策に大わらわである。これほど医者稼業が繁昌

すれば，もしも人間の医者だったら自動車を乗りまわ，

し，立派な病院をたて，財産もでき，さぞ鰭しい悲鳴を

あげるだろうが，あいてがマツ，スギ，カラマツではそ

うはいかない。金もうけにならないどころか，研究費も

不足勝ち，病人を診察する往診費にさえ事を欠く有様で

ある。そんなわけで病人の顔も見ず，脈もはからずに，

処方を書かなければならないことも砿凌である。とても

人間の医者ではあり得ないことである。今年の米がとれ

なければ正月も迎えられないというほど，病虫害を身近

に感じない林業は，それだけのんびりしているのだろう

か。それとも余裕があるのだろうか。

しかし，いかに気長な林業でも，瞭原の火のようにひ

ろがり，累なたる枯れ木の山を作っていく病虫獣害の

恐ろしさを目にすれば，やはり安閑としてはいられな

い。だからこそ患者が殺到もするのである。戦争を境と

して林業も病虫害に対する関心を深めた。病虫害それ自

体も激しくかつ多彩になってきた。こうなってくると，

林業の医者として病虫害防除の全責任を背負わされてい

るわれわれは，いても立ってもいられない。病虫害を研

究するわれわれは森林の健康をこそねがうが故に，森林

に対する愛傭は人一倍である。自腹を切っても診察に行

きたくなるし，また病気が防げないことをあたかも自分

たちの不勉強の結果であると極端に卑下して見たり，ノ

イ画一ゼになったりずることもある。

しかし，考えて見ると，兎害にしろ，今北海道で大問

題になっているカラマツの先枯病にしろ，その他いるい
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林業技術の将来の展望

ろの森林の病虫害にしろ，世界中の森林保護学者を全部

集めてきても，う主い防除法はないものが多いのであ

る。われわれはよく林業技術の低位性とか後進性とかい

ってきわめて謙譲の美徳を発揮するが，林業にくらべて

ルまるかに進歩しているといわれている艇業の病虫害学者

を百万人そろえても，これらの病虫獣害に対して適切な

防除法ほ答えられないのである。

○

私はよく若い人達ともつと自信を持とうと話し合って

’いる。どんなにえらい農業の病理，昆虫学者でも，こと

森林の病虫害防除についてはわれわれ以上に無力なので

‘ある。われわれだけが無力なのではない。われわれの技

術が低いといって卑屈になる必要はない。もしも，林業

の中での農業にもたとえられる苗畑の病虫害を防ぐ力が

なければ，それは限りない恥辱と感じてよいが，森林の

病虫害ば全く別ものである。

ただ，われわれは今われわれがやっている研究が，森

林のそして林業の病虫獣害の防除という目標に向って正

しく進められているかどうか，このことについては常に

謙虚に反省をしていかなければならない。また病虫害に

対する研究の基本である昆虫学や菌学や病理学・生物学

に対して十分に勉強しているかどうかについても常に反

省と努力を怠ってはならないだけである。

農業は病虫獣害の防除として，その9割までを薬剤散

布に訴え，従って農業の保護学者は薬剤散布を農業的に

合理的にするように，土台となる研究を進めてきた。こ

のような目標にむかって進められた艇業の病虫害の研究

嶮，いかにそれが絢燗たるものであっても，薬を使わな

、､防除法の発見のためにはあまり多くの知慈を与えてく

れないのである。だからわれわれは農業で行なわれてき

た病虫害の研究法を，無反省に模倣してもだめである。

それらの研究だけでは結局薬を使うという技術しか生ま

れてこないからである。

換言すれば,林業が病虫害の生態的防除法の確立を最

後の目標とするならば，その土台となる基礎研究の積拳

あげかたほ，農業の研究の方法論とはおのずから違った

ものがなければならないことになる。このような自覚と

反省をこそ，われわれは常に胸にいだかなければならな

いのであって，現実に米やリンゴでは病虫害を防いでい

るということと，スギやカラマツの病虫害が米腫ど防げ

ないという見かけの姿を見て，技術の低位，高位をくら

べることは本質的に不当である。それは幾業の医学と人

間の医学とを同日の談で比較できないのと同じである。

しかし，さらに突込んで考えてゑると，農業でも稲や

果樹のように経済性の高い作物では，薬も十分に使える

が，麦，いも，豆などになると実は防ぎように困るので

ある。薬を使えば病虫害を防げるとわかっていても，そ

れだけの投資にたえられない作物ではいかんともし難い

のである。だから一口に農業は技術が進んでいるという

ものの，農業の病虫害研究は稲作偏重であり，他の多く

の作物には研究はあっても，必ずしも立派な技術がある
とはいえない。

さらに稲作にしても問題がある。最近の農業の基本問

題によっても，稲の鐙産は目的を達している。従って今

後の研究は生産性の向上に向って進められなければなら

ない。もっと安く手間をかけずに育て，しかも今日の収

穫量を確保し，艇家の所得をあげなければならないとい

う。なぜならば米の産額をここまであげたためには，非

常に無理があった。それは増産のためにかなり採算を度

外視した手間や金がかかる技術を組みたててしまったか

らであろう。特に日本の米憾生産費が高いので，国際的

な米の価格水準では，磯家の経済がなりたたないのであ

る。だからどうしても生産性を高めないと艇家の純益所

得は上らない。だから余り自慢にはならないという誌弁
もなりたつであろう。

○

極端なことをいえば，林業でも採算を無視して病虫害

を防ぎ，あるいは木材の生長量を高めようとするなら

ば，3割や5割の増産は決して至難ではない。それは農

業的技術を採用すればよいからである。それが許されな

いところに林業が林業たるゆえんがあり，林業と農業と

の間の本質的なちがいがある。ただ幾業的というか，稲

作的な集約な技術がないということをもって，林業技術
を低位性とすることは当らない。

もう一度米作りを考えて承ると，量産にはこたえた

が，産業的にば採算がとれなかったという技術をもって

高い技術といい切ってよいであろうか。農業の技術の高

位性は今後の生産性の向上の目標が達せられてから云々

すべきであって，今日の状態では必ずしも非常に高度で

あるとはいいきれない。

私ほ以上のことを農業技術を軽視する意味でいってい

るのではない。栽培産業の後輩である林業は大いに農業

に学ばねばならないが，ただ林業が林業技術の低位性を

強調する余り，自ら不当に卑下しすぎる感があることに

対して，いささか不満を感じ，お互にもつと信念をもつ

ことを呼びかけたいからのべたのである。卑下と謙虚と

は違うのである。

○

さて林業でも基本問題が定められた。これに基づいて

林業の研究目標が論識されている。ここで問題になるの

は林業の経済ベースのことである。今日の経済学では伐

－21－
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一つの方法はあまり生産性などにこだわらないで，10

年間の生長量をどこまで高めることができるかを，まず

確かめて見る。次にそれを経済ベースにのせるために，

技術を改良して生産費をさげる工夫をするという方法で

ある。

米の増産はある程度このような方向に進められ，今日

の研究目標は生産性の向上の方にきりかえられたのであ

る。スギやマツもこのような研究の方向をたどるべきで

あろうか。たしかにそれは必要なことである。大いにや

るべきである。

しかし，そこには一つの大きな危険をはらんでいるこ

とを念頭におかねばならない。それは病虫害の問題であ

る。それは農業や園芸の歴史が教え，また私の自然観が

いだかせてくれるのである。私の不束未熟のための危倶

であるならば，私は素直に甲をぬぎ頭をさげるが，常に

末期的症状にある病虫害患者を前にして治療だ防除だと

簡単には答えられない答えを要求される保護学者として

は，不安を惑ぜざるを得ないのである。

作物に対して増産増産と余りにも無理を強いると，そ

の結果として作物に弱点がでてくる。今の米などは福助

のようなもので，頭ならぬ穂ばかり大きく，体力それに

伴わずといった片輪に育てられているといってもよい。

病虫害が多いのもそのためであろうし，盛に薬を使って

その弱点を補なわざるを得ないのである。

ところが，パイラス病の発生に至って防除技術は一頓

挫をきたしてしまった。私の自然観はバイラス病をもっ

て生物の病気の極致とし，自然の人工に対する反戟の終

着点であると思わせるのである｡バイラス病は人工的に
ゆがめられた作物の体質的矛盾が生んだもっとも恐るべ

き変調すなわち病気であり，文明病ともいうべき人工病

であると考えるのである。

バイラス病惟幾業および園芸がこれから解決しなけれ

ばならない最大の難関である。この病気を克服するため

に，今後どれだけ多くの研究者が，どれだけ多くの時間

をかけ，どれだけ多くの研究費を使わねばならないか，

それは予想もつかない。しかし世界中に数多い，しかも，

卓絶した農業の病理学者のことであるから，立派にこれ

を克服する技術を生象だすであろう。おそらく農学者の

名誉にかけてこれをなしとげるであろう。そして，その

研究は妙薬の発見ということになるであろう。

さて，その仮想の妙薬が発見されたとしても，果して

その妙薬が使える艇作物はどれだけあるのか。農業の生

産性向上などいっている時に，バイラス病をふせぐため

にさらに高価（？）な薬を余分に使わなければならなく

なるとすれば，その掬術は農業の悲願とは遊行すること

期を10年位にちじめるような栽培産業にならなくては，

林業を他産業なみにはあつかえないというのである。私

は経済学のことはわからないが，栽培産業ということは

ただたくさん収穫すればよいものではなく，安く良いも

のを多く育てて，もうかるようなものでなければならな

いことだけはわかっている。ただもうかるかもうからな

いかを判断するのに，収謹までに10年以上もかかった

のではわからないというのであるらしいが，なぜだか私

にはわからない。

こんなことをいうと誰弁になるかもしれないが，艇業

には幾業の栽培技術があり，林業には林業の技術がある

ように，林業には林業の経済学があってもよいのではな

いか，100年も300年もときには1,000年も寿命がある

木を育てる林業と，1年しか生きられない農作物の栽培

とを，科学的にも技術的にも経済的にも同じ物差しでは

かることがおかしい気がする。

自然に育った木とか，ただで育った木を伐っていれば

立派にもうかっている。しかしそんな森林は日本のよう

な小さな国ではいつまでもつづくものではない。シベリ

アやカナダのような大きな国でば，それがある程度長つ

づきするであろう。これとたち討ちすることの困難さ

は，大国の農業とたちうちすること以上にむずかしいこ

とのようである。しかし，われわれはあえて彼らとしの

ぎをけずらなければならないのである。

伐採した山には手間をかけて育てなければならない。

育てるのに手間や金をかけ，収穫は自然のものと同じだ

ったら，もうけが少なくなることは当然である。だから

投資をつぐなって余りある収礎をあげなくてはならな

い。林木にも米作りと同じ位に栽培に投資が許されるな

らば，木材の増産もずっと楽であろう。いったいどの位

までの投資が許されるのか。ただ生産性をあげるといわ

れても判らない。またどの位まで生長量を期待するの

か。それも知りたい。

しかし，これも無理な注文だといわれる。いったい，

どの位まで10年間に生長するのかわからないのに，目

標を示せといわれても無理だろうからである。目標髄も

きまらないのに，生産に要する投資の限度を示すことも

当然むりな注文である。そこで結局はできるだけ安く，

できるだけ沢山収穫するといった抽象的な注文になるの

であろう。

○

専門外の問題を考えると収拾がつかなくなるのでもう

やめるが，このような抽象的な注文をうけてたつ林業の

生産部門の研究者は，どういう態度匂肝究をすすめれば

よいのか。
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欠陥を示さないとしても，そのマイナスの累積は最後に

取りかえしのつかない大きな障害となってあらわれるで

あろう。そして病虫獣害こそ自然が示す最大の反戦の表

現であり，人工の無理強いのしわよせは保護学者の所に

集められるのである。

しかし私は森林保護学者としてこのような不安を持つ

と同時に将来の保謹学に大きな希望をもつ。病虫獣害を

通して森林を見，かつ考え，かつ科学することによっ

て，正しい自然観が次第に培われ，生物学を基盤とする

林業の生産部門の技術に一つの正しい指針をもたらすで

あろうことを確信するからである。

1961年の正月を迎えるに当って，林業技術の将来の

展望の名のもとに，夢をかけといわれたことを素直にう

け，技術的なことにふれないで夢のようなことだけを書

いてしまった。本誌を汚すものであったら御勘弁を願い

たい。（林業試験場保護部長）

になりはしないか｡,バイラスおよびバイラメ病防除に関

する学問的研究は進んでも，それが研究室の技術にとど

まって，肝腎の農家の技術にな．らないといった心配はな

いであろうか。

○

こまる病虫害はバイラス病だけではない。線虫病しか

り，野ウサギしかり，その他もろもろ，いちいちあげれ

ばきりがないであろう。

さて林業のことに話をもどすが，これからの林業がこ

との難易にかかわらず，増産増産で林木にいろいろな人

工が加えられ，いいかえれば農業的性楕に近づいてくる

と，自然の反戦も次第にきびしくなってくるであろう。

従って農業が現在悩んでいることと同じことに悩まされ

る時がくるであろう。農も林も生物を栽培の対象とし，

生物学の法則にのっとっているものであるから，理くつ

も成り行きも当然同じである。従ってその悩みを克服す

る理論も同じである。

もしも病虫害を薬剤散布で防ぐとすれば，作物が変っ

ても同じ性質の病虫害に対して最善の方法は一つしかな

い。薬害といった薬に対する作物の反応を考えなければ

である。そして安い薬，簡単な使い方，高い効果はどの

作物に対しても重要な条件である。従ってこれらの条件

をある限度以下にさげられない場合には，作物の経済価

値が高いか低いかによって，与えられた薬剤防除が使え

るか使えないかがきまってくる。農業的な直接防除法に

重点がおかれる限り，経済価値が低い作物はいつまでも

下積みにおかれるのである。薬をかければよいとわかっ

ていても使えないことになり，またそのような作物しか

作れない農家は承じめなものになるのである。

病虫害が出たなら薬をかければよいとか，莫然と防除

法を見つければよいといった安易感こそ，科学も技術も

経済も省みない危険な考えかたである。このような考え

かたが林業の中にはないだろうか｡私は,森林の保護学者

の一人として,将来の林業に以上のような不安を感じる。

その不安とは，病虫害の発生を促すような不自然な

（生物学的に）危険な栽培技術が否応なしに積承あげら

れないだろうかということである。片輪者の林木や，不

安定な森林が作られはしないかという不安である。自然

に成立する森林にも多くの矛盾や欠点がある。自然の林

木は必ずしもその能力を100パーセント発揮してはいな

い。従って人工的にその矛盾や欠点を除き，造林木の生

長を大いに助長することは必要であり，可能でもある

が，自然界の法則秩序を無視することはできない。いい

かえれば人為が自然をかえることにも限界があるという

ことである。その限界を越えた無理強いは，しばらくは

、
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林業技術は現在いろいろの意味で曲がり角に来ている

といわれ，その一部としての防災部門も当然同じ立場に

置かれ，さらに防災部門の中心分野を占める治山につい

ては，林業技術としてば特殊の位置にあるだけに，なお

さら他方面との関連からも大きな曲がり角に来ていると

承られる。したがって，林業技術の将来の展望（防災部

門について）が今回筆者に与えられた命題であるが，防

災部門の将来の方向を予測して展望することは，筆者に

とってはなはだ難事と考えられた。しかし，展望の題名

にふさわしくないとは思いながらも，最近の状勢を背景

として，防災部門の将来に対する希望あるいは私見とで

もいうべきものを思い付くままに述べて，せめてもその

炎の一端を果させていただくこととした。

1．防災部門の範囲と名称

現在は林業技術あるいは林学の一分野として防災の語

がよく用いられるが，林業の一部門として防災の語が使

用されるようになったのは，それほど古くからではな

い。行政的には，戦前に災害防止林業という事業や，戦

後に防災対策調査という調査も行なわれたが，林業の一

部門としての防災の語を用いたのは，昭和22年の林政

』■
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林業技術の将来の展望

多いという特殊な分野である。

さらに，自然現象そのものは往時ならば災害と呼ぶ範

嶬でなかったものも，人口の増加，文化の発達につれ

て，しだいに災害の範畷に入って来るものが多くなって

来る。たとえば水に関しても，洪水以外の水不足も騒が

れて災害の中に入り，さらに水資源として考えられるよ

うになって来たように，防災は合理的利用にまで進展し

つつある現在では，合理的利用までを含めた意味での保

全という名称の方がふさわしく，林業においても防災部

門とするよりは保全部門の名称を今後用いる方力麺当で

はなかろうか。もちろん，その場にも，森林による保全

と森林そのものの保全との両者の技術があることは当然

である。

2．林業基本問題と防災部門の将来

林業基本問題調査会の結論は，大きくは生産性の向上

と構造改善を打ち出しており，それらをもとめるために

は林業技術の高圏上が必要であると考えてよかろう。林

業における企業性はしだいに明らかにされつつあり，ま

た，当然企業性は確保されなければならぬ。しかし，わ

れわれ防災部門関係者としては，林業基本問題において

は，わずかに保安林制度に触れている程度で，その他国

土保全関係について全然触れていないことをはなはだ遺

憾とするものである。これは森林の国土保全機能を強調

せよという意味ではなく，林産物資源としての森林と保

全機能のための森林という森林のもつ両面を，林業の企

業性という観点からも十分検討して，林業における国土

保全のあり方について触れてほしかったという意味であ

る。前述の森林のもつ両面は，林業が農業と異なる面の

一つでもあるので，農業基本問題と異なり林業基本問題

では，林業自らが取り上げて検討すべき問題であり，ま

た，国民経済と林業経済の両面の交叉点としての国土保

全は林業基本問題でも当然検討されるべきものと考える

からである。

林業では今まで，国土保全が大いに叫ばれる時代に

は，森林のもつ保全機能だけが強調されて林業の企業性

が忘れられ勝ちであり，また，企業性，生産性が大いに

叫ばれる時代には，林業の企業性だけが強調されて森林

の保全機能は忘れられ勝ちではなかろうか。いつの時代

にも，森林は本質的に資源，保全の両面をもつものであ

ることは否定できないのではなかろうか。この森林を背

景とする林業を，いかに定義づけまたいかに性格化する

かが問題である。森林にあてはまることが，すぐそのま

まいかなる性格の林業にも適用できるとは限らない。

保全機能があるからといって，それより価値が大きい

資源としての森林の利用を禁ずることは，林業経済上は

統一時の林業試験場の機構改革により防災部が生れたの

が媛初である。したがって，林業の一部門としての防災

部門はいかなるものを取り扱うべきかは，まだ確定また

は固定されていない面があるといってもよかろう。

林業試験場に防災部ができた時にほ，林業における災

害防止の研究，すなわち森林による災害の防止と森林そ

のものの災害（病虫獣害を除く）防止を対象とし，林学

の学科目でいえば，砂防理水関係の学科と森林保護学の

うち生物による被害関係を除いたものとを内容とした。

これは，往時の森林測候所を始祖として気象技術を基底

とし，後に森林治水試験もあわせ行なうようになった気

象部の名称変更だけではなかった。気象部の所管事項で

あった森林気象のなかの災害防止関係と森林治水試験を

合わせたものを防災部とし，森林気象のうち立地気象的

なものを造林部に移管したというよりは，林業技術とし

て考えた場合，林業技術のなかから災害防止技術だけを

取り出して一分野とし，気象学的な災害の研究から脱却

して，災害防止対策樹立のための研究に前進するのを狙

ったものである。

林業の防災部門でも，たしかに災害発生の天然原因は

異常気象によるものが大部分であるが，この異常気象そ

のものを制御することはほとんど不可能である。したが

って，災害防止対策としては，林業では災害現象そのも

のはほとんど変化させ得ない消極的な災害発生の予知だ

けから，祇極的な災害を受ける場の変更，すなわち土地

(森林を含む）条件の変更，修正によって，災害現象そ

のものの消滅軽減をはかることに前進すべきだからであ

る。行政，事業の面では，この積極的な災害防止対策は

以前から行なわれていた。すなわち，森林治水事業，治

山事業などでは，土地条件の変更，修正，具体的には保

安林，荒廃地復旧の事業が行なわれていた。しかし，災

害防止の観点では，従来は予防は森林の犠能（保安林）

だけに頼り，治山工事は復旧（つぎの来たるべき災害に

対しては予防となり得るが）だけを主体とした点に問題

があり，これについては後に童た触れることとする。

林業における防災部門は，山地その他（平地，海岸な

ど）を森林その他土木的手法などによって災害から保謹

して正常状態に侭くための林業における技術分野である

という，はなはだ不明確な表現しかできない。これは，

対象の場としては山地以外もあり，手法としては森林以

外のものもあり，受益産業としては林業以外のものもあ

るなどのためである。また，林業の一部として森林の国

土保全機能が重視される限りは，林業本来の林産物資源

としての森林を対象とする面よりは，国民経済的な見地

で保全機能を発揮するための森林を対象とする面の方が
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もちろん，国民経済上の見地でも得策とはいえない。保

全オンリーで考えた場合には，企業林業の成立を不可能

にすることも多いので，企業林業のなかで国土保全まで

を考えることはもともと無理なことである。そうかとい

って，林業はすべて企業林業であるとして，森林が本質

的にもつ両面を否定して，国土保全は林業の外であると

する必要もなかろう。すなわち，林業には企業林業の枠

‘内で処理できる面と企業林業の枠外で処理しなければな

らぬ面とがあり，森林が本質的にもつ資源，保全の両面

すべてを林業は対象とすべきであろう。

また，国土保全技術上から考えても，保全はすべて林

業の生産堂の増大，生産性の向上と衝突するものときめ
てかかる必要もなく，これらと調和させた保全技術，さ

らに進んで生産量の増大，生産性の向上に資する保全技
術も皆無ではないので，林業技術の防災部門としては，

今後この方面の技術も推進する必要がある。そして根本
的には，国民経済的見地で森林が職も有利に活用される

のが望ましいことなので，防災部門としては経営経済部

門などの協力を得て，非常に難問ではあるが，森林の保
全機能の経済効果算定法を推進する必要がある。その結
果として，森林の保全効果も資源としての森林と同様に
経済評価が可能となれば，保全も含めた国民経済上最も

効果的な林業のあり方が究明され，さらに，保全のため

に林業の企業性が低下させられた場合にほ，その低下分
を現在のように企業林業が負担するのでなく，その分を

企業林業以外から補償しても，国民経済全体としては有

利になるような方向に進めうるわけである。

3．治山技術の将来

防災部門の中心分野を占める治山技術についてみる

と，予防治山は保安林だけで，復旧治山は近視眼的に荒

廃地を画一的に復旧した往時と異なり，現在は流域単位
に治山を考え，治山工事も復旧以外に予防治山も考える

．というように，治山技術の根底に朧しだいに流域，災害
予防の概念が根をおろし，保全技術としての進展もあ
り，近い将来には合理的利用の段階にまで踏象入れるこ

とになるであろう。しばしばいわれるように，治山技術

としては，流域特性に基づく治山計画の確立，地帯区

分に錐づく適地適工や工法改良による経済的復旧治山工

法の確立，予防治山方法の確立などが今後の問題点であ
る。しかし，林業技術の一部として治山を行なう以上
は，治山以外の砂防，河川改修，農地保全などの他の保
全技術と異なり，治山は林業における保全技術の一つと
して，つぎの諸点を毒慮して進歩していかねばならな

い。

まず，下流の保全対象だけに目を奪われることなく，

上流の森林，林業の実態を把握し，森林の保全機能と治
山工法の両者を鐙も効果的に組合わせ，その際森林の機

能の限度をよく認識し，その機能で不足する分を工法で

補うようにする。つぎに，林業として行なう治山である

以上，林業の生産性向上に資する保全技術，たとえば，

荒廃地の企業林業対象地への早期復旧や林道の保護など
も取り上げるべきである。さらに進んでは，危険な優良

林地の菰極的防護すなわち保全治山とでもいうべきもの
も実施さるべきであり，これらは林業に対する保全であ
ると同時に国土保全でもあるからである。

また，治山技術はすべて林業の生産性向上のための技

術と相反するものとはいえない。たとえば，悪条件地の

植栽ということは治山技術としてば通例のことであり，

悪条件-ドの植栽という点では，治山植栽は高圃上された

植栽技術であるともいえ，この技術が，他日森林限界付

近などの特殊灘境地にまで林業の対象地を求めねばなら
ぬ時に，大いに役立つことは考えられることである。

4．保安林の経済的利用

往時の保安林は森林の保全機能だけを過大あるいは不

当に評価された森林といってもよく，森林の資源として
の意義をまったく無視されていた。近時は木材需給の関

係や林業の企業性確立などの関係で，保安林の経済的利
用が要請されるようになったが，これはいろいろの意味

でも当然のことであろう。

保安林もその目的によって妥当な施業には差はある
が，いずれの目的の場合でも，森林の保全機能を発揮さ

せる見地では，禁伐，老令が最適とはいえず，やはり経

済林と同じように，健全な壮令状態が保続されていくの
が望ましいようであり，そのための施業こそ保全機能発

揮のためにも必要である。さらに，土砂流出防備保安
林，水源澗義保安林という保安林面讃の主要部分を占め
る両者の保安林ほ，その保全機能発揮に直接重要なの

は，地面被覆物を含めた良好な林地土壌であり，林木は
その良好な林地土壌を生産，維持する二次的な意義を有
し，伐採によって蓄積が減少することよりは，伐採木の
搬出方法いかんによっては良好な林地土壌を喪失するこ
とが問題となるのである。

以上のように考えると，保安林の経済的利用は，保安

林の保全機能維持とまったく衝突す為ことばかりでもな
く，両者の間にほ共通的な面もあり，また経済と保全の
二つを調和させた施業，利用の方法も不可能ではない。
さらに，資源的価値の高い森林で構成される保安林であ
､れぱ，その保安林を伐採して得られる金額よりも安価な
治山施設の設置によって，保安林が果していた保全効果
を代替させて，保安林を伐採することも可能である。
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保安林の利用，解除にあたって，最も問題となるの

は，保安林としての必要最低面積である。常識的，経験
的に考えても，局所防災保安林は小面積で事足り，流域
保全保安林は大面稜を必要とするであろう。森林の保全
機能の定性的解明はある程度終了したとゑられるが，定
量的解明は非常に少なく，これら保安林に関する諸問題

を解決していく上には不十分であるので，量的解明を推
進することは，防災部門の重要課題の一つである。

5．流域管理と水資源

文化，特に交通機関が発達して来ると，経済も広域経

済となり，流域が一つの単位として考えられることが多
くなる。ここ数年前から保全関係でも，流域管理の語が

あちらこちらで聞かれるようになった。筆者も水利科学
3巻4号，4巻1号誌上に「流域管理における森林」と
して発表したものもあるので，今回は紙面の都合で詳細
は水利科学を参照していただくこととする。わが国でも

流域管理が強力に実行されるようになれば，現在実行さ
れている治山の大部分は，そのまま流域管理としての保
全に適用可能であるが，予防治山の強化や水資源の活用

など，現在の治山としては主要部分を占めているとはい

えない部分を，流域という概念のもとに流域管理のなか

で進展させていくことが，林業技術の防災部門の今後の
課題の一つになるのである。

特に水資源ということに対しては，林業の防災部門で
は，瀬戸内地方の渇水と森林の関係の論争が，かつては

なばなしく行なわれた程度で，水といえば，洪水，出水
に対する森林の治水機能の究明を中心として進んできて
おり，水資源というよりほ災害という観点で取り扱われ

た。童た，治山事業としても，かつて遊水林事業がわず
かに行なわれたこともあるが，災害防止を主体とした水
源潤養林が主要部分を占め，治山工としては，土砂流出

防止が主目的であり，それらが二次的に水調節に役立つ
こともあり得るが，水資源の調節，利用を主目的とした

治山工ほほとんどないといってもよい状態である。最近
では防災部門でも，応用研究費などにより拡水法の研究

が行なわれているが,これら拡水法も含めた理水工法と
でもいうべきものが，水資源問題に対処して林業の防災
部門でも研究しなければならぬ技術の一つであろう。

6．森林の保護（災害防止）

林業の防災部門としては，森林による保全以外の森林
そのものの保全，すなわち森林の災害防止も内容の一つ
である。森林の資源としての意義すなわち林業本来の目
的からすれぼ，資源としての森林の価値を滅失またば低，
下させる災害の防止は，現在よりもつと重要視されても
よいであろう。

林業の施策としても，これら森林災害のうち，森林火

災だけが以前から保険が実施されていたのが，近く火災

以外の気象諸災害に対しても保険が実施される段階にな

った。しかし，災害防止の見地では，これら保険は，治

山でいえば復旧治山に相当する消極的な対策であり，さ

らに稜極的な予防治山に相当する予防対策に進むことが

望ましい。冬季積雪に覆われ雪害に悩む地方も多いの

に，雪害の予防対策も確立しているとはいえぬように，

従来は天災として全く放置した嫌いもあるかも知れず，
今後この方面の職種的防止対策を大いに推進させる必要
があろう。

また，森林そのものの災害防止のなかで朧，水害時の

森林または林地の災害防止は従来ほとんど触れられてい

ない。これは，森林の保全機能を過信して，水害に対し

ては森林は保護者の立場での承考えられ，被害者として

考えられることがないからである。しかし，森林の保全

機能も災害の種類によっては絶対的なものでなく，当然

限度のあるものであり，したがって，森林が被害者の立

場に逆転することもある。林地保護の見地からも，3で

述べたような保全治山が実行されるべきではなかろう
か。

むすび

以上林業技術の防災部門関係について，思いつくまま

に述べたので，重複したり，矛盾があったり，重要なも

のが抜けたりなどして，展望の題名にはまったく似つか

ぬものとなったことをお詫びするとともに，防災部門に

もいろいろの問題点が今後に山積することを，本稿から

推察していただければ，筆者の喜びとするところであ

る。（林業試験場防災部長）
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木材加工

部門

小 倉武夫 凸

林業問題と木材

これからの木材利用を考えるにほ，わが国の林業が今

後どのようになろうとするのか，それを見きわめておく
必要がある。このためには，先般から検討されて来た．
"林業の基本問題と基本対策〃にもりこまれた内容をよ
く把握して，その示す方向がこれからの林業の行き方で
あるというように考えなければ，外に方法はないようで
ある。というものの，私はこの基本問題の内容をまだ十

｡

－26－

0



’

林 業技術の将来の展望

分に勉強していないので，あるいは間違っているかも知
れないが，いろいろの疑問が感ぜられる。もちろん，こ

こでその内容について云点する必要もないし，蛍たその

資格もない。この問題の中で貫ぬかれているものは，今
までの林業が資源温存，あるいは財産備蓄的であったの
を，他の産業と同じように，経済の流れの中に入って，

林業の生産を高め，生産性を向上し，繊造改善を行なっ
て，木材の需要に応ずるとともに，林業就業者の所得増
大を計ろうとするのである。これからの林業としては，

当然のことである。ただ，他産業と同じようなベース

で，林業が考えられるかが問題である。つまり林業の場
合は，いかに経済の流れの中に入ろうとしても，製品た

る木材を生産するまでに少なくとも20年という長期日
を要するということである。もつとも，経済の立場で
は,20年なんてとんでもない，それを15年なり,10年
なりにちぢめて，経済的に考えられるようにすることが

研究者や技術者の責任である。今までのような木材の利
用法を考えないで,10年以下の木材から何かすばらし
い新らしいもので，しかも他産業の製品に負けない立派
なものを作るようにしなければならない。そうでなけれ

ば，林業は経済から落伍して産業としての意義がないと

いうのであるまいか？これも経済の立場ではもっとも

なことであるかも知れない。しかし，林業の本質からい
って，少なくも20年以上の期日を要することは，今の
ところどうにも仕様がないであろうし，また，径の小さ

い材を有効に利用するように進むのもさけることはで
きないようである。なんでもよいから小さい材さえ作れ
ば，それを細かくして何か他のものに再生し，付加価値
を高めることも考えられようが，これには問題がある。

木材の最もよい利用法は，なるべく材のままで，木材質
のままで利用することでばある震いか。もつとも，化学

的利用は別として…･･これには，ある程度の直径の材
を必要とする。なにも昔のように径が50～60cm以上

の大材でなくて，20～25cmで十分であるが，少なくと
もこの程度の材だけは生産してもらわなければ，木材の
本質を利用した木材加工というものは考えられない。ま
た，この程度の材であれば，中小企業の木材加工業界で
も，それを使いこなすことができるようになろう。いず
れにしても，これからの林業で期待される材の直径は，
せいぜい25cm程度で，それ以上のものは全く期待で

きないということが，どれからの木材加工を考える場合
の前提になることだけは誤りあるまい。

ところがわが国の林業からは，このような小径材しか

供給できないかも知れないが，木材加工業の立場では，
外国材の輸入ということが考えられる。もちろん，それ
には限度があろう。現在でも，とくに合板業界では，原
木の80％をラワン材に依存し，めざ差しい発展をとげ，
年額200億円の輸出をなし，輸出額においても第10位
を占めている。木材加工業を発展させるには，やほり原
材料である木材を必要とするので，これが国内で得られ
なければ輸入をしてでも製品を生産し，これをすべて外
国へ輸出して外貨詮獲得することが必要になって来る。
このような見地で，これからの木材加工を考えるなら
ば，ただ小径木だけでなく，外国材も対象としてよいこ
と味当然と思う。

木材消費は今後も安泰か

木材の使われ方は，この数年間にたしかに変ってき
た。第1図がこれをよく物語っている。しかし，全体と
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第1図最近の木材の使われ方
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してはやはり増加の一途をたどっている。しかも，木材
利用合理化と称して，坑木や電柱，枕木，さらに匂装用
・材などを，それぞれカツペ，コンクリートの電柱や枕
木，ダンポール紙などに積極的に切替える運動をしてい

るにかかわらず，全体としてはやはり増えている。特に
建築材は年為増加こそすれ，一向に減りそうにない。将
来もこのまま進むだろうか？一応このように思われて

いる。しかし，この1，2年の建築材料への他材料の

進出は著しいものがある。中でも金属材料である。金属
工業としては，今まで建築特に住宅用には，ほとんど金
属材料が用いられていなかっただけに，この方面への進
出をはかるのは当然のことである。柱や梁は軽量型鋼，
板類には金属板が頭をあげているが，これらは工場でい
とも容易に，しかも大規模に多量生産されかけている。

その上資本金が中小企業の木材工業とは比較にならない
ので，その宣伝たるやすばらしい。テレビの広告でもよ

くご覧のように，まことに垢ぬけのしたPRである。プ
ラスチックス材料にしてもしかりである。しかも，これ

‐らの材料はただ柱や板だけとして生産しているのでな
く，住宅そのものを対象として，その組立方式まで研究
し，便利で合理的なように考えられている。この頃の住
宅展示会などを承ても，金属，コンクリート，プラスチ

ックスなどばかりが多く，木材関係といえばパーテイク

ルポードやハードポードが若干あるだけで，木材そのも
のは全く影をひそめている。これを見ると，近代住宅

はまるで木材以外の材料で作られるものだと思われそ
うである。おそらく若い人達はそのように思いこんでい

るのではなかろうか？こんなことでは，もう数年もた
つと，建築材料としての木材の使用は低下の一途をたど

るのではないかと思われる。他の材料は使用者の便を考
え，仕上りもよくし，ただそれを現場にもって来れば，
それで完成品となるように工夫され，サービスされてい
る。

これに反して，木材の製品はどうであろうか？木材
問屋にある製材品にしても，表面はデコポコ，素材とは
，買手が鉋を何産もかけて仕上げるものと決めているかの
ように，全く品質的に進歩がない。今の大工さんだか

；ら，木材はこんなものと締めているのだろうが，こんな
ことが何時霞でも続くとは考えられない。床板でも同

じことである。現場で張ってから，つぎ目を合わせて塗
装するものとしてあるが，もつと工夫しなければ嫌われ
そうである。とにかく，使用者の立場になって，もつと

使いよいものにするような勉強が必要である。そうでな
いと，他の材料に負けてしまう。昨今のように経済が落

付いてくると，少食値段が高くても，品質の良いものが

喜ばれるから，一層考えなければならない。

何んといっても，木材は重さのわりに強く，加工もし

易く，材料としては右に出るもののない特長をもってい

るので，他の材料が研究され，改良されていくのと同じ

ように，木材にもそれに負けない努力が払われなければ

ならない。さもないと，今日のように木材が消費され，
木材の地位も安泰でなくなりばしないかと心配でならな
い。

ところで，これからの木材の利用はどんなになるだろ

うか，主に建築材料の面から考えてぷたい。

糠造用材は集成材に

今日まで木造建築や造船用材には，たしかに大きな材
がそのままで使われていた。しかし，もう大材はなくな

り，現にちょっとした二階建の梁などは，トラスに組
んだ鉄材が用いられているし，木造船の竜骨などのケヤ

キ材は伐りつくして，その入手に全く手をあげている始
末である。しからぱ，このような方面には，もう木材は
使用されないのだろうか？これを解決するのが集成材
である。これは丸太を厚さ2～3cmの薄板にし，人工

乾燥をして表面を平滑にし，長さの方向にも，厚さの方

向にも接着したもので，思いの長大材が得られる。しか

も，その原木たるや直径20～25cm程度で間に合う。
また，接蒲するとき，曲げた蓑まで行なうと，曲ったも
のができる。これを聲曲集成材と呼んでいる。これを使

うと，従来のような小屋組を必要としないで，柱と屋根
とを1本の材料で造ることができるので，建築用材とし
てはきわめて優れており，霞た便利でもある。

集成材のもう一つの特長は，強さが均等で素材より小
さい寸法で間に合うことである。素材では一般に節があ

り，そのため強度が部分的に弱いので全体として必要以
上の寸法を用いる習慣になっている。おそらく，計算で
必要な断面の数倍から-卜倍位のものを用いているのでば
なかろうか。これを集成材・にすると計算で得られた断面
のもので十分であるということになる｡とにかく，今ま
では木材の強さは余り信頼がおかれなかったので，強度
計算もよくされなかったが，集成材を用いれば，それが

可能となるわけで，木材の椛造用材としての利用には一

つのエポックといえよう。もつとも，桃造計算ができる
だけの実験資料がまだ十分でなく，・目下懸命の努力が払
われている。これが完成すれば，木材も金属材料などと
同じように計擁され，設計されるようになり，建築だけ‐
でなく，造船，車輌など広く利用されることになろう。
今日では集成材建築といえば，倉庫，体育館，教会など
に限られているが，住宅にたいしても従来の織造から脱
却して，この特性を生かした設計をすれば，大いに発展
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第2図パーティクルポードとファイバーポーファイバーボードの伸び

No.184)ので省略するが，これらがわが国に紹介されて

からまだ数年しか経たないのに，この発展ぶりはめざま

しい。第2図はいかに年を伸びて来たかを示している。

とにかく，細い棒やチップから板類が作られるようにな

ったので，板類の心配もなくなったといえよう。木林を

完全に利用するという点でも，これらの方法は発展させ

なければならない。アメリカでもヨーロッパでも，これ

らの発展ぶりは，やはり購異的である。とくにファイバ

ーボードは表面処理に工夫をすれば，美事なものにな

り，屋外にでも使用できるので，今後は大きく発展する

であろう。要はコストの問題である。丁度合板と同じ用

途であるためこれとの競合はさけられないが，私はここ

を何とか切り抜けて，両者とも発展する方途があると考

えている。今日のところ，わが国の合板朧大半がラワン

合板で，しかも3×6(尺）で200円以下という安価であ

るところに問題がある。バーテイクルポードやファイバ

ーボードは将来はもっと安くなり，逆に合板は高くなる

であろうから，これらのボード類の発展は期して待つべ

きものと考えている。

この外に，いわゆるハニカム構造の合板がある。これ

も昨年に製品ができたばかりであるが，この発展は用途

によっては期待できよう。とにかく，芯は何を利用しよ

うと，表面の仕上げをよくして，板として品質の良いも

のを作れば，また用途も開けて来ると思われる。

合板の用途拡大を

合板は年間2,700万㎡も製造され，その80％以上

がラワン合板で，しかも大半が輸出されている。まこと

にすさ茨じいものである。しかし輸出の見通しもまず限

していこう。住宅に集成材を取り入れた例もあるが，ま

だ特殊建物の域を出ず，これがもつと一般的になり，住

承よい住宅のできる日を楽しみにしている。

それにしても，気になるのば接着技術と材料規格であ

る。接着はすでに完全なものとなっているが，余りにも

安易に考えられ，手軽るに実行されることが心配で，完

備した設備のもとで工場生産されることが何よりも大切

である。また，用材規格にじても，今後の改正案にもま

だ強さが規定されていないし，集成材の規格作成も必要

である。これらはいずれもこの方面の発展を期する上に

農も大切なことである。木材を構造用材として利用する

かぎり，今後は集成材以外に道ほなく，その前途は洋を

たるものを感ずるので，製材業界も木材を材料として象

る目をもち，この方面への大きな関心の寄せられること

を期待している。

建築材料のうち，柱はこれで解決できるが，板類はど

うであろう。

伸びるパーティクルボー･ドやフプイバーボード

さきに述べたように，木材はなるべく木材のままで利

用するのがよいので，丸太から板や柱をとった残りか

ら，まだ2×2cm程度の細い棒状のものをとることが

できる。これを長さや幅の方向に接着させていくと，や

はり大きい板になる。これがランパーコアーである。こ

の上にベニヤ，プラスチックス板，布などを貼り合せる

と美事な板になる。このような細い棒状のものをとって

も，なお残りがある。これらはもうこのままで利用でき

ないので，チップにして，パーティクルポードやファイ

バーボードにする。これらの製法は前にも述べた（本誌
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界にきているので，これからの合板の伸びは内需に求め

られる以外に方法はない。このためには，品質を保証し

たJAS合板が市場に出まわることであり，一般の入念

にJAS合板をP.Rすることである。しかし，国内での

使用も，パーティクルポードやファイバーボードと競合

してあまり伸びないことも懸念されている。ところが，

合板とこれらボード類とは同じ性質であろうか？それ

らは幅広い板としては同じかもしれないが，合板は木材

質の特性をもっているが，ボード類は一度チップにして

いるので，木材本来の良さはある程度失われているとい

えよう。ここが両者のちがいである。したがって，合板

はその本領を発揮してその強さを利用した使い方をする

のがよいのであるが，まだこの方面へはあまり用いられ

ていない。これがこれからの合板の伸びる道の一つであ

る。板としての強さを利用すれば，たとえば建築にして

も，柱と板との組合わせを巧承にしてこれに応じた設計

をすれば，新らしい道が開けるものと思われる。

この外にも合板の開ける道はある。合板が今まではベ

ニヤ板といわれ，すぐ剥れてしまうと思われたが，今日

ではこの心配はまずない。水に浸すどころか，湯の中で

も，沸騰湯の中でも剥れることがなくなった。つ室り，

接着に関してはどんな条件でも剥れることがなくなった

といえよう。この上にレジンシートなどをはって，表面

を保護すれば，屋外に用いてもよく，船やポートなどに

も利用されよう。このような方面への伸びを考えて努力

することが必要である。

木質材料の防火

昭和34年末に建築基準法が改正され，都市の防火地

域に指定されている区域内の劇場，映画館などや公共建

物の内装材料には，不燃材料，準不燃材料あるいは難燃

材料でなければ使用してはならないことに決められた。

不燃材料は金属材料，コンクリート，ガラスなど，準不

燃材料は木毛セメント板，ドリゾールなどであり，難燃

材料は木材やプラスチックスなどに燃えないように薬剤

処理をしたものである。これらはいずれも決められた試

験に合格し，認定機関（建築研究所，東大建築学教室，

東大生産研究所，消防庁予防課，東京都建築材料検査

所，東京工業試験所，林業試験場）協議会で認められ，

建設省が告示した材料ということになっている。したが

って，この認定が受けられなければ使用できないことに

なると，特に木質材料のような燃え易い材料のメーカ

ーにとっては一大事である。しかも，この考え方はます

ます拡大されこそすれ，減っていくことはない。また，

試験方法にしても，現在のところ一応決めたまでで，ま

だ問題の点は多女あり，今後改正されるとともに，判定

の塞準も童すます高くなることであろう。このようにな

ると，素材の板，合板，パーティクルポード，ファイバ

ーボードなどの木質材料はこれからよほど研究を重ねて

燃えないように処理するとともに，これが安くできなく

ては，他の材料に負けてしまいそうである。

たしかに，わが国の火災は余りにも有名で，損害額も

年に数百億円に達するといわれる。都市を火災から守る

ため，いろいろな考慮が払われることも当然である。建

設省としても，従来の防火構造だけでなく，内装材料に

まで規定を設けたのも止むをえないことで，むしろ当然

ともいうべきである。ところが，このような規定ができ

ると，一般にはもう木材のような燃える材料は使用でき

ないのだというように理解されてしまう。現に，この法

規改正があったときも，ラジオではこのように放送され

てしまった。木材関係業界の驚きは大変なもので，建設

省での記者発表をめぐっていろいろ問題になった始末で

ある。また，この建築基準法改正にともなって，都道府

県では関係条令を改正することになるが，福岡県では該

当する建物の内装材料には準不燃材料以上を使用するよ

うに決めてしまった。これは，やはり難燃材料よりは準

不燃材料の方が安心だと考えたものか，それとも福岡県

は鉄鋼業の盛んな所だから，これを助長するために決

めたのか，知る由もないが，非常に気にかかる問題で

ある。

現在でこそ，この法規の適用をうける建物は非常に少

ないが，この傾向は増大するであろうから，木質材料の

メーカーは，よぼど研究してよい材料を作るのでなけれ

ば落伍してしまうかも知れない。すでに，防火雨戸も合

板では可能になっているので，非常に明るい見通しをも

っているが，とにかく技術研究に謹進する必要がある。

木材の再認識と協同利用開発へ

いくら金属やプラスチックスが伸びても，やはり木材

はよい材料でそれらの比でないと思っている。ただ，他

の材料が日進月歩していくので，従来どほり安閑として

はおられない。もつと木材の価値を再認識して，その合

理的な利用法を展開していかなければならない。いくら

木材がよいからといって，木材だけで利用するのでな

く，他の材料と組合せ，両者の特長を活かした複合材

料の進出も考えられよう。他の材料が用いられるにつれ

て，やはり木材も使われるということが，やがては林業

の発展に結び付くものと思う。しかし，価格が現在以上

に高くなることは，どうしてもさけなければなるまい。

また，木材関係では製材，合板，バーティクルポード

など,それぞれの材糸鯉造として発達し,その製作技術に

重点が注がれてきた。しかし，これからはそれだけでは
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いけない｡やはり,それを利用する方法まで自ら考究しそ

れの宣伝をするのでなければ発展できない。たとえば，

組立式住宅にしても，木造でも可能なはずである。しか

し，組立住宅といえば，バイプハウスとか，○○ハウス

のように主に木材以外の材料で作られている。国有林の

作業員宿舎までがバイプハウスが利用されている。よく

考えて承ると，とんでもないことである。これも木材を

主体とした組立式住宅が考えられ，製品となっていない

からに外ならない。ここで，木材関係は素材も合板も，

ボード類もすべてが相寄り，建物としての利用法を総合

的に研究する必要がある。現在，国有林から委任をうけ

て，林業試験場では建築家と協力して，組立，解体式の

宿舎の設計にあたっている。完成すれば，一つの話題と

なろう。いずれにしても，これからの木材利用には，こ

のような総合的な考えかたで最終の利用法まで自ら研究

することが急務である。

終りに，以上木材利用のこれからの行きかたを述べて

来たが，誰れでも知っていることでなすべきことが手近

かにある。それは木材の防腐である。木材を合理的に利

用することは工場内ではかなりよく行なわれている。し

かし工場外での木材利用には遺憾なところが多い。木材

は腐るものとして腐り放だいになっている。ちょっと防

腐剤を手まめに塗ればよいものを，そのままにしてあ

る。こんなところに木材の無駄使いが案外に多い。木材

を有効に利用するためには，まず手近かなところから，

もう一度見直してふることも，これからの木材利用では

必要なことである。（林業試験場木材部長）

林産化学

部門

田窪健次郎

最近10年間の木材工業および，木材化学工業界の変

遷には，意義深いものがある。というのは木材とかその

成分を利用する分野において，最早その枠の中だけで処

理され，あるいは判断される時代ではなくなったことを

示すからである。木材，米麦等は生産面からは農林産

物として同じ範嶬にはいるが，木材の加工利用は大いに

米麦とは性稽の異なるものがある。米殻は一次的にも二

次的にも食糧としての用途に大きな変動が起こるとは考

えられないが，遠い将来のことをいえば，米穀類でさえ

あるいは過剰となり工業原料になる時代が起こらないと

は限らない。しかし原子力エネルギーのようなもので光

合成を考える。それほど先の話は別としても,今日では

20年はおろか10年さきのことさえ，ほとんど予見でき

ないほど科学技術発達のテンポは速くなっている○日本

のように環境の悪いところでは森林は国土保安上，ある

いばレクリエーシ画ンの場として経営される時代が来な

いとは限らない。木材質は環境のよい国から輸入する方

が合碧魏勺になるかもしれない。

先般FAOの木材加水分解のミーティングのおりにフ

ランスのカーナム博士に，私はつたない語学で，砂糖だ

けは純化学的には，とても合成できないという意味のこ

とをいってみた。ところが，驚いたことに，人工的な光

合成が考えられるではないか－という回答であった。

私には霞だまだ机上の空論のごとく考えられていたこと

がこの一言でさぽど遠い先のことではないような気がし

てきた。これは国際人のハッタリ，と片づけられない一

種の雰囲気をもっていたからである。ところで5年後か

あるいはせめて10年後のことを考えようとしても，関

連工業の進歩発展ぶりがはげしいので，これとのかねあ

いを気にすると，いよいよものがいえなくなってしま

う。それ故ここではごく手近かな問題について話を進め

たい。

木材の塑型的利用技術

いうまでもなく現在の山は祖先の遺産である。これが

現在他産業の拡大生産のテンポに合致できるかどうか’

保証できないのではなかろうか。この状勢を反映したの

が戦後の木材利用工業の姿である。すべての近代工業が

そうであるように原料から来る制約を妓少限となし,鐙

産方式をとらねば近代工業にマッチしない。それ故必要

な程度に小片にして整形しなおす。この方式が合理的な

ことはいうまでもない。この小片の種類と程度により，

技術上いくたの変遷があった。つまり合板，ランバーコ

ーア合板，パーティクルポード，ファイバーボード等は

承なそれぞれの歴史を有するとともにその役割りを受け

もってきたのである。．

ところでこのところ数年来の傾向には特に注目すべき

ものがある。というのは，例の石油化学工業のすさまじ

い発展ぶりのことである。従来の観念では石油は石炭と

同様いずれは洞渇する資源とみなされていた。ところ

が最近の説によると石油は洞渇しないどころか地殻中に

おいて新生しているといわれる。それはともかくその生

産量は逐年急カーブで上昇傾向にある。もちろん値段も

それにつれて低下のカーブをえがいている。石油化学工

業は資源，輸送，加工のすべての点から，もっとも集約

的，近代工業的な素質を具備するといえる。そして従来
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発揮し得るということにもなる。合成品によってはとう

ていまねられない微妙な特微があり，これを十分発揮さ

せることこそ，恒久的な意味あいで，われわれの勤めで

あると考える。戦後は建材の不足と，パルプエ業等の原

材料との競合がから承，特にわが国ではずっと売手市

場の操相が続いた。それがまだ当分ば続く見とおしであ‘

る。同じ状況が20年30年と統けば恒久的な傾向と考え

るのは当然かもしれないが，ここでよく状勢を染つある

必要があるように思う。すでにパルプエ業の半ばは高価

な針葉樹を必要としなくなっている。ファイバー，パー

ティクルも同様である。そのうちでの針葉樹の繊維なり

バーテイクルが必要だという理由もせんじつめて承れば

本質的なものではない。少しよけいに吸湿するからN材

をまぜた方がよろしいとか，したがって狂いが少ないと

かいうことである。合成物や無機質が近年すばらしい進

出ぶりを承せていることを承ればわかるが，遠からずこ

うしたものとの併用によって片付くていの問題でああと

思う。ことに建材の方面では難燃，耐火性の問題にたる．

と，ちょっと目先がくらくなる感じである。価格は別と

して合成物においても真剣にこの問題と取り組んでいる

し，グラファイパーのごとき無機質は単に価格だけの問

題である。このような他産業の状勢をうかがいつつ本質

利用の立場から考えると将来合成物との鏡合，あるいは

併用の段階においていろいろとむずかしい問題が予想さ

れる。特に経済のことになると容易でない。利用上の分

化が進むにしたがい木質の化学的な職成を考慮せずには

材質の改善は考えられなくなって来る。

従来は物理的材質を追究する技術者と化学的組成をき

わめるものとが，およそ関連なく行なわれる傾向であっ

た。もちろんそれぞれの分野の堀り下げも必要である。

しかし今後は両者を兼ねたというか，密接な関連を求め

る分野に力を注がねばならないのではないだろうか。事

実すでに産業界にはこのような要望が非常に高まって来

つつある、民間産業方面からの声を林野庁研究普及課が

整理された，なかなか有益なアンケートがあるので，そ

の一部を少し紹介して象ることにする。

国立研究機関（木材化学担当）に対する

民間化学工業界の要望

木材化学技術の発展分化がはげしいたあ，総合的な状

況把握はなかなか容易でない。たとえば紙パルプ工業と

一口にいうが,その技術的な問題ほほなばだ複雑である。

戦前針葉樹からのSPとGPでこと足りた時代と比べる

とおよそ別世界の観がある。今は原木，製造法，製品の

組承合せとなって，いうなれば多元高次方程式の解を求

めるに近いような感じである。それだけ庭木材化学の研

は夢想の域にあった化学物質がこれから作られる。す

でにわれわれの身辺にあるプラスチック製品を侭じめ，

合板，パーテイクルファイバーボード類と併用して木材

質の欠点をおぎないつつ利用の分野を広めつつある。現

在のところ石油侭まだその大部分がエネルギー源である

が，これが原子力等によっておきかえられ，塑型的な利

用面に転換する傾向がうかがえる。木材は従来からその

価格が他の物よりも安価であることが第1の特徴であっ

た。その第2は適当な弾性と強度と，適当な吸湿性を有

する優れた性質であると思われる。この吸湿性徹長所で

あると同時にまた大きな欠点でもある。しかしこのよう

な特徴は必ずしもまねられないことではない。たとえば

締にかわるビニール・アセテートのように,である｡しか

もこれなどは衣料品のデリケートな問題のたあに非常に

長い年数を要したのであるが，単なる板とか塑型物とな

ると割合に簡単かも知れない。たとえば建材の用途をゑ

るとそれほど強度の必要な部分ばかりではない。蓑たむ

ずかしい弾性や吸湿性の特徴も高分子化学技術の進歩か

らして,不可能というほどのものではない｡大胆にいえば

10年の年月をもってすれば，達成できそうである。そう

すると，若干急いだ結論にはなるが，残るところは価格

が安いのが木材の唯一の特徴であることになる。需要溝

造の複雑さと好承の問題になると，なかなか簡単ではな

いが,ここでは実用性についての承触れることにする｡さ

て現在プラスチック板が木の数倍の値段であるが量産や

改善につれてプラスチックの値段がだんだんと木材のそ

れに近づいてくる｡ところで原木の値段には限度があり，

土地および労働の生産性向上のたてまえからすれば，む

しろ価格をあげたいくらいである。だとすると木材質の

本来の特性を向上改善する方向に進むことが本命の仕事

のように思われるがいかがなものであろうか。しかしな

がらこれは実際問題となると非常にむずかしい。つ重り

木材は天然のままの加工で価格の優位を保っているので

あって,ひとたび本質的な改善をするとなると,不可能で

はないとしても，木材の原価が安いだけに，もしかりに

二，三工程を要するとすれば，もはや木材質にこだわら

ず石油化学から出発する方がむしろ安くなるかもしれな

い。木材質はグルコース六員環の長い鎖の束がリグニ

ン，ヘミセルロースで固められたものである。したがっ

て木質の改善には，およそとるべき手法に限度がある。

それに比べて合成物はその攪核単位の鱗成が自由であ

る。つまり用途に応じて，いかようにでも選択すること

ができる。有機合成工業の特徴は腫路を克服して自由選

択をするところにあるといえる。こうしたことを裏がえ

しに考えると，木材の天然の良い性質は，いかようにも
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究侭その方向づけがちょっと他に類例のない程むずかし

い問題となる。特性の異なった木からパルプとしこれを

人絹，新聞紙，段ボール板抵，包装紙，印刷紙，ファイ

バー・ボードのごとく種々のものに加工する。近頃はこ

れに難燃性をあたえることも考えなければならない。前
述した林野庁研究普及課によって集められたアンケート

(1960.10.民間におけ為木材成分の利用に関する試験研

究と要望課題）は第一次工業からの回答を整理したもの

である。これをみると内容の複雑さがやや理解できると

思う。このうちから国立機関への要望という項をピック

アップしてみたい。次のものはある中京地区のファイバ

ーボード会社からの要望事項である。

1．木材中に拡散惨透する液体の機構

3．木質材料の熱処理による材質の変化，特に薬品併

用による効果

4．木材燃焼の機構とその防止に関する研究

7．木質材料の微細構造と挙動の機構（項目2，5，

6は割愛）

これらの問題はわれわれのところですでに取り組んで

いる課題であるが，どの項目も広範な内容を含んでい

る。今回はアンケートに選んだ対象がかなり大きな企業

体であったから，こうした基本的な項目があげられたの
であろう。元来注文を出すことはやさしいが，自分でや

る段階になると項目のどれ一つをみてもやさしいもので
はない。

東北地方のハードボードエ場の要望に次のようなのが
ある。

8．ハードポード製造のさい，ヘミセル戸一スの受け

持つ役割

へミセルロースは紙，シート類の製造時においてセン

イの接着剤のような役割をほたすということは常識とな
っている。しかし一方ではそのヘミセルロースが存在す

るために製品の吸湿性が強くて不適格品が出やすい事実
もある。ヘミセルロースはその化学的組成は複雑である
が，大別すると加水分解をうけやすいA部分と，しから
ざるB部分があるように思う。ボードの製造にあたりこ

れらが有効なのか有害なのか，またその影響の度合につ

いて基本的な研究を願いたい。というのである。

この文章は若干筆者が意訳したものであるが要点は変
えていないつもりである。

ヘミセル戸一ス朧木材質並びに成分利用上非常に大き

な役割をうけもつことば今さらいうまでもない。三大柵
伽分のどれについてもいえることであ為が，この種の
研究のむずかしさには次のような原因がある。すなわち
木質の中にあるままのものと，取り出したものがともに

変質することである。残存するセンイの方も，その処理

のために変化する。それ故成分の一つを抜き出した結果

生ずる変異について，これを直ちに抜き出されたものの

性質であると断定することは危険である。この項目のご
○

とくヘミセルロースの抜き出される処理段階では材中の

リグニンにも変異が起こっている筈である。これを無視

すると大きな誤りにおちいることにもなりかねない。こ

ういうと，そのような学問ともいえる研究にのみ走らな

いで，ともかくヘミセルロースを抜いて良い板ができる

なら,それでいいではないかという人もあると思う｡一応

もっともである。しかし，もしもこういうやりかたで．

U.S.Aが原子爆弾の製造をしていたとしたら，詣そらく

アメリカ大陸の一部は霧となって飛んでいるかも知れな

い－ちと大げさないい方であるが。さてヘミセル戸一

スを抜いてしまった板と大部分残している板とでは，か

なり区分の違う板である。リグニンについていえば，こ

れを抜けば重包装紙とか上級紙となり,GPだけでは新
聞紙にもなりがたい。このように化学成分の影響する例

はいくらもある。カラマツの蓄職は将来かなり増えるで

あろうが，そのときにはヘミセルロースの問題がクロー

ズアップされるにちがいない。私がそのことを少しく強

調すると反論めいた声も聞えるのはなかなか興味深い。

つまり北海道ではすでにカラマツの小径木をパルプ会社
がよろこんで買っているというのである。カラマツ自体

のセンイは悪くないのであるから広潤封センイの補強用

には立派に役立つし，広葉樹にはおよばないが歩留りも
がまんできないこともない。カラマツは化学工業原料と
しては非常に興味のある木であり，私は決して駄目な木
であるとは思っていない。ただアカマツと同じに売れる

と考えてはならないというだけである。要は主要木とし

て使いこなすまでに準備が必要なこと態認識する必要が
ある。

9．木材化学の立場より見た本邦産各原木の用途に応
じた適性試験の結果を集めて便覧をつくること（北

部のパルプ会社）

従来各原木別の木材分祈のデータは西田博士等の文献
があり比較的よく整備されているがパルプ化の難易”漂
白の難易等については奥野氏等の簡単な分類瀞あるの桑
である。ましてや各パルプ化方法に対するそれぞれの原
木の適性，紙強度，叩解の挙動，ビスコース適性，スラ
リー適性等についてはほとんど総合されて龍らない。こ

れらは各パルプ，製紙会社の研究磯関などが自己の必要
にせまられて小範囲の調査研究をしているにすぎない

が，これを集大成するのほ，やはり国公立のしかるべき
研究機関がイニシャティブを取って広くデータを集め，

《
？

◇

型巳

a

句

″
０

－33－



林業技術の将来の展望

足らざるをおぎないつつ行なうべきものと思う。
（以上が会社の説明文）

この意見は私が前含から各方面に意見具申していたこ
とと同じであって全面的に賛成したい。ただしこれを国
立なりの機関の実動だけで行なうことは人員，予算，技
術分野の広さ等のことからほとんど現状では不可能に近
い。原文ではイニ,シヤティブをとるとしているからその
ことをよく承知されていると思う。わが国の将来の育
林，育種の基本方針をぎめる上にも，この問題はもっと
も基本的な，ゆるがせにできないことがらである。民間
会社の社内の風習として自己の費用で研究したものは社
外に公表することにはいろいろとむつかしいであろう
が，われわれも大いに努力することを約束するとともに
民間の方でも積局的に協力をしてほしいと思う。現在の
問題点は公表できなくても，すぎ去ったデータで記録を
のこし集大成すれば大いに役立つことが多をある筈であ
る。これを伏せておけば社内の古文書になってうもれて
しまう。まことに惜しいことである。次に要望というよ
り軽い意見：

10．興味ある問題

('r)L心材セルロースの反応性
（戸）パルプ廃液の微生物学的利用
（ハ）リグニンの性状と利用法
（二）ソルブル・ベースの蒸解法

（ホ）紙のレオ戸ジーと化学工学的検討（以上原文
のまま）

もちろんこのうちどれを取っても，比重をつけ難い重要
な課題である。このうちには永年民間企業で研究を進め
ている問題が多い。それにもかかわらず課題提供がある
のは，技術の発展には，もうよろしいとピーリ雲一ドを
うつことはあり得ないということである。第11項以下
の木材糖化，リグニン等への細かい要望については触れ
るよゅうがないが，それらの要望をながめて，考えさせ
られることがある。それは，原木適性のような基本的と

いうか，原木に密着した性質をしらべる場合にしても研
究を一次加工だけの線でとどめるやり方では，そのデー

タは表面的なものになりがちである。ここが組識的な研
究方針の企画のむずかしいところであろう。日本では同
じことを永く続ける方がなんというか，「えらい」と考
えているような承かたがあるような気がする－私見で
あるが－もちろん専門の枠があるにしても,U.S.A

あたりでば，ある期限で仕事を片付けて活発にテーマを

変えているらしい。これには予算とか個人の専門の幅の
広さとかいろいろの要素があるので一概に朧いえない。
紙面がつきたが，いつも同じような「てまえみそ」を
述べるよりも活きた民間の声をひろいあげながらひごろ
の愚見の一端を述べた。終りに論旨が題目とだいぶんず
れたことをおわびする。（林業試験場林電上学部長）
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技
術
は
経
営
規
模
、
経
営
内
容
と
関
連
し
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
規
模
、
内
容
３４

が
技
術
の
発
達
を
阻
ん
で
い
る
場
合
も
多
い
。

農
業
に
お
け
る
品
種
改
良
、
土
地
改
良
、
施
肥
方
法
の
発
達
等
は
、
経
営
規
模
、
生
一

産
手
段
等
を
か
え
ず
に
土
地
生
産
力
を
商
め
る
技
術
で
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
与
え
ら
れ

た
枠
内
の
技
術
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
そ
れ
以
上
の
発
展
は
望
め
ず
、
現
在
で

ば
所
有
規
模
、
生
産
手
段
を
か
え
て
労
働
生
産
力
を
高
め
る
方
向
に
向
っ
て
い
る
。
そ

れ
が
艇
業
に
お
け
る
協
業
形
態
や
、
機
械
化
と
な
っ
て
現
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

林
業
に
お
い
て
は
、
従
来
技
術
の
発
展
が
遅
れ
て
い
た
、
と
は
よ
く
い
わ
れ
る
。
中

に
は
神
武
以
来
進
歩
な
し
、
な
ど
と
オ
ー
バ
ー
な
表
現
を
す
る
人
も
い
る
。
も
ち
ろ
ん

▽
わ
れ
わ
れ
は
か
か
る
表
現
に
同
意
す
る
も
の
で
は
な
い
。
育
苗
、
造
林
、
造
材
、
集
運

材
、
保
護
等
の
各
技
術
に
つ
い
て
健
戦
後
に
お
い
て
著
し
く
進
歩
し
た
こ
と
は
等
し

く
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
林
業
技
術
に
お
い
て
も
、
農
業
技
術
が
そ
う

で
あ
っ
た
よ
う
に
、
個
煮
の
技
術
、
部
分
的
技
術
の
発
達
は
あ
っ
た
が
、
体
系
と
し
て

の
技
術
に
は
欠
け
て
お
っ
た
こ
と
は
い
な
め
な
い
。
そ
の
辰
大
の
原
因
は
、
ど
う
ゆ
う

生
産
物
を
作
る
の
か
目
的
物
が
は
っ
き
り
し
な
い
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

目
的
物
を
三
十
年
で
伐
っ
て
も
三
十
五
年
で
伐
っ
て
も
、
か
ま
わ
な
い
と
い
う
よ
う
な

経
営
は
、
経
営
で
は
な
く
財
産
保
持
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
一
本
の
材
が
各
種

の
州
途
に
供
せ
ら
れ
る
と
い
う
林
木
の
も
つ
用
途
に
対
ず
る
融
通
性
、
多
橡
性
が
、
こ

う
し
た
現
象
を
生
む
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
林
業
技
術
の
発
達
の
た
め
に

は
、
林
産
物
の
需
給
織
造
と
そ
れ
に
対
応
す
る
目
的
生
産
体
制
が
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。
（
Ｒ
生
）
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を優先的にとり上げる，またはそういうテーマに現実の

問題をしぼることが必然的に要請されるからである。こ

のことの善し悪しは別として，これがわが国の現状であ

るのだから仕方がない。かくてしぼった問題について，

人と金を集中して能率の高度化をはかることが必要とな

る。共同研究体制の確立もまたこの手段に外ならない。

一時的な予備試験は別として，共同研究のためには，十

分な時間とそれが行なわれ易い環境をつくることが研究

管理の主な仕事であろう。また林業のように生産に長期

を要するものにあっては，産業・行政が問題としだして

からでは遅きに失するばあいが多い。いつも試験研究

が，産業・行政に引きずり廻わされる恰好では困る。む

しろ試験研究が産業・行政の背後にあって，その推進役

を果たすことが望ましい。それにはどうすればよいか。

そのためには研究者が協議してあらかじめ将来の問題点

を洞察する，少なくとも見当をつける。それを共同で究

明する。このような過程を繰り返えすことによって,･林

業試験が真に産業・行政に寄与する成果を生むのであ

る。と考えることも年頭における希望であり，夢である

のかも知れない。（林業試験場北海道支場長）

新 春随想
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新春随想としては妙な題であるが，新らしい年に際し

てとなると，いくつになっても，さて今年はと考えなお

すのが普通である。自分は林業試験場に勤めているので

あるから，自然とこんな題になるのだと自ら慰めたので

ある。

さて林業試験とは，とひらき直るとなかなかむずかし

いことになるが，要は林業を行なうに必要な問題点の追

及であり，また追及結果の総合であるといえるだろう。

そこで自分は，これに二つの行き方があると考えたい。

その一つは個人研究的なものであり，他の一つは共同研

究的な行き方である。だからこの両方に共通的な点ほ林

業試験が実践的研究であるということである。このぱあ

い現実の現象室たは事実から提起される数多くの問題の

中から，いかにテーマを設定し，いかに産業あるいは行

政に役立つ研究にまとめ上げるかという点に方向づけが

ある。ここでこの二つのあり方を考えて承よう。

1．個人研究の出発と発展，これば多くの場合，研究

者のウィジョン（直観的洞察）に田発し，概念化を経て

イデー（法則性の探究）に終ることを望むに違いない。

すなわち，この過程においては，具体的な諸命題ない

し，諸論理にまで体系化しようとする努力がなされるの

であって，この限りにおいては，研究の自由と思想の自

由とが，環境として要求されるのである。

2．研究機関の研究，すなわち共同研究による成果の

期待。前の個人研究の場合は，大学の研究室と相似通

ようのであるが，研究機関としての研究となる，と個人

の研究にある程度の制約が生じるのは止むを得ない。そ

れは限られた人数と予算で産業・行政に寄与するテーマ

あ

大雪営林署

蓑田 茂

北海道の屋根，それは石狩と十勝の両国にまたがる大

火山群･－大雪山連峰であることは余りにも有名であ

る。首峰旭岳ば海抜2,290mで北海道最高の山である。

その北東に熊の岳，北に比布岳，永山岳，愛別岳，中央

火口の北に北鎮岳，凌雲岳，黒岳，東側に烏帽子岳，赤

岳，南東に白雲岳，南に北海岳，西南部に十勝岳がそび

えている。いずれも，海抜2,000mを越える高山で，こ

れらをつなぐ°ところは，一大高原を形づくり，火口湖を

う糸，温泉を湧出せしめ，また湿原をひろげ，そこには

目も髄めるようなお花畑に高山植物が咲き乱れている。

大雪連山の頂上付近は，岩間でなくナキウサギ，世界的

に珍重視されているウスバキチョウ，アサヒヒョウモン

を筆頭とする高山蝶など文字通り貴重な学術資料で一杯

である。大面積に成立する森林を第一の対象として，こ

の地域が大雪山国立公園として天下に君臨していること

は衆知の通りである。

あの15号台風の際は，被害の中心地となり，風倒被

害の大半がこの地域に集約され，ために景観を大きく変

化するとともに，従来よりさらに広く広く多くの耳目を

集めることとなったのである。旭川営林局管内では，層

雲峡を中心として上川営林署が，この地域に面積およ

』コニ
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ひしめきあっているといった方が適当かも知れない。

それだけに農業への体質改善の要請は強く，またそれ

だけに林野への関心は高まっている。民有林は約21万

町歩あるが，奥地林あり，部落有林あり，また大地主所

有の山林もあるが特に里山薪炭林が多い。それに本県農

政の悲願である畑作営農改善が複合して，いわば今脚光

をあびている農林漁業基本問題の典型的な縮図をかかえ

ているといって過言ではあるまい。

林業の基本問題の基本対策は，すべて農業（社会）と

きりはなして考えられない。今後これらに対する具体的

な行政指導なり，助成制度なり，投融資制度が遂次，中

央において具体化されることになるが，ここで一番大切

なことは地方において，それぞれの地方の現況に立っ

て，具体的な検討を行なって，やれる所から実行推進す

る意欲を持つことであろう。

われわれの身辺のことがらでも，基本的な事項になる

と中央において解決されねばならぬことが大半であろ

う。したがって従来から地方においては，自然的に中央

依存主義になり勝ちであり，その結果地方においては，

改善と振興への情熱に欠くるところがありはしないかと

懸念するものである。そこに民有林業発展に対して一番

大きい|聡路があるような気がする。

民有林担当の地方職員に活気横溢した刷新された雰囲

気を作るためには，現在行なわれている国との交流人事

を，さらに拡大すると共に，他県との交流人事を一部開

かるべきではなかろうか。長崎でも旧制高専卒が30名

も勤務しているが，各都道府県も大同小異であろう。人

の問題だけに具現については至難の事柄であろうが，い

ずれも民有林業振興上貴重な人材だけに，特に戦後の国

有林の人員補充の現況から象て，この不均衡の是正は遂

次改めるべきであろう。

本県では旧年から部落有林と大森林所有者の個別経営

調査を行なっているが，今年こそ低位生産林地のまま放

任されている部落有林，大地主山林，農家経営林に対す

る造林推進対策を抜本的に推進したい。従来ともすれ

ば，これらに対する造林，林道，普及推進施策が一律的

に取扱われ勝であり，補助金政策の上で，従来からの惰

性に流されているのが現地の姿ではあるまいか。この惰

性から脱皮するためには，公有林野，部落有林野，大森

林所有者の林野と，一般の零細な農家経営林と分けた考

え方で，あらゆる施策を推進すべきである。普及事業ほ

従来の穀から脱皮して，個別経営指導に徹したい。そし

て農家の側からゑた農家経営林のあり方，および協業化

等についてさらに具体的な対策について研究したい。

（長崎県林務課長）

そ83,000haを管箒していたのである。生産力増強の線

にそって，8月1日，この上川営林署は，ほぼ層雲峡を

境として大雪営林署と上川営林署に分けられ，新設の大

雪営林署はうち,44,000haを管縮することとなった。

そして，開庁式が8月1日挙行されたのであるが，私

が旭川に着任したのは7月24日で公式行事の第1号とい

うことになった。

ところで，大雪営林署とは，「タイセツ営林署」と呼

ぶのか，それとも「ダイセツ営林署」と読むのかわから

ないので早速質問第1号を発して，そこですつかりビッ

クリさせられたのである。

というのは，それは「タイセツ」ともいいまた「ダイ

セツ」とも読蕊，どちらが正しいかわからないというの

である。厚生省国立公園では「ダイセツ」と図面などに

も振仮名が付けられていて「ダイセツ国立公園」という

のが正しいというのである。ところが国鉄では，急行大

雪に,TAISETSUという戸一マ字が書かれていて，

「激イセツ」が正しい読承であるというのである。

翌日に控えた大雪営林署の開庁式に果して「タイセ

ツ」というべきか，あるいは，「ダイセツ」と読むべき

か，全く困り果てたのである。滝沢事業部長は，すでに

昭和31年12月に，北海道新|瑚旭川支局主催にかかる

「大雪山横断道路を語る」という座談会の席上天野某小

学校長からの提案で，まず大雪の読承は「タイセツ」か

それとも「ダイセツ」かから決めてゆこうということで

大諭譲が交わされたが，ついに結論は得られなかったと

いうのである。

そして，私は開庁式の当日を迎えた。野田上川町長に

会って意見を求めたところ氏は直ちに，「どちらが本当

であったとしても，大部分のみなさんはタイセツと呼ぶ

ようになりますよ」というので睦)つた。この鶴の一声

に，私は「タイセツ」営林署と読承あげたのであるが，

果してどちらが正Lいのやら今もってわからない。

（旭川営林局長）

、
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長崎に思う み

木村晴
士
ロ

巳

単位面讃当りの人口密度の大きさに鎧いて長崎県は全

国都道府県のうち8番目であることは案外知られていな

い。人口の少ない対馬・五島の大きな離島を含承なが

ら。すなわち半島・島しょ部に寮たがる海岸線の長さは

全国一であり，この海岸線にそったせまい耕地に人口が

－36－



新春随想

たったのに対して林業構造問題はいうなれば付随的に与

えられた意識として論じられているかの観があり，悲観

的なことではあるが，このような現実を直視しなければ

国有林公有林等を単に払下げ，あるいは利用権を設置し

てある程度の経営規模をもたしてもよい結果は生じない

のではなかろうか。

ことにわが国の林業が一方には莫大なるウエイトを占

める国有林があり，大山林所有者あり，また会社特にパ

ルプ資本の会社有林の存在がある反面，多くの零細な農

家林と規模的に雑居しており，また，森林は国土の保全

をも使命としなければならない。非常に複雑な織造性格

からして，これらをいかに有機的に関連せしめ施業を方

向づけてゆくか山頂へ辿りつく道は全く嶮しい°

ここで林業にたずさわるわれわれとして，さらに考え

なければならないことは，たんに林業政策面のみの問題

に論議されるのではなく広い視野に立って林業をみつめ

ることが必要である。たとえ林業地であっても国民の憩

の場として道路を整備したり，ホステルを設置すること

などにより，その林業地の成果も一段と挙げるようにな

ろうし，農業においても米穀偏重から園芸蓄産振興への

転換は当然とも思われるので森林であっても果樹園に蓄

産に適する土地なれば，これに転用することが農家の生

活に一番密着し農家経済の向上に役立つのではなかろう

か。

農家経営さらにそれに付随しておるともいわれる林業

経営も結局は，その地域の産業経済から離れて営董れる

ものではなく要は森林のもつ機能を最も有意義な利用目

的にそって活用することが必要なことではあるまいか。

林業人も「井の中の蛙」のように狭い量見であっては

ならない。林業人であるが故に自責自戒してあえて放言

する次第である。

新春にあたり林業人諸氏のご健斗を祈ってやまない。

「憎くして叩くにあらず竹の雪」

（広島県林務部長）

新春放 言

長井英照

昭和36年，年ほ改まり産業は原子力にオートメーシ

ョンと，近年科学技術の進歩はまことにめまく・るしく，

また，経済成長率も著しく上昇している。

しかし，戦後の虚脱状態から脱して世相もすべて安定

した感のある今日においても産業構造を深く分析してふ

ると，まだまだこれから解決されなければならない多く

の問題が残っている。すなわち，第一次産業と第二ない

し第三次産業の所得格差はますます著しく，食糧問題に

してもこれ霞で米の増産が大きな掛声であったが，幾地

改良・早期栽培・農薬の普及・技術の向上により米の豊

作は平年作とまでいわれるにいたりながら，なお，農村

人口の過剰，琳細耕地という日本農業の特質的瀧造は農

業所得拡大による経営近代化を大きく阻承，このため昨

年幾林漁業雄本間題調査会により今後の農業のあり方が

農業埜本法制定を根幹として方向転換されるべく答申さ

れたことは周知のとおりである。

林業では当面，生産量の増大が最太の課題であり艇業

以上に複雑な機造体形からして織造改善施策が徹底して

進められるべきであろうが，この場合生産の増大と所得

向上を考えるにあたって，家族的自立経営林家を育成し

てその所得増大をはかるか，生産増大を中心としての大

経営林業や，国・公有林を振興してゆくのか，どちらに

重点をおくかによって稚造政策も大きな変りを承せるで

あろう。答申によると家族経営的林業の拡大合理化と，

大規模林業の生産性向上と妥協的に両方の立場がとりあ

げられており林業経営のにない手として家族的経営は，

森林の規模を1戸当り少なくとも20ヘクダール以上，

農業と兼業の場合でも普通10ヘクタール以上少なくと

も5ヘクタール以上が望ましいとされておる。もちろん

ある程度の経営規模を有しなければ合理的な経営が行な

われないことはうなずけるが，ここでわれわれ林業人が

櫛造施策を論ずるにあたって忘れてならないことは，林

業に対する経営観念が森林所有者に渉透しているかいな

いか現実を十分直視しなければならないということであ

る。現在でもある程度の所有規模を有しておりながらも

うまく経営されていないものもあり，林業経営は農業に

対する経営以上に経営意識が乏しいといっても過言では

あるまい。否むしろその考え方さえ，もちあわせぬの

が，一般的な実情ではなかろうか。農業構造問題が経営

意識の行き詰りから発展して国民の間に論ぜられるにい

ユー

心

｡

ー

林業のPR倍加運動
４
１

太 郎細
■

新年あけましておめでとうございます。

昭和36年の新年の酒にいささか酩酊して随想を書き

ならべます。

林業政策が，民衆と直接つながる地点，そこに私ども

が立っています。発電所から送られて来た電流が，家禽

の蝿球を灯すためにほ電線を連がねばならない。その配

－37－
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電工事の仕事が地方庁の湛どもの仕事のようです。とこ

ろが民有林の指導行政の仕事たるや，まことに複雑怪

奇。そのものズバリをシャアシャアといってのける畏

友，岡島呉郎君（茨城県農林部）は，

『御料林は，算術。国有林はまあ代数といったと.ころ。

局によっては解析幾何が入る程度。民有林行政ともなれ

ば全く微分，積分の領域だ｡』

と喝破しています。この『微積分』で表現される民有林

行政の複雑難解さは，行政の対象の人種が多くて広い，

ということに尽きるようです。

対象の人種が，バラエティに富象，ピンからキリまで

含まれてるというのは，県庁内部の幹部，県会議員さん

から炭焼きの爺ちゃん。さては，空気銃を使いたい少年

までが仕事の相手になるという訳です。

林業政簸が民衆と接触する配電線を連ぎ，コンセント

をつけても，スイッチをひねらない民衆には，余ほどの

PRが必要となります。一般の民衆だけに限らず，県会

議員さんや，県庁主脳部あたりにも林業政策のPRが今

寮で足りなかったことを痛感し霞す。

予算を握っている人，議会で質問する議員，町村長さ

ん，森林所有者。このような人たちが林業経営をよく理

解し，林業政漿に大いに関心を持ってくれる所は，林野

庁という大発電所を控え，町凌は僅々と明るいのです

が，コードの差し込象も理解しない人の多い所は，新し

い時代の林業政策が送電されて来ても，何の意味もあり

ません。高圧線の下の民家がランプを常用しているよう

なものです。

口先だけでなしに本心から林業経営を理解する人が多

い府県が，其の意味の林業県といえるのでしょう。この

ような考え方による林業県は全国にいくつ位あるでしょ

うか。

隣接町村が国有林の払い下げを受けたので，自分の町

も貰わにや損だと相談に来る町長さんの大半は，営林局

と営林署の区別もできないというのほどうしたことだろ

う。

国有林の真中を通る観光道路を作れ，と県の林道係に

電話をかけてくる議員さんもいる世界です。

これらの人公に対して林業をPRすることを怠っては

なり寮せん。毎日毎日が，会議がすべてPRの場にな

り，会議のあとの酒の席も，林業のPRの機会であるこ

とにちがいないようです。さらに，酒に酊っても，林業

政策のクダを巻くのがよろしいのでしょう。

かくて，林業経営についてのPRが徹底して来たなら

ば民有林の姿は，めきめきと改善されて行く事と信じま

す。（栃木県林務部長）

もつと東南アジアに一

塩谷 勉

先日電車の中で，フィリッピンから帰ったばかりの同

僚の某教授と隣り合わせた。FAO(国連食湿農業機構）

のアジア地区農業経営研修会の識師として，1カ月侭ど

いた間の感想という中に，次のような一節があった。

「東南アジアの国女が，学問や技術の分野で日本に指

導を求めているその熱意は大きい。わたくしの英語の拙

い表現の中から，何とかして日本の研究をく象とろうと

努力していた｡」

彼等の語学の力はわれわれの比ではなく，欧米との交

かんも相互の発表もスムースに行なわれるのに，語学の

障壁の大きく立ちばだかつている日本からあえて求めよ

うとしている。それは日本が彼らよりも一歩ないし数歩

先んじているからである。もつとも，進んでいるという

点では，欧米諸国も日本に劣るものではないし，ことに

アメリカは，その豊かな資金をもって，沢山の東南アジ

ア人に留学や視察の機会を与えた。しかしアメリカで学

んだものは，経営規模から環境諸条件など全く異る自国

にはあてはまらないことが分ってきた。東南アジア的環

境の中に生まれ，育った，日本の技術や学問なら彼らに

身近に役立つ。しかし日本はアメリカのような好条件

で，招き寄せて勉強させてはくれないという訳である。

国連の各機関は，未開発，低開発国として東南アジア

の農林漁業に関する技術的経済的な改善を心がけている

ようだが，どうもまだ実態がわかりかけてきたという程

度を出ないようである。戦前の植民地的な構想でやるな

ら，問題は簡単であるが，それぞれが独立国を成してい

るのでかえってむずかしいであろう。

それにしても東南アジア経済産業の進展を図るのに，

白色の欧米人があれこれ世話を焼き，東洋人の場合は南

方の人達が主になって働いている。リーダーシップをと

ってよい筈の日本が，存外引込承がちなの憾歯痒いこと

である。指導的な人物にこと欠くとほ思えない。共通語

である英語に，日本人が弱いということは大きな原因で

あろう。河川工学や水資源問題でお馴染の安芸鮫一博士

が，先般エカフエ（国連アジア極東経済委員会）の治水

水利開発局長になったのなどは,出色の部類に属する。

林業の分野にしぼって象ても，戦後の東南アジアと本

格的に取り組んだ人は，寡聞にして思い浮ばない（バン

コックにあるFAOのアジア極東地方事務所に，わが林

学出の那須敏郎氏が勤務されていることは存外知らない

《
）
必
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人が多かろう)。商社あたりが日本のために木材資源を
求める目的で，各地の実情調査などに歩くことは，それ
として意味がある。学術調査や探険もよかろう。しかし
後進各国自体の林業の発展と民生の伸長のためになるこ

とを第一義として，われわれの持つ知識や技術を役立て
ていけたら，どんなに張合いのあることだろう。

林業人も最近は，ひと頃のアメリカブームから，欧州
方面に足を伸ばす者がふえた。しかしお膝下の東南アジ

ア地方には，どんな国盈があるのかさえ知らぬ人が多
い。今年はわれわれ林業人の関心が，もつと東南アジア
に向けらるべきである。（九州大学教授）

「そうですね，適量は180Cc位ですが，上限の量は2
ガ戸ソ位いきますかな」なんて，放言しても，今年から
は，換算をしないで，「メートル制の飲承方も，結構で
すな」といわれそうである。

建築関係は色盈な都合で，メートル制の実施が延びて
いる。補修材などは，従来通りの寸建てで，ここ当分は
やむを得ないが，厄介なことで，林産業者は，両建てで
ゆかなければならないわけだ。1合徳利に立方ccで酒
を注ぐ承たいなもので，全くやり切れない感じがする。
新春を期して，この建築関係の旧慣である「江戸間」
「京間」の規絡統一を推進してやがて，全部にゆきわた
る〆-1,ル制の実施室でに，なんとか一本建てにしたい・

ものである。この規格統一ができると，関西から東京へ
の移転も，建具を替えなくてもすみ《，膨大な木材のむだ
がなくなることにもなるし，仕向先によって，ばらばら
に挽く手数もはぶけ，メートル制の本来の姿になるわけ
だ｡若い次代を背負う木材屋さん方に期待するところ力星
大きい次第である。（青森営林局長）

酒量とメートル制
二
《

⑪

中 川久美雄

1961年新春から，林産物のすべてにわたって，メー

トル制が実施されることになった。

二尺上の上丸に乗って，筏流をした時代は昔のことだ

が’今年からは，尺上の呼称もなくなって，木材も，近

代I狗な粧いをしたような感じがする。

私はここ四・五年前から，酒量について，メートル制

をとって，「まあ一日本酒なら180ccですね。ビール

なら820cc,ウイスキーなら80cc,もつとも，銘柄に
よって,上下がありますよ」なんて，いささ汲自分な

がら「気陣だな」と思いながらも，通して来た。林産業
界の裳席などでは，木材屋さんたちから「どうも，ピン

と来ないね」「大酒家なのか，どうかもわからない｣なん

ていわれたものだ。これが私の作戦で，大いに飲むよう

にきこえる酒量準が，換算すると，愉けない酒量になっ

てしまうのである。高知のお正月に，銘酒「司牡丹」を

並べて，局長官舎に廻り番で詰めたことがある。何しろ

ガロン級の人達が，入れかわり立ちかわり，新年挨拶に

参上してくる風景は，高知の一特色で，女性の酒量も，
まさに日本一という感じをもったのであった。この土地

では，「私は’合位です」というと，いかにも，自分な

がら情けない気もするし，相手方の典をそいでしまうお

それもある。そこで,180|ccと大きな数字を，さも自信
ありげに放言すると，「ほう，大分いけますな」とわか

ったような顔で，御自身も満足して，快飲されるようで

あった。それ以来，私の酒量はメートル制である。

それが，新春からは，木材屋さん達に，すっかり，メ‘

－トル制力§行きとどいて，加えて商売上の関係から，私

共より，さらにくわしいことになると，私の酒量の呼び
方も，前述のとおりにゆかなくなる。

届1
－

回旋堂雑稿(2)

大倉精二

10年前勤め先まで毎朝歩いてかよった伊那段丘の道ば
たの電柱は，カラマツをまだかなり使っていて，そのね

じれ工合がひどく気になった。今ではスギや鉄塔に変
り，学生の不意討ちをおそれることもない。同時にねじ
れカラマツが機縁となって始めた樹幹の回旋現象のしら，
ベは，その原因まで判然したといえないのは残念である．
が，樹種，樹令，や樹幹の部位による変化の様子はほぼ
つか得承たような気がしている。

原則として樹種ごとに回旋方向が一定しているらしい
との認識は古く，デキャンドル以来の由である。しかし
一般にいってある現象が螺旋状を呈することには気がつ
いていても，それが左旋か右旋か，一定していないかに

ついての方向性まで注目していることは案外少ない。花
序，葉序の螺生は一定しない例である。だいたい左右と
いう表現の仕方はあいまいで見方によって逆にたり，憤
行が対象や地域によってちがう。ワイヤ画一プのS撚
り,Z撚りに従う方がよい。つまりS回旋,Z回旋であ
る。私の場合では前者が左旋，後者が右旋である。
理髪店の清板の赤いストリップは血管を意味するのだ

そうだが，心臓から大動脈の走る方向と同じでZ回旋で
ある。女たらしがゴンドラを漕ぎ室わるところを撮った
某映画によれば，水郷ベニスの船着場の杭は同様デザィ

垂

ロ

●
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つぎつぎと熱砂のなかへ吸い込室れて行く一駒はまさに

印象的であった。

前慨きが映画の解説になって申訳ないが，ものの価値

が欲望によって起こるという鉄則は，あらゆる学派の経

済学にとって共通の地盤をなすものである。ものが逼迫
した戦時，戦後の経済状態はどうであったか。戦線ほど

ではないにしろ，銃後でも金より物だった。金そのもの

には直接われわれの欲望を承たす何の力もない。品物な

ら何でも金で買える平和時だからこそ金がありがたがら

れるわけだ。

ところで般近よく木材は質より量の時代であるといわ

れる。木材の絶対量，いや正常な生産量（標準伐採量）

が需要をまかない切れそうもないわが国の現況ではその

声は当然かも知れない。用材は薪炭材と異なり，その用

途こそ移れ，全体としての需要量が将来ます童すふえる

であろうことを私も否定しない。木材の代用品ができて

も，それをカバーして余りある新しい木材使用の領域が

ひらけるであろうことは間違いないからである。ボリュ

ームの割合に値段の安い木材のことだからつぎつぎと新

しい舞台が考え出されるであろう。需給の関係からみ

て，だから木材を多量生産すべしという根本理念に反対

すべきなんの根拠もない。ただそれを強調するのあまり

木材の質は柵わないという論がいただきかねるのであ

る。終戦直後は家屋の不足がひどかった。木なら何でも

よかった。尾州産のヒノキに大金を出そうという人よ

り，節だらけのスギの生材でもよいから早く入手を望む

人の方が圧倒的に多かった。その結果早い話がスギ材と

．ヒノキ材との単価は接近して行った｡スギとヒノキとい

ずれが柱材として望ましいか。廊下に使た場合，どちら

の耐久力が強いかなどは林材に関係ない一般大衆でもよ
く承知している。1姥の上等のサツマイモよりもクズイ

モでも2kgの方を多くの人達が選んだのと同じ現象であ

る。しかし近年のように高い経済成長率を示す，恵まれ

た状況下では質は何でもよいという考え方は通用しなく

なった。すべての林業家がそうした考えで造林し，低伐

期をとるとしたら，わずかに残された大径の良質材がひ

く手あまたですごい値段で取引きされるに違いない。ペ

ニヤエ業の発達で大径材の生産の必要がなくなったと考

えるのは早計である。確かに大径材を昔ほど大量に生産

する必要はなくなったといえよう。しかしその必要が全

然なくなったと考えるのはとんでもないことだ。

ダイヤモンドは希少なために高価なのである。世界の

総額の9割を産する南アフリカのキンバーリ鉱山が相場

を堅持しているといって差支えなく，あすこで大量に放

出したら市価はいっぺんに下落するだろう。光に対する

ソであったが,,SZ両回旋であるらしい。松川さんから

頂だいした坂口酒先生箸"世界の酒〃にのっている(p.

83)鱸の都デンマークのその塔の絵は明らかにZ回旋で，

松川さんが注して〃ねじれは美である〃とある。この間

学生に注意された斜線意匠のネクタイはみなZ方向であ

る。家人が今あたっているファイバー・モスの炬燵かけ

はS方向の縞だ。このような類例はたくさんあるが，じ

よう談でなく螺旋構造と，その左右性に目の色を変えて

いる人達ば，細かいところでは高分子物理学者から，染

色体の概造を研究する遺伝学者から大きいところで旋風

の左巻き右巻きが気になる気象学者から，恐らくは星雲

の渦巻きを見ている天文学者までおられると思う。

近頃もっとも興味深かったのはカタツムリの穀の右巻

き左巻きを25カ年にわたって調べられた新潟大学の江

村教授の研究であった。同教授によれば，カタツムリで

は左巻(s)が例外的で〃どっかが左巻き〃という人達

と同じだということ。左巻きの現われる科，属，種ほ規

則性がないということ。そしてその現われ方に地域的な

変差があること◎江村教授がカタツムリで見たことは樹

木界でも原則的においてあまり変りがないと思われたの

である。もっとも世の中に充満している螺旋榊造の原因

が同じ原理に支配されていなければならぬ理由はないの

であって，同教授もなぜこのような現象が起るか理由は

わからぬとされた。（信州大学教授）

《
）
｜
＊
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昨秋，集中講義で信州大学へ赴いた。旅先で暇がある

とよく映画館をのぞくが，その時もふと足をふ承入れた

劇場では「空挺部隊」を上映していた。イタリア映画で

第2次大戦中の英伊戦線をうつしたものである。なかに

熱砂の塑壕でイタリアの兵士甲がジニースをラッパ飲み

している光議がでてくる。戦友か分隊長か，乙の兵士が

やって来てジニースを1缶分けてくれと10ポンド紙弊

を差出す。その前にその兵士は敵の装甲車から10ポン

ド紙弊の束を盗みとっていたのである。

ところが甲の兵士は10ポンド紙弊に一瞥もくれない。

1枚が2枚，2枚が10枚となり，ついには全部の札束

を出して乙は1口のジュースとの交換をせがむ。この時

甲は「ここでは札束を山と積んでも水一杯の価値すらな

い」と非情にもいいきったあと，黙って飲承かけのジュ

ース缶を乙に与える。乙の感謝のまなざしとむさぼるよ

うな液体への執念。それをよそに10ポンド紙弊が風で

碑

。
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これが完成して，生保内から玉川温泉をへて，花輪ま
で，ドライブウエイが連絡すれば，この辺りは秋田県と
いうよりも日本の一大観光地域となることは疑いないと
思います。

この自励車道の沿線はほとんど全部が国有林のブナの

樹海といってもよいほどで，道路の開設とともに急速に
これは緑の針葉樹造林地に変貌してゆくことと思われ，
想像するだけでも楽しくなって参ります。
温泉の湧くかたわらにさむざむと建っている今の木賃
宿は近代的な温泉宿にとってかわられ，かくて，夏山と
いわず，冬山といわず，登山客に賑う時代がくるのも，
そう遠い将来のことではないでしょう。

秋田といわず，東北は日本の後進地域だといわれてい
ます。資源に乏しく，米作以外は見るべき産業がなく,
貧困な地帯といわれていますが，それだけに観光行政に
今後大いに力こぶを入れ，観光資源の開発を重要施策と
しなければならないのではないでしょうか。いくら「十
和田八幡平国立公園」あるいは「朝日盤梯国立公園」な
どとすでに看板だけはもらっても，この玄までは国民の
慰安，厚生の場にはならないし，観光ブームも沸かない
でしょう。

立派な道路，清潔で，便利で，しかも大衆の好みにあ
う安くて快適な温泉旅館，こういう施設の完備をいそい
で，この面からも東北を開発すること，これが東北を後
進性から脱却せしめ，近代化させる重要施策の一つでは
ないでしょうか。この事業は東北開発会社の目論見書に
あったかしら，など考えながら，汗をグッショリかい
て，疲れた脚をひきづりながら生保内部落の静寂境「つ
るの湯温泉」に草鮭を脱いだことでした。

（秋田営林局長）

屈折率こそ高く，そのため宝石として珍重されるが，本

質はただの炭素にすぎず，大量に出回ったら価格は何百

分，いや何千分の一にも下りかねない。

さてここでとくに申し上げたいのは木材の質と量とは

必ずしも相容れない事象ではないということである。量
を強澗するものほ質など糞くらえの態度だし，質を尊ぶ
ものは量を黙殺する傾向があるが，両者は本来必然的に
逆行するのではなく，むしろ同時に指向さるべきもので
あることに思いを致すべきではなかろうか。紙幅をオー

バーしたからくわしくは書けぬが，ピヨレイがい象じく

もいったように将来の林業は「でき為だけ多鐘の木材を

生産する」ことと「できるだけ価値ある木材を生産す
る」ことを旨として経営されねばならない。何でもよ

い，木さえつくればといった甘い考え方の林業では自ら
を破滅の淵へ追い込む危険があると思う。

（京都大学教授）

一
《
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八幡平に登って

田中重五

｡

昭和25年林野庁勤務になってからの10年間という
ものは，山歩きとはまるで縁のない生活に終始しました
が，昨冬から始った秋田営林局勤務のおかげで，実に久
しぶりで山に親しむ稜会が与えられ，山官生活Q醍醐味

を満喫しています。

2月にはスキーで蔵王の頂上をきわめ，7月に朧夏山
で，八幡平から生保内の玉川流域を縦走し，さらに駒ケ
岳を踏破して岩手との県境に及びました。突然歩き出し
たわけなので果して堪えられるものかどうか出発前は自
信がなかったのですが，そこは昔とった杵柄というの
か，案外歩けたのには自分ながら感心した次第でした。
しかしそうはいっても，地下足袋をはいて，一日に急な

山坂の五塁半橇相当こたえました。

ところで，ゆくところ必ず明眉なる風光と，豊富なる

温泉の饗宴がまちうけ，秋田，山形山岳地帯の景観の素
晴らしさに感嘆し，いまさらのように認識を改めたもの
でした。

例えば，八幡平付近のブケの湯，御所掛温泉，玉川温
泉などの湧出の状況は，北海道の壁別，箱根，あるいは
九州の雲仙にも劣らず壮観で，毛漉峠，焼山などの雄大
な起伏をバックに，素晴らしい観光地帯をなしていま
す。

今，玉川流域に大規模な電源開発がすすめられてお
り，これに伴って自動車道の敬設が進行していますが，

今

新年おめでとう

小山軍之助

林業技術普及事業もやつと軌道に乗ったとき事業の基
本的政縦として林業技術革新がさらに一段と推進されよ
うとしていることば心から嬉しく感ずる一人である。
つたない経験と知識をふりしぼって林業家に呼びかけ
た10年は決して短いものでなかった。鐙近になってな
んとか曙光がみられるようになってきたのであるが，何
としても林業の特種性というか技術普及の効果がはっき
りしないのがはがゆくこれに従事する職員も，受ける林
業家もどこかものたりないものを感ずることはいなめな
い⑥

｡

●
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しかし好むと好まざるにかかわらず国民所得の倍増政

策によって他産業はどしどし伸びてゆく確率が高いが林
業は余程の努力をしない限りたちおくれる心配がある。
思い切った政策を強力に推進せねばならない。特に林

業技術の普及に格段の力をいれる必要がある。
林業の近代化すなわち育種肥培．機械化におし承な

き投資と技術の推進がなされる必要がある。今年こそそ
の手始めである。

林業家と手を握って堂々 の行進を始めよう。林業技術

協会が先頭になって力強く正禽堂灸の行進の指導を願う
こと切なるものがある。（群馬県林務部長）

というようなことはあり得ない。そこで，施業案や経営

案ではそれらの事態を予想して成林面秋を少なく見込む

とか，収櫻溌を内輪に見積るとかの方法で安全率を見込

んでいたのである。

だから，過去の施業案や経営案は，形式的にはともか

く，実質的には相当の安全率を見込んでいたわけであ

る。S先生が「経営案にば安全率がない」といわれたの

も，立案方式のなかに安全率の見込象かたが定められて

いないという意味で，実際の経営案に安全率が見込震れ

ていないという意味ではなかったと思うが，現在の国有

林の経営計画は，安全率の点で過去のものとは大いにそ

の内容が異っているように思う。

32年に経営規程が改正されて，蓄積調査にサンプリン

グ方式が採用されるようになってから，過去の積上げ方

式による蓄積見積りは過少であったとして，蓄積の増加

を計上しているものが多いようであるが，私にはそれが

サンプリング方式と積承上げ方式の差異によるものでは

なく，安全率の見込承かたの相異によるものであるよう

に思われてならない。伐期令にしても収穫股多の時期を

そのまま採用する現在の決定方法には，安全率を見込む

余地は縁とんど残されていない。造林成果の予測をする
にあたって，成林歩合を考慮するという点でば現在の経

営計画も従来とかわりほないが，収穫材讃については，

今後完全な保育が行なわれることを前提として，現実林
のそれよりもある程度上廻つたものを期待していること

に注意すべきである。さらに，現在の経営計画では将来

の体質改善（主として人工林の拡大）に伴う成長量の増
加を予想して当面の伐採量をきめるという，いわば成長

量の先食い方式をとっているが，これも過去の経営案で
は絶対に考えられなかったことである。

こう承てくると，現在の国有林の経営計画にはほとん

ど安全率が見込まれていないということができよう。そ
の意味で'S先生の言葉ほ，なんらの注釈もなしにその

まま国有林の経営計画にあてはまることになったような
気がする。

随想というには余りに理屈っぽい話になりすぎてしま

ったけれども，この厳粛な事実を広く一般の人に知って
いただきたいというのが私の真意である。

（函館営林局長）

林業の安全率
《
》
●浅川林三

私は，かつて京都大学名誉教授のS先生から「森林の

経営計画にば安全率を見込むことが考えられていない』
という話を聞いたことがある。なるほど，建物や橋梁な

どの設計にあたって，予想される荷重の大きさ，圧力の

強さなどに対し，2倍も3倍もの安全率を見込んでいる
ことから考えると，森林の経営計画を編成する場合に安
全率を見込むことになっていないのは，不思織といえば
不思議である。

しかし，実際問題としては森林の経営計画にも安全率

が見込まれていなかったわけではない。少なくとも経営
規程が改正される32年頃までの経営計画（経営案施
業案）には，いろいろの形で安全率が見込まれていたよ
うに思う。

その一つは蓄積の見積りについてである。木曾のヒノ

キ林では，たとえそれが毎木調査によるものであって
も，実際の調査結果から2割程度割引きしたものを蓄稜
として調査簿に計上するのが御料林時代からの憤例にな
っていたようであるが，その他のところでも程度の差こ

そあれ，調査結果からある程度割引きしたものを調査簿
に計上するのが常識となっていたようである。
その二は伐期令についてである。施業案と呼ばれてい

た頃の計画を見ると，計算上の伐採適期に安全率の意味
で若干の年数を加算して伐期令を決定しているものが多
い。経営案時代になってからは安全率ということでなし

に，「利用価値を考慮する」という理由のもとに，計算
上の伐採適期に若干年数を加算して伐期齢を決定してい

るものが多い，が説明はどうあろうと実質的には安全率
を見込んだのと同じ結果になっている。

その三は造林成果の予測についてである。造林地が
100％成林して，しかもその全部が十分な成長を遂げる

＆
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森 林景観小考

館脇操

もし日本の国土を世界風景のオリンピックに登場させ

たら，絶対にいくつかのメダノレを獲得するであろう。部
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新春随想

分部分は別として，国土全体を概観すると，世界にもこ

のくらい美しいところは少ないと思う。しかもこの美し

さは，森林に左右されるところがはなはだ大きい。森林

美は森林自体の承で椛成されるばかりでなく，山岳，渓

谷，海岸，原野などそれぞれとの組合わせもあり，時に

神社や仏閣，あるいは都市または田圃とのモザイック式

組合わせもあろう。高きに立てば，およそ視野のおよぶ

限り，森林の姿のない景観というものほ，ほとんどあり

得ない。さればわが国の森林は環境に対し，その存在が

実に大きく評価されなければならない。

緯度と高度により亜熱帯から寒帯にわたるわが国の森

林衆観は，世界温帯でも最も豊富な種類を有し，面較に

対する群落の多様性は世界でもユニークな形相を有して

いる。しかも色調の多彩性から見ても，日本の森林は実

にすばらしい。国土四季の色感は，森林によって大きな

変化を与えられ，森林は国士色調の一つの主幹をなして

いる。ことにその美は春と秋にきわまり，ことさらに落

葉樹の晩秋における多彩というものは世界最恵のところ

といっても過言ではなかろう。，

現在国土経済計画に対する森林は実によく尊重されて

いるが，その半面，文化的意義に対する森林はとかく軽

視されがちである。しかも日本の森林が持つ国際的使命

は非常に重い。私が軽視されがちとあえて記したのは，

その使命の重さに比較してである。この方面からも経済

面と同様深甚な考慮を払い明日への寒の経済的利用の一

点に集中せず，遺憾なき国土計画の上に，日本の森林を

立派庭立たせて欲しい。

11月2日，文化財保護法施行10周年記念式の席上，

小泉信三氏は文化財を文化的に解説し，約1時間深い味

のある講演をした。まず文化の意義を解き，文化財は純

粋愛国の表現と説き進め，最後に二つの問題に焦点をし

ぼった。その一つば〃文化財の限度〃で，その限定は高

い深い専門家の識見と，科学芸術をよく理解する優れた

司政者の卓見とが結びつかなければならない。その二は

"文化財と平和"である。今後の戦禍ほおそらく想像に絶

するものがあろう。そして戦とは国と国との戦争および

国内の動乱をふくむ。文化財がいつまでも生き生きとし

た，秩序ある平和の社会の進歩を切に望むと結ばれた。

広い意味の文化財，それは指定されたと否とに関せ

ず，文化国家日本が深い関心を寄せなければならない問

題である。ことに森林はこの点でも持つ意義が寮ことに

大きい。時限的には過去と未来の間にある現在をよく洞

察して，広い意味の森林文化の進展を，日本国民として

私は切望する。（新橋第一ホテルにて）

（北海道大学教授）

転任と嫌地現象

倉田益二郎

私の科学Y談は，まず，指3本から始まる。これは，

長い体験から，ものの韮は，これすべて3であるという

信仰によっている。

結婚式は三食九度，石の上にも3年，小学校6年（3

×2)，中学・高校各3年という具合に。しかし新制大学

は4年と変則で，ちょっと質がおちたようである。で

も，修士課程と通算で6年，博士課程は3年で，まあど

うにか救われている。

講演や論文をまとめるにも，まず三つにしぼり，それ

から結論を導くと手際よくまと童る。学位論文の場合，

一つの研究にとりくんで3年も精進していれば，大体の

目鼻がつくものであり，もし，ダメなら，その後の3年

でものになろう。それでも，何ともならぬのは，よほど

の例外は別として，永久にダメらしい。も､らろん，最近

の学位論文のように，玉石混交（？）となると話は別で

あるが｡

さて，一つの役職や仕事に，3以外の年数ではロクで

なしというのが私の持論である。

担当区，事業所主任，支分場長から，係・課・部・

局・場長まで，あるいば，村の駐在巡査から総理大臣の

任期に至るまで◎

3年より短かくては，中途半端で，単なる踏台にすぎ

まい。逆に，長すぎては腐れ縁ができてしまう。戦後の

首相の場合やその他，各官庁でも汚職や沈滞がよく現わ

れる。

このように考える私は，これまで3かその2倍で転任

してきた。偶然とか命令の結果ときめてしまえば，それ

までであるが，私自身，そのような進み方をしたことも

理由の一つでもあろう。富山県・大正試験地（高知県)・

岡山分場に各6年，本場（目黒）に3年，宇大に6年と

いう次第である。そして，昨年から東京都に小宅を築い

て住んでいるが，これも3の信仰に蓬づく，人生計画の

結果ともいえる。

ところで，農林業では嫌地という現象があるが，この

原因は，まだよく究明されていない。しかし，京都支場

の大山技官の研究で，有害物質によるという新説が生れ

た。アメリカでの研究によるとリンゴ園の嫌地はブロリ

ジンという毒物質が成生されるためという。このよう

に，同じ植物が同じ場所に長くいると，自体からの有害

物質が土壌に集積して成長が減退するというのである。

一
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例えば，ヒノキ林ではヒノキの体内から出る有害物資
が集積し，成長が衰えたり，天然更新ができなくなる。

それで，樹種の交代が起ったり，混交林が要望されたり

する。

同じ場所に同じ植物を永年おきたいならば，有害物質

を除くため，表層土除去，熱，薬剤などで変質させる方

法がある。大山技官は，もつと根本的に，マツで，有害

物質を自体内で作らぬよう処理してマツのさし木に成功

した。

人間の場合，どう処理したらよいのであろう。そろそ

ろ，年来の信仰を捨てて，東京を離れたくもない私は，

何か名案をお持ちの人にあいたい。（宇都宮大学教授）

験場の分析結果はモリシマに遜色のないデータを得てい

る。伝え聞くように，薪炭材としても優良とすれば，も

はや単なる特用樹ないしは肥料木としての評価を離れ

て，一般原材料としての観点からの増殖を計る段階と信

ずる。

育林面からする疑問は，病虫害と風害に対する懸念で

あるが，描種または植栽後1生長季を無事に過せば，病

虫害の心配はほとんど無いようで，また風害に格別弱い

という事実は認められない。帰するところ，増殖上の問

題点は，個体変差がかなりあることと，やはり耐寒性に

あるようである。われわれはすでに優良種の選抜に着手

しており，その見透しも明るいが,,耐寒性については現

地適応試験の結果に期待しており，夢の実現は一に耐寒

性がどの辺りまで植栽を許すかにあるといえよう。

このためにも，本春はできるだけ多くの苗木を養成し

て，関心を持たれるかたがたに広くお分けして，現適試

験の不足を補い，鯨林家の御協力によって耐寒性品種の

育成にまで進ぷたいというのが私の新しい年への希望で

ある。早春3月，擁におくれ桜に先だって，金色の霞が

山野にたなびく日の近いことを祈って筆をおく。

（林業試験場関西支場長）

《
）
毎

救国樹種の夢

西村太郎

4
今ごろ救国樹種などという言葉はおよそ相応しくない

が，かつて治山草の権威倉田博士がフサアカシヤの将来

に期待された言葉だそうである。果してそうであるかを

確めるのには，広葉樹の資源価値が高まった現在が好機

であり，林業試験場の責務とも考えて努力しつつある。

それは将来再び試験を繰り返すことの愚を思うからであ

る。

アカシヤ類がこれまで期待されるほど増殖を見なかっ

た理由は，苗木移動の困難性，耐寒性の不足，利用面に

対する不安等が主であったと信ずる。アカシヤモリシマ

についての福岡県林業試験場の努力が実を結んで，北九

州や天草地方で百数十町歩の造林に成功していること

は，第一の難点が克服された証拠であり，パルプ業界か

らもその将来が期待されつつあるのにかんが象，モリシ

マより耐寒性の強いフサアカシヤにより第二の難関をも

乗り切って，中国，近絞のいわゆるセキ悪林地の生産性

を高めることが私共の目標である。

斌共の試験により，フサアカシヤがモリシマと同じ台

切の方法で山出しが可能であることもわかり，懸念され

ている林分としての生長量いかんも，岡山県玉野の根瘤

菌接種試験地で，3年生79本の平均高5.52m,径7cnl

を示したことは十分期待して良い証左ではあるまいか。

利用面については，京大木材研究所に依頼したパルプ化

試験の結果は，すでに木材学会でも発表を見た通り，パ

ルプ収率は他の広莱樹に劣らず，針調封パルプと混合し

て製紙原料として十分良好，低樹脂量の精製パルプも可

能で，総体としてブナに劣らないことが証明されたので

ある。またタンニン含有麓もその質は別として，林業試

新年随想

高 橋
垂
日

五
口

世の中の移り変りは誠に烈しいものがあるというが，

パルプ産業の原料木材に対する変化も重たきびしいもの

だ，かつてのエゾトド材から赤松材へ，赤松材から掬そ

の他の広葉樹材へ，さらに薪炭材から製材屑や枝条材の

チップに至るまで，生産技術を合謝こして一層安くかつ

大量の原料を探し求めてゆかねば世の中の変化に追い付

いてゆけなくなった。しかるに去年の後半から例の貿易

の自由化が大きく表面に出て来たのでとぼんど合瑠上の

極限に来たと思われた原料材もここで一段と飛躍を迫ら

れるに至った。

その解決策としては，以前からいわれ誰でも考えてい

た廃液の利用ということより外にないのではあるまい

か。考えて見るとパルプ産業はその主製品のパルプを追

求するに急なる余り原料材を粗末に使い過ぎる嫌いがあ

る。クラフト法では廃液から熱源を取ってはいるが石油

化学のように廃ガスから価値の高い化学製品を作り出す

ということはしていない。サルファイト廃液もアルーー

ルを一部で作っているが，合成アルコールに押されて採

算的に不利の弱点がある。そこで永い間この廃液の利用

《
道

●

0，1

－ 44－

一



二

■

▲

一

f

凸
一

に各方面で研究を重ねて来たのであるが，最近廃液の含

有する糖分を利用して酵母を作ることが研究されはじめ

すでに欧米やわが国でも一部で企業化されている。酵母

ぼ飼料として非常に有効であるし，パルプ廃液で作るの

が一番経済的にできるということである。さらにこの酵

母は調味料のイノシン酸の原料として適当であるとされ

ているのでその需要の将来性も十分あるものと思う。こ

うしてまず廃液の中から糖分を利用すれば，次には残る

リグニンの利用ということになる。リグニンは今のとこ

ろすぐには適当な利用方法ほ見当らないが，もともと含

水炭素であって見れば研究の結果は必ず将来において石

油の廃ガスのように化学工業の有力なる担い手となるこ

とであろう。こうしてゆけばパルプ企業は完全なる木材

化学工業に進みうるわけで廃液を高く価値づけることに

よっての承，原料木材の合理化が進められることを信じ

て疑わない。

なお，酵母については面白い話がある。それは酵母を

試験的に，ゴルフリンクの芝生にまいたところがその芝

生の生育がまかない所のものより一段とよかったとい

う。はたしてこれが事実であるとすれば，パルプ廃液の

一部は苗畑や造林地に施されて造林木の生育を促進しこ

れによって作り出された木材はまたパルプ材としてもど

ってくるということになり，パルプ事業は森林とますま

す密接に結びつくわけで誠に結構なことであると思う。

（東北パルプK.K.常務取締役）

メートル法の

改正規格を迎える年

鈴木達次郎

明けましておめでとうございます。

1961年を迎えるにあたりまして,1960年のすぎ去っ

た色々の出来事が脳裡に浮びます。1960年はゴールデ

ン・シックスティといわれ，繁栄の年とも称され大いに

経済成長が期待された年でありました。事実，期待どお

りに，わが国の経済は急速な成長をとげたのでありま

す。しかし，一方全く予期しない情勢の変化も現われま

した。自民党の単独審議に端を発した，安保闘争，それ

につづくアイクの訪日阻止など国際的には米ソのパリ会

談の決裂，アフリカ諸国の独立と，それに伴う混乱，経

済的には順調な成長を遂げながら，政治的には暗い年で

あったといえましょう。

1961年のわが国経済は，上半期においては，まだ高

新春随想

原景気を捧統するだろうと予測され，政府の毎年9％成

長率の発表によって明るい見透しであります。われわれ．

木材業界人にとっても，相当の需要増が見込まれ，明る

い期待のもてる年になりそうです。しかし，メートル法

による改正規格を実施する年を迎えるという問題があり

ます。新春を迎えるにあたって，メートル法の規格実施

についての感想をのべさせていただきたいと思います。

御存じのように，木材の規絡はJASであり，一般に

強制検査は行なわれていないので，産地，メーカーによ

って，かなりの巾がありました。従来素材については，

営林署による国有林素材の販売等の関係もあって，相当

統一されておりますが，製材品に至っては，全く不統一

という状態です。原料が一本，一本それぞれ異る天然製

品の丸太であるとはいえ，等級づけの巾があまりに広す

ぎては規格品として通用しません。今年当初から実施さ

れるメートル法による規格は，全国の規格統一の好機で

あると考えますので，強力に統一運動を推進したいと存

じます。

メートル法による改正規格の実施に当って，全般的な

PRが問題であります。製材業者は当然メートル法によ

って製材するわけですが，その前に造林業者へのPRを

徹底する必要があります。これは，国家資源的な見地か

らも，無駄をなくするよう正確な造材がのぞまれます。

次に製品を使用する需要者側へのPRがあります。「適

正な製品を適正な価格」で求めていただく必要がありま

す。安かろう，悪かろうは品等を混乱させる大きな原因

であります。

改正規格実施にあたって，ぜひ実行したいことの一つ

は正量取引の励行であります。従来，問題になっている

分ぎれ品を一掃したいと考えております。標準寸法の多

様化の問題がありますが，建築基準を早く統一し，標準

寸法の簡素化も，業界のため，ぜひ実現したいと存じま

す。蛎穂木材K.K.社長）
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きないものである｡あるときは監

査，あるときは会計検査と，ありも

しない神径をすりへらしたり，苗畑

に病虫害でもでれば，出たで，また

仕事が遅れれば遅れたで，青くなっ

たり，赤くなったりで，えび3顔な

ど手当でもいただいたときでもなけ

ればみられないものである。しかも

最初の年の苦労はなかなか忘れられ

ないもので，私が現場に出ての最初

の仕事が収穫調査であった。足の方

は多少の自信？を持ってはいたが，

いざ調査を始めて承ると驚いた。全

山スス笹の密閉地，どこに作業員が

いるのやら木があるのやらさっぱり

見当もつかないし，ごていねいにも

雨が降ってきて，進もうにも退こう

にも，「ニッチモ」「サッチモ」な

らない，ありったけの力をふりしぼ

って，やつと飯場までたどりついた

が，ボタンはおとす，カバンはおと

す，バンドまでおとしてくるとなっ

て，全くえらい苦労をしてどうにか

調査を終えたものだった。しかし反

面植栽した苗木は風雪にも耐えなが

ら，すくすくと成長を続け，やがて

は立派な林となって行ってくれるで

あろうし，だんだんと山になってい

く苗木を見るほどにいろいろな苦労

も淡い満足感と安心感へと移ってい

くものです。

山を相手とする私達は必然的に世

事にうとく，井の中の蛙的になりが

ちですが，山の声，木の声とともに

遅盈としてではあるが進承たいと思

うものです。

（東京営林局水窪営林署

瀬尻担当区主任）

現地だより

ラオス中立（？）革命ほとんど成功

し，ベトナムの革命は失敗したもの

の,いつまた起こるかも知れず,いよ

いよ今度は当国の番だと，一部の人

灸は戦盈競なたるものがあります。

海外にあって，はるかに日本の動き

を見ているものの一人として，心か

ら望ましいことは，日本の皆様，こ

とに要路のかたがたが，このような

世界の動きを正しく把握され，適当

な対外方針を採り，どんどん日本

の意見，要求を披瀝し，もって一億

同胞の，将来の真の安全と繁栄を計

っていただきたいということであり

ます。私もこの上とも頑張りますか

ら，皆様もどうか健康に注意され，

一層の御活動を祈ります。

（在バンコックFAO

アジア極東地方事務所）

南の国から

☆☆

那須敏朗

月日のたつのは早いもので，炎熱

の当地に来り住むようになってか

ら，はや6回目の正月，1961年を

迎えようとしてい霞す。人間という

ものは憤れるもので，当初は暑い暑

いといっていた気候も，次第にあた

りまえと悪ずるようになり，土地の

人盈の黒い顔も，決して奇異に感じ

なくなり，かえってたまに町などで

日本の方とすれちがうと，その表情

の鋭さにうたれるというありさまで

す。この間日本の皆々様のたゆまぬ

御活躍により，当東南アジヤに対す

る日本勢力の進出は特に見覚まし

く，5年ぐらい前には,ホテルで日本

人の方にお目にかかることなど庭と

んどまれであったのに，この頃では

どこのホテル（高級）へ行っても，

5人6人あるいはそれ以上の人に会

うのはあたりまえのことになりまし

た。林業関係のお客様でも，以前ば

年にせいぜい2，3回ぐらいしかな

かったのに，この頃ではほとんど毎

月といってよいくらいに多くなっ

たのほ，誠にたのもしいことであり

ます。しかしながら，世界の情勢は

急変しつつあり，当地において，そ

の好むと好まざるに関せずひしひし

と感ぜられることは，いわゆる後進

諸国における東方（共産）勢力の漸

進と，それに伴う西方勢力後退の現

象であります。

タイ国についていっても，お隣の

《
一
声
も

凸

現 場雑感

☆☆

渡辺勝治

「石の上にも三年」とやら’現場

生活4年になりどうにか現場の様子

がわかりかけてきた。1年目などな

にがなんだかわからずに無我無中で

過ぎてしまったものであるが，なれ

てくるにしたがって同じ苦労をする

のにも要領がわかってくる。しかし

どこの担当区でも同じでしょうが4

月に植付が始まり，つる切，下刈，

除伐，地ごしらへ,種苗,収穫調査，

その他の担当区用務と，なんだ，か

んだとごたごたまごまごしながら毎

年毎年同じような仕事の繰返しであ

ろうが，それでもなかなか悩象はっ

《
》

今

林業種苗に対する要望

☆☆

長岡章

私は林業改良指導員の一人とし

て，普及上日頃痛切に感ずること

は，スギその他法定樹種の，種苗統

己
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制を速かに緩和してもらいたいこと

です。

今は亡きパルプ業界の大御所藤原

銀次郎翁は，林野時報の1957年1

月号で，林業種苗配給区域の即時撤

廃を要望しておられますが，私も全

く同感です。

林野庁では，将来の木材需給にそ

なえて，拡大造林をばじめ各種の政

策が打出されて実行に移され，民間

でもパルプ業界が中心となって，早

期育成林業が提唱され，官民合同で

研究調査が進められています。

このような情勢の下に篤林家は，

造林の面で，スギやアカマツの優良

品種系統の幹旋を希望する人がしだ

いにふえてきています。

スギの場合私の郡内でも，以前秋

田県から移入したスギ苗を植えた造

林で，優良造林が少なくありませ

ん。

林業種苗移動の制限は，気候風土

の変った場所に造林すると，生理的

な面や病虫害等で，不成綴造林にな

りやすいこと，また後でやり直しが

困難なこと等で，無条件に廃止する

ことは賛成できませんが，次の方法

はいかがでしょうか。

少識の苗は届出制で自由に移動を

認め，大量の苗の移動でも，その地

方に既成造林のある場合には，専門．

技術員等の事前調査により成績のよ

いものは許可し，苗の証明さえつけ

ば補助の対象にするように願いたい

ものです。

外国樹種の導入の問題も必要です

が，国内産の法定樹種の問題がさら

に重要です。聞くところによると，

最近林業種苗法が改正されるという

ことですが，このような線で改正さ

れることを，せつに希望するもので

す。

（鳥取県林業改良指導員）

ロ写真の利用等…｡，経営計画がラ

インにおろされて行くまでにも問題

点は山積象されている。

元来，わが国ではいかめしい簿冊

と印鑑が尊重される気風がある。特

にお役所でそうだが，こういうベー

スの上に近代的な事務方式や，事務

管理が導入されても結果はますます

事務量を多くし，複雑化するばかり

で，その穴ウメ臓常にラインに求め

られる。

林業の場合，林業技術はおろそか

にされ，ます叢す現場のともなわな

い経営が行なわれる。といった結果

になろう。

こういった事情をいかにしてさば

くか．・・・？ゴールデン・シックス

ティ2年目の今年は特に事務能率化

について考えていきたいと思ってい

る。そして事務能率高度化によって

浮いてくる時間と労働は極力，林業

の技術に向けられていくことを願っ

ている。（前橋営林局計画課）

"事務能率の向上を.…〃

☆☆

依田和夫

昨年，10月末に前橋局管内股奥

地，前橘の北海道と通称される奥会

津経営計画区の編成調査から帰って

約2カ月の12月中旬に，前橋局には

珍しく早い経営計画審議会が開催さ

れた。〃珍しく・・・･〃といったのは，

全国14営林局の中で最高の管理面

積と経営計画区数をもつ前橋では1

年度内に3計画区もの編成を要し，

その上に調査人員も1計画区当りに

すると非常に少ないために外業終了

が10月から11月になってしまう結

果，内業の取りまとめができるのは

年度末と相場が決っていたからだ。

ところで調査年内に審議会を終了

したカギはどこにあったのだろう。

それば資料とりまとめ方法の改善に

あった。つまり，経営計画のポイン

トたる収穫，造林，その他資料集計

用にホール・ソ－1，．カードを導入

したことだ。もちろん，毎日の超過

勤務による効果も見逃がせないが，

とにかくこのカード方式により資料

集計は従来の方法の半分の時間しか

費さない。

しかし，群議会がいくらか早く終

っても前橋局の場合，実行段階に入

る時点で童た，大きな問窟と取り組

まねばならない。関係諸簿表，特に

基本図等が現場の営林署に1年余も

後にならなければとどかない，とい

うことだ。

これには関係図簿の複写方法に大

きな改革を加えねばならない。従来

のような筆耕重点主義や，カベ掛け

にでもするような美麗本位な図面の

観念を捨て，たとえば森林調査簿用

式の改良，震た，最近その名を聞く

ようになった両面複写器の利用，基

本図の簡素化，青写真またはマイク

戸
一

■

の

ワシントンにて

☆☆

松原茂

ワシトン到着以来10日たちまし

た。土曜，日曜の休象を除いて連日

8時半頃から，4時半頃まで各機関

の見学と講議（われわれに説明して

くれるのですがまったく誰議といっ

てよいでしょう）に追われどおし。

それも1時間か2時間ぐらいで，説

明する相手はどしどし新顔に変って

いきます。1日に5人も6人も相手

の先生(？)が交代すれば，こちらは

どれが誰れだったか，その翌日にな

ればすっかり忘れてしまうような有

機。いずれ帰国してからゆっくりも

らった資料を整理でもして承なけれ

ば，今のところまるで頭の中がこん

がらかってどうにもならない状態で

す。このようなレッスンや見学も大

一

？

白

－47－



ノ

現 地だより

語を並べて適当にやっても相手はど

うにか判断してくれるがHearing

の方はぺラペラとやられるのでなか

なか骨が折れます。少しは夜は町を

歩いて買物をしたり，見物したいと

思いますが，毎日の日課がなかなか

充実していて，夕方にHotelに帰っ

た頃には大分疲れていることと，市

中の百貨店や物を売る店がたいてい

夕方の6時頃にほ店を閉めてしまう
ので，なかなかその機会がありませ

ん◎

ワシントンは思ったより暖かく

て，それにどこのホテルでも，ま

たオフィスでも無茶苦茶に暖房がき

いているので，われわれ風通しの良

い国から来た者には還境の激変でま

いりました。その上食べ物が変った

ということ等が原因でしょう。誰れ

もが蕊な体の調子が変った，夜ねむ

られない，などと訴えていました。

美智子さんが訪米して大分疲れられ

たのもうなずけます。それでも10日

もたつと大分体も憤れて来ました。

いずれまた黒い眼にうつった風物を

おしらせします。

-11月4日ワシントンにて一

（本会専務理事）

磯械を研究，考案した人にも直接会
って話を聞きましたが,私は視察団

の団長として「もしこの機械が完成

されたならばおそらく世界の空中写

真測鐵の技術革命になるであろう」

と挨拶しましたところ「いやまった

くそうです」と答えていました。

それから同時に撮影する一対の斜

め写真によって，空中測量をやる方

法，およびその機械，陸軍では電子

計算機をA8に結合してまたたく間

に空中三角測量の結果を出している

等女。

とにかくアメリカの航空写真の技

術は，そのスケールにおいてはるか

に大きなものであることがわかりま

した。

林業における利用一今回の視察
の主目的でありますが－艇ついて

はこれからだんだん，その内容を知

ることができると思いますので，わ

かり次第報告します。このように毎

日堅苦しい仕事に追われて，町の見

物やら，別の方の視察ほまだ十分に
いきとどいていないことが残念で

す。

それでもどうやら言葉は公式日程

（これには通釈が付きます）以外は，

片言ぐらいはどうにか通じるように

なりました。しゃべる方は勝手に単

切だが私達にとってはSightseemg

も大切，なかなか忙しいことったら

ありません。

アメリカでは，空中写真は本格的

に内務省と商務省と陸軍で，いずれ

も朕かなか立派な施設とスタッフを

もってやっています。林野庁の方も

少しはやっているらしいが，これは

それほど本格的ではないように見受

けられます－林野庁の航測につい

ては富だくわしい話と，見学が残さ

れていますので，はっきりしたこと

はわかりませんが一一いずれにして

も，この三機関の技術的な前進のし

かた，というものはいずれも各個に

特色ばあるが，たいしたものだとお

どろきました。

こちらに来るまでは，アメリカの

空中写真なんてたいしたものでない

と私もたかをくくり，また一般にも

そういわれていたようですが，なか

なかどうして，その高度の利用夢り

には目をみはるものがあります。

その一つは，アーリントンの大西

洋地区事務所内にある図化機研究室

で完成しつつあるOrthogtopograph,

これは，どんな高度でもどんな傾き

を持っていても撮影のネガフィルム

からただちに地図と同じスケールの

均一な写真ができる機械です。この
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渡辺資仲著栗田勲・草下正夫
苅住昇・大橋弘穀共著

造林技術の再検討寺田正男
これからの林業はソロバンに合う林業でなければなら外国樹種シリーズ（1）
ぬ｡ソロバンに合う林業をするためには'造林の技術、フランスカイガンシヨウ
は今のままでよいのか,実例にもとづき多数の写真をフランス海岸松の日本各地における造林成績を詳細に
使って，造林の仕方を説く。 調査したもので，今後の導入の基礎資料となるもので
A5判52頁定価70円送料実費ある。A5判78頁定価180門送料実費

近刊予定
3月完成見込

林業百科事典予定価格3,500円
東京都千代田区六番町7
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学生 らみた林学・林業オ動

司会

学生

松川恭佐

杉原昌樹

国井忠

西村亮彦

中村貞

(東京大学）大浜一之（東京農工大学）

(東京教育大学）羽生哲史（日本大学）
(東京農業大学）

成，八木沢宏司編集部

三

松川皆さんと年齢的にも，また専門の学問の上でも非

常にかけ離れた存在で，若い方の気持なども私はよくわ

からないからへんなことを申しあげるかも知れません

が，どうぞ悪しからず，なんなりとご自由にお話願いた

いと思い蓋す。ここにいる中村君は弧のような古物じゃ

ありません，中古時代ともいえる人ですし，また八木沢

君は2，3年前に卒業したごく新しい年輩の人ですから，

皆さんからなんでもおたがいに自由にお話し合うように

お願いいたします。

林学への第一歩

いちばん先に，林学をどうして選んだかということか

ら．…。

Bいちばんいやなことをきかれますが，（笑）僕は本

当はほかの方を希望したのですが，なんとなく入っちゃ

ったんです。折角入ったのにやめるわけにもいかない

し，同じ人間の頭だから僕は林学に向かないということ

もなかろうと，あまり積極的意味はないのです。どうも

恥になりますが。（笑）

A僕らの学校ほほかと制度が違います。最初は教養学

部で入り，進学の時に選ぶのです。僕は応用化学に行こ

うと思ったのですが，やっぱり駒場のとき遊びすぎてい

けなかったので，林学に行こうという気になったので

す。

僕は林学は二代続いてますので，身近に感じてました

から，そんなに抵抗も感じなかったのです。

中村二代というとAさんは，営林局におられた…．？

A父です。もう退官し童した。北海道です。

松川北見にいらした。

B由緒正しいな，毛並皐の点じゃ。

Aそうじゃないです。父はがっかりしているんじゃな

いかと◎

中村息子だけは林学へは｡…と。

Aそうです。（笑）

D僕朧高校の頃から山が好きだったし，住んでるとこ

ろも東京とはいえ西多摩の，山の方なんで，家も林業に

ちょっと関係もあったが，どうしても林学へ行きたいと

思って。

Bそういう人たちがいなくちゃ困ります。僕ら象たい

のばかりじや困っちゃいます。

C僕もそうです。僕の郷里は福島県ですが，家が田舎

なものですから，子供のころ炭焼について行って炭を焼

くとき火をかき出してお餅を焼いたり，また叔父が営林

署に入っていてなにか縁があったんですね。あとは学校

を選んで入れそうなところへ。（笑）

中村親し承があったわけですね。

松川Eさんは。

E僕の場合ほ，入るときから林学を志望しました。家

が材木屋ですから，親父は建築にやりたかったらしいの

で式。ところが僕はあまり好きじゃない。親父は山を放

ったらかして，かまわないので私が必然的にまかされ霞

した。うちの山はこの状態じゃだめだと考えて，大体高

校の時に参考書を調らべて承ると，僕の所は有名な林業

地である。ボカ杉をみて，なんとか資産をふやすには林

学を勉強して．…と。

Bすごい。そういうのは．…。

Cそういう人が多くいると林業は伸びるのですが。

Eそれで入ったんです。入ってから加工の方をやら

ず，造林の方へ進んできたんです。

Dそういう人がいると楽し承ですね。

E自分はいいけれども，親父ががっかりして，

B自分が好きで入ったなら，親に遠慮することないで

すね。

Aそういう奇特な人が今までも林学をおこした人にあ

りますね。技術なら技術で，もう少しやりたいところで

すが，どうも林業では山持ちが楽しみにやってくれて伸

びたというところもありますね。

Cうちの学校は，先生になる人が多い。入ったのだか

らと仕方なく林業やろうという人も多いです。

A最初から林学に入る人と，教養学部から入る人とは

違いますね。僕なんかは入る時わからない。林学は山へ

行ってスキーができる。それはいいというわけで来たの

ですが，実習，実習でみんなはブープーいってますが，

結椛4年になると林学生らしくなりますね。（笑）

C2年までは専門科目をやらないですね。
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座談会：学生からゑた林学・林業

A全然やり童せんが，低とんど4年の前期で終ってし

まいます。まだ実習は残ってます。残こりば選択科目だ

けで．…。

B面白味がわかって，もうちつとと思う時に卒業にな

っちゃう。やはり入っちゃうと結繼勉強している人もあ

ります。行く道がきまって来ますから，入ってから勉強

する人もいますね。

中村犬体どこで増同じでしょう。

Aしかし林学をやっていますといっても，ほう，どう

いうことをやってますか？と鮒かれますが．…。

B就職試験で2回も面接があったのですが，林学はな

にをやるかと2回とも聞かれました。

Cけれども，林学出の人はかえって使いものになるの

じやないですか。経済，政治，統計方面きで広くやるわ

けですから。

E林学に入って初めて，林学は，要するに一殿教養科

目全部マスターして活用しなければできなL､ということ

がわかるんでしょう。

Aそれを2年でやろうというのだから大変です。林学

科じゃなく,:林学部にすべきですよ。

B僕もそう思います。部にすれば教授陣も充実まると

思います。

Aですが，部にしたら僕のところでは,､来愚学生が足

りないと思いますね。今でも定員に満たないでき。だん

だん林学に来る人たちは少なくなるようです。

cそうですね。斜陽産業？ですから。

A林掌は入ってからじゃないとわからないんですね。

B今でも分野が広いのでよくわからないです。今だに

わからない。

D僕は2年から専門を始めたのですが，のんきにやっ

ていたのでわかりにくいですね。でも林学のふぁいきは

わかって来るような気がします。

A林学に来ればどんな人でもやろうと思えば気に入っ

た分野があるのですb分野溌広いですからね。だから最

初嫁不満があっても林学でやってL,げる｡‘

中村林業百科ですよ唾話の泉奄ね。

A浅く広く・・･ですね。

卵から麺へ

松川いよいよ林業技術者として専攻科目を決遼』られた

わけですが，皆さんの専攻ば？

D僕は造林でず。

松川Dさんは造林pAさんほb

A僕は利用です。索道や集材機などです。

松川cさんは。

C経理の方です。

松川Bさんは。

B保謹森林保護です。

松川Eさんは。

E造林。ポカスギのことに興味があったのですが，で

も卒論の方は親父にくどかれ製材をしょうがなくてやつ‘

て雷､灸（笑）夏休蕊を利用して自分のところの工場で

実験をやりました。

中村データーはうちから。

E,そういうわけです。研究饗とかなんとかいってお金

も‘らって（笑）そのかわり報告しなければいけないんで

す。（笑）

Dいずれ学校にも出すんですから一石二鳥でいいです

ね。

松川それば面白いですね。自分の専攻は造林の方向に

あったんですね。

E3年までそうです。どたん場に来て…．。（笑）

松川作り方と利用する方と両方おやりになったんです

ね。

Aそれは一貫作業，いいですよ。

松川孝行息子だと思われるでしょう。

B山もってて木を伐って製材するところまでやる。い

いですね。

A僕なんかね，そういうところまでやりたいから公務

員を選んだのかもしれません。

皿だが学校と実際やること漆違うのです。学問は理論

で，実社会の事業は経営がなりたつからやっていくんで

歩｡かなりの食い違いがある。親父は，お前が学校へ行

vD.Cl,八ても全然仕事に役に立た瓶l,､という｡(笑）なか

なか面白上､､で古よ・

D林学は実習のように，実際人夫みたいな人と歩いて

承ることがすぐに役立つらしいですね。

松JII長い期間の産業ですから，経験がものをいうので

すね。

Aそれが非常に林業技術に.とって困ることですね。

E僕が習った方法で計算してると，親父がお前の計算

を待ってるとだめだといって，人夫をつれて来て橋や通

をつけてしまう。お前の理論より，実用的でいいなんて

いわれてしまう。経験者の方がどうしても便利だと｡…

．．。（笑）

松川そういう点が多いですね。科学的に解明できなく

て進んでしまうことが少なくない。

B技術そのものが説得力がとぼしいのじやないです

かbだからこれに対して，専門的に受入れてくれる態勢

になって熊い。だから技術が経験におし叢くられる現状

じゃないでしょうか。工業方面は技術が非常にすぐれて

《
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座談会：学生から蕊た林学・林業
－

ますから，偉い先生がいったことはな,ん輿だも壬う種すか

と受入れま鍾識3，林業電は壬こまでﾙ鰯､ってない。

A経験でもたL､して違わない。

E実際にはいろんなことありますよ。自分で学んでき

て全然役に立たないと感じた，こと‘承あります。

･C.まだ林鏑説経験だけでもやれるから技術的進歩が目

立たないのですね。

Aそういうこともだんだんなくなりつつあるんでしょ

う。索道とか集材機を使うようになると，もう少しよ《

なると思ﾙ､叢す。まだ国有林が普及させなくちゃ，民有

林まで普及しないものもありますし，民有林から逆に国

有林に入って来るのもありますが，国有林の意義がそこ

にもあると思います。

C林業の搬出の索道などはスケールが大きいから相当

環金もかかります。それで民有林ではなかなかやれない

のじやないですか。しかし，官業ほ採算的にルーズにな

りやすい。

Eそれが弱点ですれ。やほ･りうんと発達するには，官

業じゃ企業的でな山､､から，．どうしても民有林の手本には

なりにくいのではないですか。そこへいくと会社は良い

やりかたとなると徹底的に発展させてもうけちゃうが・・

◎

D企業性が問題ですね。

A林業利率。

B0.0pというやつね。

C実際林業はもうかるものですか。普通の産業と比べ

て。・・・o

松川企業といったらそうじゃないですね。

Bだからともかく弱点だ。

松川林業は本質的に複雑なものである。それで解明し

きれない。

Bブァク少一が多すぎる。あらゆる点ではっきりした

ファクターがあれば多くても整理できるけれども，それ

ぞ恥のファクターが全然ちがう。同じような所でも斜面

の向きなどで違っちゃう。

Aだから機械でも簡単には入らない。

Eうちなんかでも機械を改良して作りなおすのです。

既製品では重くて山にもって行けない。奥地林の出しの

悪いところなどは特に，軽い小型で行かなければならな

い。溌近はそういうことになって来たんですね。

Aどうも機械は小型の方がいいようですね。アメリカ

あたりがI､ラクダでやっているからといっても，日本で

もというわけにはいきません。北海道はある程度使えま

すが，本州あたりは無理です弓ね。

D急峻ですからね。北海道の一部は別のようですが。

中村狭陰な島国の急峻なところでやる林業ですから

銅。そのような技術を．…ということですね。

Aけれどもある先生が心､ってましたが，それじゃ畑に

するかといえぼそうはいかなﾙ誠ですよ。（笑）山地は林

業をやってる方が，経済的にいいんじ点やないですか。利

率は低くても日本の経済から,いけばその方が羊赫Iだと思

います。急捕馳をだんだん畑にしてもしよう力罐いでし

ょう。

松川ほかの森林存缶の価値というものもありましよ"う

し｡やっぱり林業というものはだれかやる人がいないと

困り蚕す。

本当に大学出て山にぶちこまれるんだったら。縁の下

の力持ちですね。

Bそこまでふ承切るのが人間大変じやないか。

中村知､らず知らずで入っちゃう。皆さんが林学科にc入

っちゃったように。（笑）

B長年やってると愛着が出てきます。

･C木を植えて成長するのは楽し承らしﾙ､ですね。

松川楽し承ですね。

Bそうですね。ただしほかと比べ自分のところが成績

悪い場合悲劇でしょうが。

C林学出の人が商社に入ったんです浪日曜日に街を

歩いていても計算が頭にあってつまらない。山の木の成

長を見てるときがいちばん楽しいといってました。

松川たしかにあります。健康上いい職場です。

、木を育てるのを楽し承にしていあというのほ，なに

か木と一諸に生活してきたという感じがします”。

Bおそ･らく植えて承ればみんなそうでしょう。庭木を

植えても，染ていて長年やってるとずい分大きくなった

ものと特別な感慨を受けますから。

A造林の実習ではやらなかったですか。

B僕，植えつ放しで。（笑）

松川それでも何十年かたつと見に行きたくなります

よ。

林学の学生々活は＋分か？

松川どうですか，4年間の過去をかえり蕊て，学校教

育といったようなものになにか感じられるところはない

ですか。こうなった方がいいだろう。こうありたいとい

ったようなご感想ありませんか？

A教養学部はさっぱりわかりまんが，林学へ来て施設

は古いですね。機戯関係です基礎のデーターがないよう

な気がします。もう少し工学部あたりで使ってるデータ・

－で使えるものもあると思いますが。先生方の講義につ‘

いてはいろいろ希望もありますが，学校の施設という点

では旧式ですね。
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てです。この機会に宣伝しておきます。

中村B5版で解説1,000頁です。林産の方のことも入

ってます。200名のかたがたに専門別に書いていただい

てます。

松川しかし，そういう百科事典式のものがドイツでは

73年前にできてます｡そのくらいの違いはあるのです

ね。日本では今度はじめてできるんですが，活用してい

ただくと幸せだと思います。

B特に僕なんか何かの時に…･・

松川それはもってこいです。社に2，3冊おいとかな

きゃ。

Bいや僕のところには寄贈してくれなくちゃ。（笑）

Eうまいね。

A日本は技術でおくれてなくても，そういう点おくれ

てますね。向うの話を聞いても，技術は造林にしる機械

にしろ，そう日本より進んでいるとは思われませんね。

松川本を出す能力がないのじやなく，出すチャンスを

逸してますね。良いものならいくらでも出ます。

B範囲が広いわりに丸善にいっても林業関係の専門書

は書庫の一段しかない。あとこまかいのでは材積表があ

るだけだ，こんな広い間口があるのですから，もうちょ

っと林業関係の書籍があってもいいと思います。

松川出かたが足りないのです。

D種類も少ないが発行部数も少なくて，不便です。

B年に学生で800人く．らいです。中には先薙から古本

もらう人もいますから500部ぐらい出るでしょう。

A需要も少ない，林業にたずさわってる人で譜物をよ

む人は限られていますよ。

C国有林野の人が勉強することは相当あると思うので

すが，その人達が読むとすれば….。

Aだけれども林学全部を勉強するわけにはいかないの

ですね。（笑）

中村会社に勤めても役所に勤めても，実際に勤め出す

と本を読もうとすると，暇を作ること自体大きな努力が

必要になってしまうのでね。

C専門の仕事より人事問題その他の雑用が多いといい

ますね。

Bとにかく本の点はもつと諸先生にかいていただきた

いということは僕らの要望ですね。．、

Eそうですね。

C木材の販売，木材商業を書いたものがない。

E木材価格に関するものもない。

中村皆さん痛切に感じますか。

Eいちばんないのが，価格問題ですね。

中村木材価格の問題なんか社会情勢がこれだけ急速に

松川実習なんかどうですか，十分ですか。

B学校でやる実習ですか，僕らとしては不満足な点が

多いわけです。東大は昔からの大学ですからいいと思い

ますが，うちなんか日本に焼け残って一つしかないとい

う機械があるのです。（笑）乾燥する機械かなんか忘れ

ましたが，さびついて動かない。これ3回ぐらいまわす

と予算がなくなっちゃうんだそうです。（笑）

松川実習は演習林なんかへおいでになりますか。

Bそうです。林産関係は学校の中で。

C実習も機械があるといいですね。さびついたものく

らいで（笑）････動かせる実用的機械がない。

E僕のところは今やってるんですが，チェンソー（マ

ツカーラ）を借りてきたら，学生の中でもこれがそうか

と，初めて知った人がたくさんいるのですから。

中村パンフレットかカタログしかみてないからね。

E実際山持ちの人に使ってもらおうと思っても，使う

前にこういうのほ必要ないといわれてしまう。

C実習に行ったときに，営林署あたりでよく機械みて

来ます。

Bだから林業の場合実習に行かなくちゃいけないです

ね。

Cたしかにあの実習はいいですね，アルバイトですれ

ば一挙両得ですよc

中村林産の実習は試験場の施設を利用させてもらうと

いいのですがね。

Bところが近いところはいいですが，遠くからだと現

実に毎週毎週行くとなると，ふところがかったるい人が

出てくると思います。それに時間がかかるんで…･

中村見学の程度になってしまうね。

林業技術センターと林業百科事典

松川文献なんかはどうですか。

E学校によって違うんじゃないですか。

A僕の場合は新しい文献がほしいですが。

松川営林署だの営林局はずい分だしているのですが。

A沼田の営林署に行って繋留撤器の試験やつたのです

が。その報告書はわずかな数しか出していないようで

弐・毎年やったデーターはどっかにあるのでしょうが。

Bたしかあそこの試験場でこういうことやったはずだ

と開いて手紙出して送ってくれと頼んだり。

松川そういうことで時間かけるようじやいけないです

ね。今度，ここの林業技術協会の40周年になるのです

が，林業技術センターを作って，文献を整理しようと思

ってるのです。それから30周年記念事業で一つ残され

てる林業百科事典，中村君が事務局長をやってますが，

近いうちにできますから利用して下さいb日本では初め

、
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B需要供給においついていかないと取り残されちゃい

ますから。

E回転を早くしないとね。

Bそれに若いものは木肌をそれほど重んじませんから

中年以上の人は木肌がといいますが。（笑）質より量で

すね。

D麓というよりも用途によっても違う，パルプ材なん

か比重なんかで問題あると思います。

B将来，1年でこんなに（手を広げて）太っちゃ，強

度の点で大きな問題になってくるでしょう。

C建築材はたしかにへります。そうなると量でしょ

う，質よりも。

Aある程度建築材のいいのを作る場所もあっていい，

国有林が。あとはなるべく早く回転させる。そのため質

じゃいけない。

Cそうなると密植主義，佐藤助教授（東大）ですか，

完全にうつ閉した林は林分としての材積が最大となると

いう説，ああいうものも問題になるでしエう･

松川生産目的による分野をある程度はっきりさせた方

がいい。ということですね。

Aそれがはっきりすればパーティクルボードであれ，

なんであれ，その分は質じゃない。そっちはなるべく量

でいく。

Bしかしそっちが伸びていくことは想像できますか

ら，それが主流となるでしょう。

A年度の需要がきまれば，見当がつきますから，これ
は国有林じゃなければできないと思います。民間じゃそ

こまでの総合計画はたてられない。

Bもつと大学で民間へどんどんちらばっていいのです

が，自営でもいいですから，．･･･

Cしかしちらばるほど山がないじゃないですか。

B所有面積の少ない人はたがいに林地を提供しあって

あとは法人関係，森林組合でもいいから経営させちゃう

ということになればかなり今までと違った行き方ができ

ると思います。要するに個人でもってると切り売りし

てしまいますからね。森林組合の充実が大切だと思いま

す。

A森林組合はさっぱり動いてないようですね。

B笑われますが，職員が2人いるところは最高だって

いう話ですからね。（笑）

中村末端の町村の組合でね。

Bそういうところが大事だと思うのです。これから

はo

E組合長は地元の村長，有志がやっていて，事務は小

さいところで机一つでやってるだけだから，組合の活動

動くと書いてるうちに変っちゃいます。今度象たいに自

由貿易だなんて，百科辞典の内容もあわてて書きなおさ

なければならかつた。そういう点も多分にありますね。

やはり少し突込んだことを書かれると，出版蚕でのうち

に世の中が変って，いつでも改訂版書いてなければなら

ない。まわりのテンポが早いから。パンフレットや雑誌

で補うより仕方ないでしょう。

産業としての林業は今のままでよいか？

Bそうですね。社会のテンポによって相当考えかたに

影響してくると思います。こうほかの科学技術が進んで

くるとうんと早く回賑することを林業の方も考えないと

いけない。

A林地肥培，肥培林業というようにね。

E芝本先生があれだけ普及するとは思わなかったとい

ってましたが。

B僕なんかも知らないくせにどうなんだなどといって

いたんですが。

EB君の学校の近くに実験地があるでしょう。

B野猿峠ですが相当いいですね。

A僕，アルバイトでデーター整理やつたことがありま

すが，織職いいデーターが出て来ます。これから質より

量じゃないかと思います。目的が加工にいくんじゃない

かと思います。そうすると早く太らせる方がいい。

cうちの方でも年輩の人は自分の植えた木は最後まで

残して置きたいといって伐らさせないのです。早く伐っ

て植えた方がいいと思うのですがね。

Aこれからわれわれはバサバサ伐って次左に植える。

Dそういうことをやってもらった方がいい。

松川しかし山に対する愛着があって，初めて山はでき

るんでしょう。そこに調節がいろいろ必要なのでしょう

ね。

D伐ったらそのあとに生産するという造林が伴なわな

くちやだめですね。

･Cそうなればいいですが，多くはなにかに使うために

木を伐るので，その方にお金をつかってしまって，植え

るのにお金がまわらない。

A嫁入りとか，むこ取りとか．…。

Bあそこの山は長女用，こっちの山は二女用ときまっ

てる。

Eなにかあったら伐ると，一本は残して，その山の神

だって．…。（笑）

松川いいことだな。

Bいいですけれども，国民経済の動きに取り残されち

ゃうから，やはり愛着だけじやいけない。

松川それだけじゃいけないね。
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源をしては，誠に情けない。

Bやはり経営者としては，動けるようにもってかない

とだめです。その人たちは株の配当みたいに一定年度に

何％の利益をもらう，供出した量や面積によって出す

というふうにやっていけば，まだ童だ林業も有望だと思

います。

A一つの方法ですが，山持ちがそこまで割切ってくれ

るかどうか。

B土地を放すという｡ととが…･･･よほどじゃないとや

ってくれないのですれ。

D山を持ってる人は多かれ少なかれ保守的な人が多い

のじゃないんですか。

Bそれは外部から押せると思ﾙ､ますが。森林所有者が

自分じゃ保守的にやろうと思っても，林業労働者が少な

くなるから，につちも，さつちもいかなくなる。

Aだから機械を使わなければいけない。

B大きくしてあとの人は出ちゃう。

C機械を入れてやらないと労働力が足りない，皆んな

都会へ出てしまう。基本問題調査会の20haはそれでし

ょう。20年伐期で毎年1ha伐ると。そういう話を聞き

ましたが，国有林があることが必要なのか20haずつ山

林を分けた方がいいのかむずかしいところですね。

A県有林，国有林は入会権問題もあるし，必ずしも林

業だけの話といえないから，入会権を解決しないと，考

えて承れば入会権のない方が林業に取ってはいいのでし

ょうが．…。

E合板なんかものすごく普及してますが，ああいうも

のなどは実際には林学の人がタッチして作り出したもの

と思い童すが，合板会社に行くと化学の方しか取らな

い。そういうところは理解していない。

B理解しなV,というより，道が違うのです。

片方は一次産業，片方は二次と分れてますから，林学

は植えて成長させて運び出すまでが林学で，あとは林産

関係にな･りますから。だか･ら林産関係に行く人がふえて

ます。うちの学校でもだんだんと林業より林産へ･･･.。

A林業と林産と分けると林学がさびしくなり震すね。

学生から林業人へ

松川Cさんは公務員でどちらの方へいくということは

わかったのですか。

Cまだわからないです。

松川Aさんも同じですか。

Aええ，僕自身は北海道へ行きたいと思ってます。

Bいいですね。僕も来年北海道に行くかも知れませ

ん。その時は鑑願いします。

A新聞記者の入るようなところじゃないですよ。（笑）

C林学はいいですね。役人に先輩がいますから。

A最近ほ商事会社に行く人も多いですよ。

B貿易ですね。

A東南アジア開発。

松川B君はどうして新聞社に。

B一人く・らい行ってもいﾙ､と思ったので灸面接の試

験官が，心臓強いなんていってました。

中村その心臓が買われたわけですね。礎）

B僕としては，林学出身者が新聞社に一人く．らいい．

て，－林学出身といっても，林業関係のことばっかり

やらせてくれるとは限りませんが，－いないよりもよ・

いだろうから，大いにやって象たい･ここにおられるよ

うな人と会っておけば，将来タネをもらうのに役立つ。

大いにPRしますから，今日はうんと大事にしてくれな

きゃ。（笑）

C林学はPR少ないですね。新聞になどめったにのら，
ない。

B林学ではなかなかタネにならないですね。山に入っ

てなんになるのか，と新聞社の人がいったんですが･･･

松川山に木を植えるばかりじゃないですから，都会で

も大いに活躍して下さい。

松川林産ですか,Dさんは。

Dいや造林の方です。化学の方じゃないんです。

Eパルプ会社承んなそうだね。

B初めのうちは朝から晩まで原木を運び出すのを見て
るんです。

Eところが小さな事業所にまわされて，成績がよくな

くてふうふういってる人がたくさんおります龍。

松川今年あたり就職しない方はないでしょう。

A少ないですね。

Bうちの科･じゃないといってましたね。

E全般的によかったらしいです海。

Aよかったんでしょうね

B去年なんかに比べるといいらしいです。

松川結樵ですね。

Aそれにしても技術屋と．しては範囲がせまいですね。

松川そうですね。学問は広いからもつとあってもいい
のですが。

Cこれだけ間口が広いのだから，それを社会も認めて

欲しい。

松川一つBさんあたりに骨をおっていただくんだな。

林業は間口が広くてばく然としてます。社会の認識は実

に足りないです。実社会にお出になったら一層痛感され

ると思います。一つ巣立つ皆さんのご多幸を鈴祈りいた

します。大いに頑張って下さい。お忙しい中をどうもお

りがとうございました。
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保持し続けている俳優が二人も出ていた。若いころはさ

ぞかし魅力的だったろうと思ったら全く逆だった。今の

彼等に比べたら画面の人物はデクノポーが動いているよ

うなものである。

そのまなざし，身のこなしに自然に現われる風格は生

活の年輪とでもいうものだろうか，人間にも年輪がある

としたら，正月を迎えて皆んな一つづつできるわけだ

が,,樹木とは違って必ずしもプラスになるように現われ

るとは限ら液いだろう，年毎に細って行く:ようなこ･とも

有りうる。ところで自分はどうなんだということになる」

とどうも心細い，年がら年中雑用に追い歯くられて，正

月にもゆっくり反省してみることもなくいつ･もの仕事に

とりかかることになるだろう。1960年年輪欠除
（八木沢）

一一一～一一一一

全務報害
一一…ー一一～～~

◇第4回常務理事会

12月9日午前11時から本会和室会議室で開催

出席者大久保，横瀬，大隅，福田，竹原，杉下，川

床の各常務理事と本会から松川，林，藤田

◇第9回編集委員会

12月14日午後2時から本会和室会議室で開催

出席者辻，岩崎，繁沢，湯本，倉沢，草下の各委員

と本会から中村，八木沢

一

・・・きのう，きよ．う，あした・・・

めずらしく早く帰宅してテレビを眺めたらNHKで

w木工の美〃（だったと思う）という番組をやっていた，

:途中からなの．で，どんな前置きがあったのかはわからな
いが，美しい木目を出すためにいかに木取りに腐心する

.か，そうしてできた材が一つの机になるまでの過程と木

彫家のそれに注ぐたんせいぶりを描いていた。大写しさ

れた机の木目は木材の素材としての優秀さをいかんなく

発揮する美しさであった。伝統的な木材利用の一面であ

るが，今後も木材の生かされるべき一つの遭である,う。

またテレビの話で恐縮だが，1940年に作られたアメリ

:力の劇映画を見てたら20年後の今日，いまだに人気を

■
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星0驚蒸蕊菫協賛方御依頼について

40周年記念事業資金募集要綱

1．記念事業の主なもの

（1）林業技術センターの建設

文献資料を蒐集，整備し，広く一般に紹介すると共

に照会，相談に応ずる･建物不燃性建造1階建坪

約60坪。敷地130坪。内部機造図書室(18坪）

・資料室（18坪）整理室・閲覧室（12坪）その他（12

坪）

（2）記念造林

東京営林局管内平塚営林署湯河原国有林に，約20ヘ

クタールの部分林を設定し（申請中)，各種有用樹

種を造林し模範林とする。

（3）記念碑の建立

正しい林業技術を基盤として，国有林の経営，民有

林の行政について尽力し，今日の林業の基礎を築い

た先輩の功級を永久に讃え，後進の奮起をうながす

ため，館内の庭石に一文を刻んで記念碑とする。

｝

I
1

イ

、

f

（4）記念出版

前項の先輩十数氏の「伝記集」及び第二の国民であ

る中・小学生に，日本林業の実態をPRする目的を

以って「私達の森林」を再版刊行する。

2．所要経菱見込額

（1）林業技術センター建設

敬地購入650万円建築費600万円

施設・調度等50万円計1,300万円

②記念造林

新植費100万円補植費15万円

手入畿35万円計150万円

（3）記念碑建立5万円

記念出版の経徴は事業費でまかなう。

3．賓金募集計画

（1）募集目標

1,300万円とし，うち一般会員から100万円，その

・他からの協賛を1,200万円とする。

（2）募集期間昭和35年11月1日～昭和36年2月末日

～
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ユー尋＝一一一

王・図版多数）美装順

300〒25円

B6･(写真･図版多数)美装順

定価未定

1 中好評発売

⑤木
⑥森
⑦日
⑧転

木場の歴史
森林と水の理論
日本の製材工場
転換期に立つ日本林業

典①林
著②百
箸③森
著④世

業新語500
万人の木材化学

林と野鳥の生態

界林業経済地理

吉田好彰監修

佐藤武夫箸

宮原省久著

山崎艇一箸

辞典

安倍慎著

池田真次郎箸

山崎慶一著
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東京都千代田区大手町2の4新大手町ピル
振替東京180464電話東京（211）2671～4森林資源総合対策協議会

I

中島道郎

茎下漣菫著
小林義雄

Ⅱ

樹木要覧実用 木
1

B小型判400頁

上製函入美装本

価680円
送料5O円

く内容見本進呈＞

現在日本で見られるあらゆる種類の樹木について，それが何科，何属のなんとい

う樹木であるか，またその特性，分布，用途はどうかなどをも，本書と対照する

ことによって一目瞭然となるように編集されている。ことに類似の樹木を識別す

るために検索表をつけて，検索表のナンバーと本文説明のナンバーがすぐ対照で

きるようにした。林業試験場，営林署などの現場技術者，林学科学生の必携書。

森林土木加藤･夏目箸￥550〒50

樹病学概論伊藤一雄著￥550〒50

木材パルプ右田仲彦箸¥350〒50

警蕊藍測樹学木梨謙吉著￥580〒50

－図書目録進呈一

驚‘欝駕駕鬮買闇闇

日高・平井他2氏編
￥1,200〒50植物ウイルス病

農業実験計画法

作物生理講座全5巻

林業経済計画総論

林業経済計画各論

l
L
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l

三留三千男箸
¥800〒50

戸苅・山田・林編
¥550～¥750

↓

野 村進
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行著
〒50

行箸
〒50
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ウイコ子
あらゆる水寄集材と．上期作業に驚異

してくれるスマックウインチは．マ

99型チエンソーと同一エンヂンを使

ので，安心して確実な作業が，統け

如何なる奥山でも二名で迅速容易に

動出来ます。

’99型’36kg’最大100m11ﾄン ’
マッカラー社・日本総代理店

I菌UTr

・目十一番地
111番（代表）
六番地(北海ピル）
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・・ビ－（一

実習用模型

谷藤機械工業蕊 本社東京･千代田･九段TEL(331)9821～5
工場東京･品川･西大崎TEL(491)4561～3
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